
令和４年度 第２回横浜市精神保健福祉審議会 

 

令和５年３月 30日（木） 

14時 00分～16時 00分（予定） 

             ラジオ日本クリエイト貸会議室 Ａ会議室 

≪次 第≫ 

１ 開会 

 

２ 健康福祉局長挨拶 

 

３ 議題 

 第２期自殺対策計画骨子案について（資料１） 

 

４ 報告 

(1) 依存症対策事業について（資料２） 

(2) 横浜市立大学附属市民総合医療センターの病床削減について（資料３） 

  (3) 第４期横浜市障害者プランの改定について（資料４） 

  (4) 精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築に向けた令和４年度の取組状況に 

ついて（資料５） 

  (5) 精神障害者ピアスタッフ推進事業について（資料６） 

  (6) 令和５年度予算について（資料７） 

                                              

５ その他 

 

【配 付 資 料】 

・資料 1  第２期自殺対策計画骨子案について 

・資料 2  依存症対策事業について 

・資料 3  横浜市立大学附属市民総合医療センターの病床削減について 

・資料 4  第４期横浜市障害者プランの改定について 

・資料 5  精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築に向けた令和４年度の取組状況について 

・資料 6  精神障害者ピアスタッフ推進事業について 

・資料 7  令和５年度予算について 

・資料 8  精神保健福祉対策事業の訂正について（令和４年度第１回配布資料６） 

・資料 9  横浜市精神保健福祉審議会条例 

・資料 10 横浜市精神保健福祉審議会運営要綱 
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第２期横浜市自殺対策計画

骨子案について

健康福祉局 こころの健康相談センター

資料１



自殺対策計画の概要

自殺対策基本法第13条に基づき、本市における自殺
対策を総合的かつ効果的に推進するため、
市としての取組、関係者の取組等を定めた計画

・2019年度（平成31年度）に第１期計画を策定

・次期計画の計画期間は

令和６年度～令和１０年度（５年間）

1



本市における自殺の現状①

・令和２年以降、自殺者数が増加に転じ、特に女性の伸びが高い

出展：人口動態統計（厚生労働省）
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30代以下の⾃殺者は、令和２年以降、急増している。

出展：自殺統計（厚生労働省）
3

本市における自殺の現状②

若年層（30代以下）の自殺の状況（男女別）



本市における自殺の現状③

・児童、生徒の自殺者数は令和２年に過去最多となった。

・令和２、３年の女子の増加が顕著となっている。

出展：自殺統計（厚生労働省） 4



こころの健康に関する市民意識調査の結果①

コロナの影響により、悩みやストレスを感じる機会が増えた市⺠が半数以
上となっている。

5

「そう思う」 男性：48.2％

「ややそう思う」 女性：61.7％

男性 女性

１位 身体の健康問題
…59.6％

身体の健康問題
…62.7％

２位 心の健康問題
…51.2％

心の健康問題
…62.0％

３位 経済問題
…44.3％

家庭問題
…53.8％

４位 仕事の不振
…42.4％

人間関係の問題
…39.6％

５位 家庭問題
…40.7％

経済問題
…35.1％

「とても増えた」「やや増えた」悩みの内容



こころの健康に関する市民意識調査の結果②

約４⼈に１⼈が「本気で⾃殺したい」と思ったことがあり、そのうちの
28.6％は未遂歴がある。

6

未遂歴がある
28.6％

無回答
5.6％

ある
23.5％

本気で自殺したいと思ったことの有無

N=1,832 N=430



第１期に行った主な取組

① インターネット相談の開始（２とも共通）

② 教職員向け研修の実施

7

２ 自殺者の多い年代や生活状況に応じた対策の充実

１ 若年層対策の推進

３ 自殺未遂者支援の強化

① 生活困窮者等窓口職員に対する研修の実施

② インターネット相談における相談先窓口の表示の拡充等

① 市大センター病院等における救急搬送された自殺未遂者への相談支援等



第２期計画の方向性

基本方針は、基本理念、基本認識及び本市の現状・課題を踏まえ、今後５年間にどのように
取り組んでいくかを示すものであり、概ね、以下の方向で検討していく。

8

新たな国大綱の概要
・こども・若者の自殺対策の更なる推進
・女性に対する支援の強化
・地域自殺対策の取組強化
・総合的な自殺対策の更なる推進
・新型コロナウィルス感染症の影響を踏
まえた対策の推進

本市の現状と課題
・こども・若者・女性の自殺者の増加
・依然として40~50代の働く世代の自
殺が最も多い。

・ゲートキーパーの更なる養成
・自殺対策と関連施策の更なる連携
・対象者に応じた手法・多様な媒体を
活用した啓発の実施

庁内・協議会等での意見
・こども・若者の実態把握と対策
の強化

・自死遺族への対策の強化
・精神科医療との連携強化
・居場所づくりなどの関連施策と
の連携

・支援が届く仕組みの強化

方針１ 社会全体の自殺リスクを低下させ、生きることへの支援を促進させる

方針２ こども、教育等、関連施策との有機的な連携を強化して総合的に取り組む

方針３ 関係団体等との連携・協働を推進する



目標

9

重点的取組

第1期計画
・自殺死亡率を2023年に人口10万人対

11.7 以下（令和３年：15.2）
・ゲートキーパーを計画期間内に

18,000人養成（令和３年度までの累
計12,391人）

第２期計画（案）
（現中期計画を踏まえ設定）
・自殺死亡率を2026年に人口10万人対

10.8 以下
・ゲートキーパーを計画期間内に

18,000人養成

自殺者の多い年代や生活状況に
応じた対策の充実

若年層対策の推進こども・若者への
支援の強化

・相談窓口情報等の分かりやすい発信
・インターネット相談枠の拡充
・学校出前講座の充実 など

女性への支援の強
化

・新たな連携先の確保
・ネット相談の案内先の充実 など

第１期計画第２期計画（案）

自殺未遂者支援の
強化

・未遂者支援実施体制の充実
・支援者向け支援ツールの作成 など 自殺未遂者支援の強化

※こども、若者、女性の自殺者数がコロナ禍の影響により、令和２年から増加が顕著
※自殺者数の約２割に未遂歴があり、未遂者に適切な支援を届けることで再企図を防ぐ



計画の骨子（案）

10

第１章：計画策定の趣旨
趣旨、位置づけ、計画期間、推進体制、進行管理

第２章：横浜市の現状と課題等
横浜市における自殺の状況
アンケート調査結果等から見た主な課題
第１期計画の評価

第３章：横浜市の自殺対策における基本認識と取組の方向性
基本認識・基本方針
基本施策、重点施策（子ども・若者・女性は重点検討課題）、関連施策
数値目標（中期計画を踏まえた設定）



令和４年度

３月 精神保健福祉審議会（骨子案検討）

令和５年度

５ 月 常任委員会（骨子）

９ 月 常任委員会（素案）

10 月～11月 市民意見公募の実施

10 月～２月 原案検討

12 月 常任委員会（市民意見公募の結果）

２ 月 常任委員会（原案）

３ 月 計画策定

今後のスケジュール
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依存症対策事業について 

 

本年度は、令和３年度に策定した「横浜市依存症対策地域支援計画」に基づき、依存

症対策の充実に向けて取組を進めました。 

 

１ 令和４年度の依存症対策事業の実施状況について 

【主な状況】 

・依存症専門相談件数、回復プログラムや家族教室の参加者数、いずれも増加傾向。 

・内容をリニューアルした支援者向け研修を４回開催、延べ 306名参加。 

・10月に支援者向けガイドラインを策定。 

・若年層向け、家族向けの２本のアニメーション動画を制作し、３月に公開。 

詳細は、別紙１「令和４年度の依存症対策事業の実施状況」に記載しています。 

 

２ 令和４年度の横浜市依存症関連機関連携会議及び支援者向けガイドラインについて 

令和４年度は連携会議を４回開催しました。 

第１回：７月 12日（テーマ：物質依存を抱えている人への支援を考える） 

第２回：７月 15日（テーマ：行動依存を抱えている人への支援を考える） 

第３回：10 月 25日（テーマ：依存症支援に必要なネットワークや支援者向けガイド

ラインの活用について） 

    →支援者向けガイドラインの完成を報告。 

第４回：12 月 15日（テーマ：依存症専門医療機関等におけるアルコール依存症患者

への支援等について） 

詳細は、別紙２「令和４年度の横浜市依存症関連機関連携会議及び支援者向けガイ

ドラインについて」に記載しています。 

 

３ 減酒外来の取組について 

【概要】 

令和２年度から、国のモデル事業として依存症治療へ介入する専門職員を配置する

事業を横浜市立大学と行っています。市大市民総合医療センターが実施している減酒

外来（院内の消化器内科等の身体科で依存症が疑われる患者を精神科に紹介する取

組）において、通院患者の依存症治療・支援へのつなぎ、民間支援団体との連携等を

行い、早期支援・継続支援を目指しています。これまでの実績等の詳細は、別紙３

「減酒外来の取組について」に記載しています。 

 

 

資料２   



 

４ 令和５年度の依存症対策事業の事業計画について 

  【新規・拡充の主な取組案】 

  ・YouTube広告での若年層向け啓発動画の掲載 

  ・市立小中学校でのゲーム障害等に関する普及啓発。一部の小学校（小３）で、ゲーム

等の付き合い方に関するモデル授業を実施 

  ・家族等が相談につながるための動画の掲載・周知 

  ・支援者向けガイドラインを活用した身近な支援者向け研修の実施 

詳細は、別紙４「令和５年度の依存症対策事業の事業計画について」に記載してい

ます。 

 

５ 令和４年度第２回依存症対策検討部会（２月 27日）での主な意見 

・動画について、限られた時間で内容もコンパクトにまとまっている。動画の利点は、

何度でも巻き戻して見ることができるところ。ぜひ、見てもらえるとよい。 

・若年層動画の取組はよい。依存症を一番知らない世代。これまでも違法薬物につい

ての啓発はあったがライトな内容ものは少ない。一方で、処方薬・市販薬での若年

層の相談が増えている。具体的に知らせる内容もあるとよい。 

・市大の消化器内科から紹介等してくれるのはとても進歩。これまで内科等では、数

値が改善すると、「少しなら飲んでもよい」とすぐに言われることがあった。総合病

院にこの取組が広がっていくと、予防・回復の期待ができると感じた。 

・減酒患者の自助グループ等の受入れ先はまだないため、お酒を減らしたいという人

達のグループが今後できていくとよい。 

・現在の依存症の状況が把握できるような調査を定期的できるとよい。状況は数年で

どんどん変わっていく。問題が起きてからではなく、定期的に調査してデータを蓄

積していくとよいのではないか。 
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こころの健康相談センター等における 

令和４年度の依存症対策事業実施状況について 

 

＜こころの健康相談センター及び精神保健福祉課が実施する取組＞（令和５年１月末時点） 

実施月 
事業・取組 

【新規／継続】 
取組詳細 

対応する 

重点施策 

５月 ギャンブル等依存

症家族向けセミナ

ー【継】 

５月 31日 横浜市社会福祉センター 

参加者：41名（ご家族、支援者） 

講師：松﨑尊信医師（久里浜医療センター精神科医長） 

３、４、５ 

５月～ ギャンブル等依存

症相談窓口紹介カ

ードの配布【継】 

依存症の簡易チェックリスト、相談窓口などを掲

載したカードを配布し、配架を依頼。 

配付先：各福祉保健センター、自助Ｇ、回復施設等 

３ 

５月 公共交通における

動画広告【継】 

ギャンブル依存症に関する相談を勧奨する動画を作

成し、公共交通機関で放映 

車内広告：横浜市営地下鉄、JR横浜線、相鉄線、 

市営バス、神奈中バス 

ホームドアビジョン：みなとみらい線 

（馬車道駅、元町・中華街駅） 

掲示期間：令和４年５月２日～５月 29 日（ホー

ムドアビジョンのみ５月 31日まで） 

１、２、３ 

５月 ・広報よこはま

【継】 

・横浜市 Twitter

からの発信【継】 

・広報よこはま５月号ので、ギャンブル等依存症啓発

週間に合わせたセミナーや相談先について案内。 

・横浜市 Twitter からのギャンブル等依存症啓発週

間についての発信 

１、２、３ 

５月～

３月 

インターネットリ

スティング広告

【継】 

Yahoo！及び Google の検索エンジンでの依存症に

関連する単語で検索された際に、こころの健康相談セ

ンターを案内するインターネット広告の表示 

セルフチェックの実施件数：7,635 件（１月末時点） 

３ 

６月～ 

３月 

インターネットを

活用した相談支援

事業【新】 

インターネットの検索連動広告を活用した、背景に

依存症の問題を抱えるハイリスク者を対象としたメ

ール相談を実施 

メール相談件数：91 件（１月末時点） 

３ 

６月～ 民間支援団体の活

動紹介【新】 

こころの健康相談センターを民間支援団体の活動を

紹介する場として活用 

開催数：４団体（延べ６回） 

参加者：延べ 31 名 

 

５ 

別紙１ 
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実施月 
事業・取組 

【新規／継続】 
取組詳細 

対応する 

重点施策 

７～ 10

月 

スキルアップ研修 

【新】 

R３年度まで実施していた基礎・実践研修から依存

症に関する相談支援のスキルアップを目指す支援者

向け研修として開催（オンライン開催）（７・８月：

基礎編、９・10月実践編を各月１回） 

実績 ７月 ８月 ９月 10月 合計 

延べ参加 81名 77名 74名 74名 306 名 
 

４、５、６ 

８月 ゲーム障害家族向

けセミナー【継】 

８月 18日 横浜市社会福祉センター 

参加者：108 名（本人、ご家族、支援者） 

講師：藤田純一医師（横浜市大附属病院児童精神科外来医長） 

３、４、５ 

９～ 10

月 

公共交通における

動画広告【継】【再

掲】 

５～６月と同様、啓発動画を公共交通機関で放映。

依存症全般に関する基礎知識と相談勧奨の動画。 

掲示期間：令和３年９月～10月のうち４週間 

（交通機関により実施時期が異なる）  

１、２、３ 

10 月 支援者向けガイド

ラインの完成【新】 

身近な支援者等が支援に迷った時などに活用でき

る手引きである支援者向けガイドラインの完成 

４ 

11 月 ・広報よこはま

【継】 

・横浜市 Twitter

からの発信【継】 

・広報よこはま 11月号で、アルコール関連問題啓発

週間に合わせたセミナーや相談先について案内。 

・横浜市 Twitter からのアルコール関連問題啓発週

間についての発信 

・神奈川新聞での記事掲載 

・よこはま企業健康マガジンでの記事の配信 

１、２、３ 

11 月 リカバリースタッ

フ向け研修【継】 

11月 16日 オンライン開催 

参加：19名 

講師：水澤寧子 PSW（Recovering Minds理事長） 

５ 

11 月 アルコール依存症

家族向けセミナー

【継】 

11月 25日 横浜市技能文化会館 

参加：37名（ご家族、支援者） 

講師：早間文穂 PSW（誠心会神奈川病院） 

３、４、５ 

11 ～１

月 

公共交通等におけ

る動画広告【継】

【再掲】 

・５～６月、９～10月と同様、公共交通機関で放

映。アルコール依存症に関する相談勧奨の動画。 

掲示期間：11 月 10 日～16 日を含む４週間 

・ワクチン接種会場（横浜駅西口会場ほか２会場）

の経過観察ブースで相談勧奨の動画を放映。 

掲示期間：11 月９日～ 

・新横浜駅のプロジェクターサイネージで相談勧奨

の動画を放映。 

 掲示期間：12 月１日～１月 15 日 

１、２、３ 
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実施月 事業・取組 

【新規／継続】 

取組詳細 対応する 

重点施策 

12 月 ゲームに関する啓

発ちらしの作成・

小中学校での配布

（教育委員会と共

同実施）【継】 

家庭でのゲームとのつきあい方を子どもと話し合

い、ルール作りをするきっかけとなること、また、

ゲームによる問題がすでに起きている場合に相談に

つながることを目的とした、保護者向けのちらしを

作成し、市立の小中学校で配布。 

配布対象：小学４年生から中学３年生 

１、３ 

３月 家族支援に関する

リーフレットの改

訂【新】 

家族支援に関するリーフレットをリニューアル

し、配布。 

１、２、３ 

３月 依存症関連啓発資

材の関係機関・団

体への発送【継】 

主に横浜市内の関係団体・機関・関連部署等へ、

こころの健康相談センターで作成している広報物を

発送し、実情に応じて配架・配布を依頼。 

１、２、３、

４、６ 

３月 若年層向け普及啓

発動画及び家族等

向け支援紹介動画

の制作・公開【新】 

SNS等を活用した主に若年層向けの依存症の正し

い理解を促進する普及啓発動画及び依存症の家族等

向けに依存症の回復過程を理解する紹介動画を制作

し、公開 

１、２、３ 

通年 依存症セルフチェ

ックウェブページ

の公開、周知広報

物の作成・配布

【継】 

Web 上で依存症の簡易スクリーニングテストがで

きるページを公開。また、ウェブページを周知する広

報物を作成し、配布（２月）。 

依存対象：アルコール（AUDIT）、薬物（DAST-20）、ギ

ャンブル等（SOGS）、インターネット（IAT） 

３ 

通年 減酒外来における

アルコール依存症

の早期発見・早期

継続支援及び普及

啓発事業【継】 

横浜市立大学への委託事業で、市民総合医療センタ

ー内の減酒外来において、以下の取組を実施。 

(1) 専門職員を配置し、通院患者・入院患者のアセス

メント、依存症治療・支援へのつなぎ 

(2) 民間団体との連携及び支援情報の収集と整理 

(3) 地域の医療機関の医療従事者向けに専門的な医

療の知見を活かした研修、一般市民及び依存症者の

家族等向けの普及啓発 

１、２、３、

４、５ 

 

通年 家族教室【継】 月１回実施（５月、８月、11 月は公開セミナーを

実施【再掲】） 

延べ参加者：275名（１月末時点）（R3計：200名） 

医療機関、民間支援団体等からの講師による講義・体

験談、職員によるクラフト（年４回） 

 

 

５ 
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実施月 事業・取組 

【新規／継続】 

取組詳細 対応する 

重点施策 

通年 回復プログラム

【継】 

全８回×２クール（２週に１回×８回） 

実参加者：19名（１月末時点）（R3計：15名） 

回復施設等のスタッフもアドバイザーとして毎回参

加。 

５ 

通年 相談件数【継】 専門相談員による電話・面接での相談件数 

（４～１月分（速報値）） 

主たる依存対象 延べ件数 (参考)R3 計 

アルコール 431 357 

薬物 145 205 

ギャンブル等 205 180 

ゲーム 52 83 

その他 196 222 

合計 1029 1047 

５ 

随時 連携会議【継】 令和４年度は４回開催。 

・第１、２回はテーマ別の会議を開催。 

第１回：７月 12日＠こころの健康相談センター＋Web 

テーマ「物質依存を抱えている人への支援を考える」 

第２回：７月 15日＠こころの健康相談センター＋Web 

テーマ「行動依存を抱えている人への支援を考える」 

 

・第３回は全体会を開催し、支援者向けガイドライン

の完成を報告。 

第３回：10 月 25日＠横浜ビジネスセンター＋Web 

講演：菱本医師（横浜市立大学医学部教授） 

テーマ：依存症支援に必要なネットワークや支援者向

けガイドラインの活用について 

 

・第４回はテーマ別の会議の開催。 

第４回：12 月 15日＠Web 

テーマ：依存症専門医療機関等におけるアルコール依

存症患者への支援等について 

４、５、６ 

その他 民間支援団体補助

金【継】 

民間支援団体の活動を支援するため、団体が実施するミ

ーティングや普及啓発、相談活動等の事業への補助金を

交付 

交付決定数：６団体 11事業（R3：16事業） 

５ 

 



 

令和４年度 横浜市依存症関連機関連携会議及び 

依存症支援者向けガイドラインについて（報告） 

 

１ 横浜市依存症関連機関連携会議について 

  令和２年３月から、こころの健康相談センターを依存症相談拠点に位置づけ、包括的な

支援を実施しています。令和２年度より、依存症対策事業の連携強化への取組の一つとし

て依存症関連機関連携会議（以下、「連携会議」という）を開催しており、全体会、依存対

象別、テーマ別、事例検討会など、テーマに合わせて開催形態を工夫しながら定期的に開

催しています。 

今年度の連携会議は、全体会１回、テーマ別３回の合計４回開催しました。全体会では、

「依存症支援者向けガイドライン」の完成を報告し、テーマ別では依存対象別（物質依存・

行動依存）のほか、医療機関の皆様とアルコール依存症に関連する取組状況などについて意見

交換しました。 

 

２ 令和４年度 第１回・第２回連携会議（テーマ別）の実施報告について 

（１） 日程・開催形式 

■第１回：令和４年７月 12日（火）午後３時 30分から午後５時まで 集合及び WEB併用 

■第２回：令和４年７月 15日（金）午後３時 30分から午後５時まで 集合及び WEB併用 

 

（２） 議題  

■第１回：「物質依存を抱えている人への支援を考える」 

      （有識者）神奈川県立精神医療センター 小林桜児 先生 

■第２回：「行動依存を抱えている人への支援を考える」 

      （有識者）久里浜医療センター 松﨑尊信 先生 

 

（３） 主な意見等 

各機関の取組状況や最近の相談の特徴などについて意見交換 

【第１回】 

・成果を見える化し共有することが本人のモチベーションにもつながる。 

・一緒に考えるという姿勢が本人に伝われば、関係が構築されつながりやすくなる。 

・飲んでもやり直せるよう、関係機関とも連携を取り役割分担して関わることが大切。 

・依存症に関する知識が不足している業界や職種を把握して情報提供し、早期発見・ 

 早期支援につなげてもらうことが大切。 

   ・併存疾患や生活課題の有無等によって、動機づけのレベルや関わり方は千差万別。

社会資源ごとに特徴を分けて、能力や希望等に応じて利用先を選択できるとよい。 

    

減酒外来の取組状況についての話題提供があり、意見交換を行う中で、回復施設等を

利用している層と減酒外来に通院している層とでは重症度などが異なるということを

参加機関と共有。第４回連携会議（テーマ別：医療機関）の開催につながった。 

 

別 紙 ２ 
精神保健福祉審議会資料 
こころの健康相談センター  

− １ − 



【第２回】 

・依存症を切り口にすると、依存症に目を奪われてそこに終始してしまいがちになる。 

別の物差しで見ると、背景に他の課題があったり社会的に孤立している人も多い。 

      ・親族等との死別が孤立につながることは多く、病状悪化等のきっかけにもなる。 

・孤立・孤独感を感じやすい人が増えており、依存症も低年齢化している。 

・生活課題は誰にでもある。失敗等も含めて気軽に話せるような、相談の敷居を下げ 

る啓発や取組ができるとよい。 

・連携するためには、施設等ごとの特色や考え方を支援者間で共有することが大切。 

 

孤立・孤独についての話題提供があり、その部分を含めて解決しなければギャンブル等 

 の行動依存や様々な背景課題は解決しないということを共有し、「表面の課題だけでなく、

その背景、成育歴等も含めて聞くことが大切」ということを確認。 

また、「各機関の特色を活かし互いに連携できれば幅を持った支援ができ、追い詰めら

れることなく、社会全体でサポートしていくことができるのでは」ということを共有した。 

 

３ 令和４年度 第３回連携会議（全体会）の実施報告について 

（１） 日程・開催形式 

 令和４年 10月 25日（火）午後３時 30分から午後５時まで 集合及び WEB 併用 

 

（２） 議題 

 依存症支援のネットワーク構築に向けた連携会議の持ち方や開催内容について 

 

（３） 主な意見等 

【ガイドライン】 

    ・つながらないのは、本人の動機づけや病状だけでなく、支援者側が的確なアセスメ

ント（現状の動機づけレベルと病状の評価等）をできていないことも要因。 

   ・アセスメントやつなぎ先、基本姿勢、チェックポイントなどが盛り込まれており、最

初の第一歩としてのベースができたのではないか。 

   ・「依存症で亡くなることもある」という緊急性にも触れられているのはよい。 

     ・資料編の関係機関一覧を見るだけでも、横浜市は関係機関が充実しているとわかる。 

  ・ガイドラインがあることで、依存症支援のイメージがもっと広がるとよい。 

  ・複数の機関が関わると、本人や各機関の考え、課題等の共通認識を持つことも大変。

ガイドラインが、共通で活用できる一つのツールとなるとよい。 

  ・ガイドラインを使ってみての感想を聞き、アップデートしていかれるとよい。 

 

   【依存症支援のネットワーク構築に向けた意見交換】 

・精神障害の支援者でも依存症の知識に乏しく、福祉サービスにつながっていっても

背景にある発達障害や依存症等の様々な課題を見逃していると感じることがある。 

・本人の否認について「これは依存症の症状」と伝えると、驚く福祉系支援者もいる。 

・連携会議の参加機関だけでなく、各機関の支援者が気軽に参加できるようなネット

ワークを作っていく取組が必要。 

− ２ − 



ガイドラインはあくまでも手段。活用することで依存症支援の裾野を広げて、困ってい 

る方々に適切な医療や支援を届けることが最終目標であることを確認。例えば、資料編「関

係機関一覧」を地方版に差し替えて全国で使えるようにすることで、横浜市の取組が

全国に広がり、依存症でお悩みの方々が必要な支援につながれるようになるとよい。 

また、ガイドラインを周知する際には他の依存症啓発リーフレット等を一緒に案内 

することで活用の幅が広がるのではとの意見をいただき、毎年度当初に発送している

当センター作成のリーフレット等にガイドラインの案内も同封して発送する予定。 

 その他、依存症支援のネットワーク構築に向けて、支援者間でのズレをどうように

埋めていくのかが今後の課題であること等を共有した。 

 

４ 令和４年度 第４回連携会議（テーマ別）の実施報告について 

（１） 日程・開催形式 

令和４年 12月 15日（火）午後５時 00分から午後６時 45分まで  WEB形式 

 

（２） 議題 

■身体科等からの紹介及び専門医療機関等で減酒を希望する人への治療等について 

■依存ステージごとの減酒外来終了後の重症化予防策等について 

 

（３） 主な意見等 

 【減酒外来の取組】 

   減酒外来を設置している２つの医療機関（横浜市立大学附属市民総合医療センター

及び横浜市立市民病院）の取組報告。 

 

 【専門医療機関での取組】 

  ・専門医療機関でも、患者の希望とアセスメントを合わせて対応（節酒または断酒）。 

   ・仕事や家庭を持っている人が休んで治療やプログラム等に来るのはハードルが高い。 

 

【早期発見・早期支援】 

・早期発見の視点からは、本人の周囲にいる人たちへの啓発・働きかけが大切。 

  ・最初につながる可能性のある機関の方々に対する啓蒙や情報提供が大切。 

  ・医療機関では、紹介してくれた機関にパンフレットを送ったり、医師会で取組状況

を紹介したりして医療機関の情報提供している。 

  ・今ある可能な資源で、コツコツ周知等を続けていくことが重要。 

 

   【減酒・断酒の継続と社会資源】 

・自助グループが必要なのは、心理的に孤立していたり、人とのコミュニケーションに

苦労していたり、そこしか居場所がない層の人たち。 

・節酒レベルの人に自助グループ等を勧めても難しい。節酒・減酒を目指している層の

長期的にみた居場所や相談先は、不足している。 

・仕事ができている層は、節酒・断酒するだけで自然と体調がよくなる。それだけでも、

動機づけになる。 
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・本人が好きなこと、自分に合った居場所を見つけていくこと、お酒等の依存対象に頼

らない生き方を見つけていくことができるような関わりができるとよい。 

 

 【依存症治療等の課題】 

  ・集団に適応できず、個別対応が必要となるケースが増えている。 

  ・依存症と他の精神疾患・知的障害等を併存していると、どちらの施設等からも断られる。 

  ・本人や家族が高齢、理解力が乏しい等、自分たちでアクションを起こすことが難しい 

層へ支援者側が入っていくような仕組みがあってもよいのではないか。 

   ・浅いレベルであれば、減酒外来３回でもできることはあるが、深いレベルで人生や考 

え方を変えるところまでは３回では困難。 

 

 

減酒外来の取組は、早期にやめていく気持ちのある人をきちんと拾うという面で、非 

常に意味のある取組であり、市内の総合病院に広がっていくとよいということを共有。 

  また、様々な知恵を出し合うためにも、まずは院内の多職種（医師、コメディカルスタ 

ッフ）で意見交換する機会を定期的に持てるとよいということ等を共有した。 

 

 

５ 次年度の連携会議について              

   ・今年度の第４回は初の試みとして、参加機関を医療機関に絞って開催し、テーマに沿 

った濃密な意見交換がなされました。 

・令和５年度も継続して連携会議を開催します。引き続き現場の意見を丁寧に伺いなが 

ら、参加機関・団体とのネットワークの構築を図っていきます。 

  ・開催にあたっては、内容に応じて形態を工夫しながら開催していきます。 

 

 

６ 「入門・イチから学ぶ依存症支援～横浜市内で依存症及び関連課題に携わる 

支援者向けガイドライン～」の策定について（別紙、記者発表資料 参照） 

（１）策定の目的等 

   ・「横浜市依存症対策地域支援計画」の重点施策４「身近な支援者等から依存症支援につ

なげるための取組」として、令和４年 11 月に支援者向けガイドラインを策定しました。 
  ・ガイドライン作成に向けた身近な支援者等へのアンケート・ヒアリング調査では、８割近

くの支援者が「他の相談支援と比較して大変」等と感じており、依存症支援に苦手意

識を持っていることが伺える結果でした。 

  ・横浜市立大学大学院医学研究科 菱本明豊先生に監修していただき作成しました。 

 

 （２）ガイドラインのおすすめポイント 

  ■依存症対象別チェックリスト 

アルコール、薬物、ギャンブル等の家族会の皆様からご意見をいただき、ステージご

とに本人・家族の状況等をまとめました。現状どのステージにいるかをチェックでき

るほか、おすすめの対処法も紹介しています。 
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  ■緊急度のリスク評価チェックリスト 

依存症関連機関連携会議での意見交換や事例検討などを通して、本人・家族・生活の状

況のほか、身体状況も含めて緊急度のリスク評価ができるようまとめました。 

  ■他機関・団体につなぐときに大切にしたいこと 

    依存症関連機関連携会議での意見交換を通して「他機関・団体につなぐときに大切にし

たいこと」を３つの項目にまとめました。 
 

 （３）ガイドラインの活用について 

    令和５年度も継続して、身近な支援者等にガイドラインを活用していただけるよう周

知・啓発等していきます。また、実際に使ってみての感想やご意見を丁寧に伺いながら、

アップデート等していきます。 

 

７ 令和４年度 横浜市依存症関連機関連携会議 参加機関・団体一覧 

 団体名等 

１ 有識者 横浜市立大学大学院医学研究科 

２ 有識者 地方独立行政法人神奈川県立病院機構 神奈川県立精神医療センター 

３ 有識者 独立行政法人国立病院機構久里浜医療センター 

４ 自助グループ AA横浜地区メッセージ委員会 

５ 自助グループ 横浜断酒新生会 

６ 家族会 横浜断酒新生会（家族会員） 

７ 自助グループ ナルコティクスアノニマス 南関東エリア 

８ 自助グループ ナラノン・ファミリー・グループ ジャパンＮＳＯ 

９ 家族会 NPO法人横浜ひまわり家族会 

10 自助グループ ＧＡ（日本インフォメーション） 

11 自助グループ ギャマノン 

12 家族会 全国ギャンブル依存症家族の会 神奈川 

13 自助グループ あざみ野ファミリー12ステップ 

14 専門医療機関 地方独立行政法人神奈川県立病院機構 神奈川県立精神医療センター 

15 専門医療機関 医療法人誠心会神奈川病院 

16 専門医療機関 医療法人社団祐和会 大石クリニック 

17 医療機関 公立大学法人横浜市立大学附属 市民総合医療センター 

18 医療機関 横浜市立市民病院 神経精神科 

19 回復支援施設 NPO法人 RDP RDP横浜 

20 回復支援施設 NPO法人あんだんて 女性サポートセンターIndah(インダー) 

21 回復支援施設 NPO法人ギャンブル依存ファミリーセンターホープヒル 

22 回復支援施設 NPO法人市民の会 寿アルク 

23 回復支援施設 NPO法人ステラポラリス 

24 回復支援施設 ダルク ウィリングハウス 

25 回復支援施設 日本ダルク神奈川 

26 回復支援施設 NPO法人ヌジュミ デイケアセンターぬじゅみ 
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27 回復支援施設 NPO法人 BB 横浜市地域活動支援センターBB 

28 回復支援施設 一般社団法人ブルースター横浜 

29 回復支援施設 一般社団法人 HOPE 

30 回復支援施設 NPO法人横浜依存症回復擁護ネットワーク 横浜リカバリーコミュニティー 

31 回復支援施設 NPO法人横浜ダルク・ケア・センター 

32 回復支援施設 NPO法人横浜マック 横浜マックデイケアセンター 

33 回復支援施設 株式会社わくわくワーク大石 

34 回復支援施設 認定 NPO法人ワンデーポート 

35 関連機関 NPO法人のびの会 

36 支援機関 
社会福祉法人同愛会地域活動ホームくさぶえ 

都筑区基幹相談支援センター 

37 支援機関 社会福祉法人神奈川県匡済会 横浜市踊場地域ケアプラザ 

38 支援機関 公益社団法人総合保健医療財団 横浜市港北区生活支援センター 

39 支援機関 
社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団 

横浜市高次脳機能障害支援センター 

40 支援機関 社会福祉法人横浜やまびこの里 横浜市発達障害者支援センター 

41 行政機関 法務省 横浜保護観察所 

42 行政機関 青葉区福祉保健センター高齢・障害支援課 高齢者支援担当 

43 行政機関 泉区福祉保健センターこども家庭支援課 

44 行政機関 南区福祉保健センターこども家庭支援課 

45 行政機関 都筑区福祉保健センター高齢・障害支援課 障害支援担当 

46 行政機関 鶴見区福祉保健センター高齢・障害支援課 障害者支援担当 

47 行政機関 戸塚区福祉保健センター高齢・障害支援課 障害者支援担当 

48 行政機関 横浜市健康福祉局生活支援課 

49 行政機関 旭区福祉保健センター生活支援課 

50 行政機関 横浜市南部児童相談所 
 

− ６ − 



 

 

 

 

 

 

横浜市依存症支援者向けガイドライン 

『入門・イチから学ぶ依存症支援 
～横浜市内で依存症及び関連課題に携わる支援者向けガイドライン～』 

を策定しました！ 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

１ ⽀援者向けガイドライン策定の⽬的 
  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 監修者（横浜市⽴⼤学⼤学院医学研究科 菱本 明豊先⽣）のコメント 
 
 

 

 

 

 

令 和 ４ 年 1 1 月 １ 日 
健康福祉局こころの健康相談センター 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

■横浜市依存症対策地域⽀援計画 
    横浜市の総合的な依存症対策の推進に向け、令和３年 10 ⽉に「横浜市依存症対策地域⽀援計

画」を策定しています。このなかの重点施策４として、⾝近な⽀援者等から依存症⽀援につなげ
るための取組を掲げており、これに基づき⽀援者向けガイドラインを策定しました。 

■ガイドライン作成に向けた⾝近な⽀援者等へのヒアリング調査結果（抜粋） 
依存症⽀援の困難の程度について、８割近くの⽀援者が「他の相談⽀援と⽐較して⼤変」と感

じているとの結果でした。 
また、⽀援に当たっての課題について、６割近くの⽅が「依存症の知識不⾜」、５割近くの 

⽅が「⾃機関単独では⽀援体制を組めない」と感じていると回答しています。 
 
① 依存症の本⼈や家族と接点を持つ機会のある⾝近な⽀援者等が⽀援に迷った時などに活⽤可能

な、実践的な⼿引きとなること 
② ⾝近な⽀援者から、依存症の治療・回復⽀援を専⾨とする機関や団体に適切につなぐこと 
③ ⽣活困窮や多重債務、ＤＶなど依存症に関係する様々な⽣活上の課題を抱えた⼈を専⾨機関等

から必要な⽀援者につなぐときに、⼤切にしたいこと関係者間で共有すること  など 
①〜③を主な⽬的として、⽀援者向けガイドラインを作成しました。 

 ⽀援の⼿引き 

依存症関連機関連携会議にて撮影（令和４年１０月２５日） 冊子表紙 

実践場⾯ですぐに活⽤してもらえるようなものを作ろうという意気込みで、作ってまいり
ました。様々な依存症がある中で、それらすべてを網羅することは⼤変な難しさもありまし
た。今後、皆さんに活⽤していただき、アップデートすることで、全国でも使ってもらえる
ようなガイドラインになっていけばいいなと思っております。 



 

 

３  ガイドラインの “ここに注⽬！”  
     

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
【ここに注⽬】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ ガイドラインの配布等について 
  

 

 

 

 
 

 
 

お問合せ先 

健康福祉局こころの健康相談センター担当課長  中村 秀夫     Tel 045-662-3526 

【URL】https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/kokoro/izonsho/izon_renkei.html 

■依存症⽀援の困難さ 
本⼈に⾃覚がないことが多く周囲を巻き込む、背景に複合的な⽣活課題が潜んでいる など 

■⾝近な⽀援者等に求められること 
依存症（疑いを含む）の本⼈や家族を早期に適切な医療や⽀援につなぐこと 

ガイドラインの活⽤を通して、市域の⾝近な⽀援機関等や依存症専⾨機関で依存症⽀援
や回復のプロセスを共有できるようにするほか、依存症関連機関連携会議で意⾒交換を
通して「他機関・団体につなぐときに⼤切にしたいこと」を３つの項⽬にまとめまし
た。 

① 市ホームページからＰＤＦファイルがダウンロードできます。 

② 市内の関係機関・団体へは、横浜市こころの健康相談センターにて各機関・団体１冊まで
無料で配布します。 

③ ガイドラインの購⼊を希望される⽅へは、販売を予定しています（令和４年 12 ⽉以
降）。 

⽀援者向けガイドラインには、 
依存症の基礎知識、相談対応チャート、本⼈や家族への相談・⽀援
のノウハウ、緊急介⼊のポイント、ケーススタディ、連携機関・団
体⼀覧、依存対象別チェックリストなど   を掲載しています。 

依存症の基礎知識には、具体的な相談場⾯で活⽤してもらえるよう、⾝近な⽀援者等
が疑問に感じていることについて、「⽀援」の切り⼝から解説しています。 

依存症対象別チェックリストは、アルコール・薬物・ギャンブル等の家族会の皆様か
らご意⾒をいただき、ステージごとに本⼈・家族の状況等をまとめました。現状どの
ステージにいるかをチェックできるほか、おすすめの対処法も紹介しています。 

緊急度のリスク評価チェックリストは、依存症関連機関連携会議での意⾒交換や事例
検討などを通して、本⼈・家族・⽣活の状況のほか、⾝体状況も含めて緊急度のリス
ク評価ができるようチェック式のリストとしてまとめました。 

１ 

２ 

３ 

４ 



別紙３

1

横浜市⽴⼤学市⺠総合医療センターにお
ける減酒外来

横浜市⽴⼤学
宮内雅利 菱本明豊

1

アルコール依存症外来の取組（横浜市立大学附属市民総合医療センター）

01 概要（開始時期、院内紹介の仕組み（流れ）、周知方法）

2

• 2020年10⽉から

• 実際の受診⽅法
①他科からの紹介：主治医に『精神科（減酒外来）』の予約

• 周知⽅法：2020年9⽉ 院内メール（全職種対象）
：2021年10⽉ 院内メール（全職種対象）：対象拡⼤
：2022年4⽉ 各病棟へ減酒外来の案内：リエゾンの拡⼤
：2022年12⽉ 消化器内科に向けてお酒の問題相談室を開設



参考資料１

2

参考資料

3

アルコール依存症外来の取組

02 診療内容（対応職員職種、回数・頻度、治療内容、家族支援等）

4

• 減酒外来：週2回（⽉・⽊）：2名の新患枠、週1回の再診
• 対応職員：⽉曜⽇: 医師1名、精神保健福祉⼠1名

：⽊曜⽇: 医師2名、リエゾン専⾨看護師、精神保健福祉⼠1名
• 回数/頻度：概ね3回を⽬処。通院継続している患者も多い
• 治療内容：通常の精神科診療/看護師からの⼼理教育/精神保健
福祉⼠による⾃助グループへのつなぎ

• 家族⽀援：精神保健福祉⼠から積極的に介⼊



参考資料１

3

アルコール依存症外来の取組

03 取組実績（人数、年齢、男女比、紹介元診療科、断酒・減酒割合、治療後のつなぎ等）

5

• ⼈数：48名 (男：40名、⼥：8名)

• 年齢：53.6±12.2歳

• 紹介元診療科

アルコール依存症外来の取組

03 取組実績（人数、年齢、男女比、紹介元診療科、断酒・減酒割合、治療後のつなぎ等）

6

• 断酒・減酒割合

• 治療後のつなぎ
断酒患者のうち、通所施設に紹介した患者は2名
今も通所中は１名
減酒患者は、どこにも通所はしていない

通院中の患者のうち

飲酒継続断酒

減酒

42.1% 26.3%

31.6%

⾃⼰中断

通院中
46.3%

41.5%

12.2%
他院通院中



参考資料１

4

アルコール依存症外来の取組

04 課題（想定と実態のギャップなど）

7

通院中断までの回数：3.2回

受診中断しても何かを持ち帰ってもらいたい！

3回で終了できるプログラムの実施

アルコール依存症外来の取組

04 課題（想定と実態のギャップなど）

8

• AUDIT(Alcohol Use Disorders Identification Test)

平均：21.24±8.4 点

⼀⽅で平均点は予想以上に⾼い

『減酒外来』と命名した理由は治療ギャップを埋める

理由：医療者側の抵抗の問題？

お酒の問題相談室を開設：
消化器内科の依頼があった場合には即時に対応する



参考資料１

5

アルコール依存症外来の取組

05 その他

9

• お酒の問題相談室（2022年12⽉から）

消化器内科が圧倒的に多い

消化器内科からの紹介に対して即時に対応するために、
電話の依頼があった場合は、
精神保健福祉⼠が対応することにする。
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令和５年度の依存症対策事業の事業計画について 

 

 ※この事業計画は、令和４年度年度予算が横浜市会で議決されることを停止条件とするものです。 

予算の議決がなさなれないときは、事業計画として成立しません。 

 

１ 一次支援（予防・普及啓発） 

 
 

 

 

２ 二次支援（早期発見・早期支援） 

 

 

 

◆重点施策１ 予防のための取組 

◆重点施策２ 依存症に関する正しい理解、知識を広めるための普及啓発 

【令和５年度の取組案】（◎：新規 ●：拡充 ○：継続） 

＜重点施策１＞＜重点施策２＞ 

◎YouTube広告等での若年層向け啓発動画の放映【新規】 

→Ｒ４に制作した啓発動画を YouTube広告等で放映し、主に若年層向けに依存症の正しい理解を促

進します。 

●市立小中学校のゲーム障害等に関する普及啓発【拡充】 

→教育委員会とともに児童・生徒、保護者、教員それぞれへゲーム障害等に関する普及啓発を実施

します。また、一部の小学校（小３）で、ゲーム等の付き合い方に関するモデル授業を実施します。 

○公共交通機関での動画広告放映（市営地下鉄・バス、相鉄等） 

○リーフレットの作成・配架・配布 

〇啓発週間に合わせた普及啓発の実施（広報よこはま、市公式ツイッターなど） 

○講演会開催（医療関係者による依存症者の家族等や一般市民向け講演会（委託事業として実施）） 

◆重点施策３ 相談につながるための普及啓発 

【令和５年度の取組案】（◎：新規 ●：拡充 ○：継続） 

＜重点施策３＞ 

◎家族等が相談につながるための動画の放映【新規】 

→Ｒ４に制作した動画を HP 等で放映し、家族等が依存症に気付き、相談につながることを促進し

ます。 

●インターネットを活用したメール相談の実施【拡充】 

〇インターネットのリスティング広告の実施 

〇家族向けセミナー開催 

○依存症セルフチェック Webページ運用 

○公共交通機関での動画広告放映（市営地下鉄・バス、相鉄等）＜再掲＞ 

〇啓発週間に合わせた普及啓発の実施（広報よこはま、市公式ツイッターなど）＜再掲＞ 

○講演会開催＜再掲＞ 
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３ 三次支援（回復支援） 

 

 

 

 

 

 

◆重点施策４ 身近な支援者等から依存症支援につなげるための取組 

【令和５年度の取組案】（◎：新規 ●：拡充 ○：継続） 

＜重点施策４＞ 

◎支援者向けガイドラインを活用した身近な支援者向け研修の実施【新規】 

→Ｒ４に策定した支援者向けガイドラインを周知するとともに、関係者が有効に活用できる研修を

実施します。 

○連携会議による情報共有 

○早期発見・早期支援・継続支援事業委託 

○支援者向け依存症対応研修（基礎編、応用編）の実施 

○医療従事者向け研修会開催（医療関係者による医療従事者向け研修（委託事業として実施）） 

◆重点施策５ 専門的な支援者による回復支援の取組 

◆重点施策６ 地域で生活しながら、回復を続けることをサポートする取組 

【令和５年度の取組案】（◎：新規 ●：拡充 ○：継続） 

＜重点施策５＞＜重点施策６＞ 

〇相談拠点（こころの健康相談センター）における専門相談実施  

〇支援者向け依存症対応研修（基礎編、応用編）の実施＜再掲＞ 

〇民間支援団体による活動紹介の開催 

○民間支援団体活動補助金 

○回復施設等のリカバリースタッフ向け研修 

○回復プログラム 

○家族教室 

○連携会議による情報共有＜再掲＞ 

○支援者向け依存症対応研修（基礎編、応用編）の実施＜再掲＞ 

○リーフレットの作成・配架・配布＜再掲＞ 



 
横浜市立大学附属市民総合医療センターの病床削減について 

 
１ 趣旨 

  措置入院患者の入院は、厚生労働大臣の定める基準に適合し、横浜市が指定した指定病院であることが必

要です。横浜市立大学附属市民総合医療センター（以下、市大センター病院という）から、急性期・準急性

期の精神疾患及び身体合併の早期治療、早期退院を拡充し、地域の医療需要と市民の受け入れを拡充するた

めに、６床室３室の床数を減らし、指定病院の基準（50 床）を下回りながらも、「ただし書き」の適用によ

り指定病院の指定を維持しつづけたいと、申し出がありました。このため、令和元年第１回精神保健福祉審

議会に諮り、将来的な需要への対応や他病院への影響を踏まえ、条件を設けたうえで「休床」として一定期

間の運用を行い、「ただし書き」の適用について問題がないか検証を行うこととなりました。 
  その後、設定した条件を概ね満たすことは確認できましたが、当初の申出にあった個室の増床は不可能と

の申し出がありました。 

しかし今般、他医療機関では難しい入院診療について対応する等の申し出があったため、50 床を下回る

ものの「ただし書き」の適用により引き続き指定病院を継続します。 
 
２ 令和元年８月に設定した条件の検証について 

 (1) 設定した条件 

  ・措置診察の受入れや身体合併症のある措置入院者の受入れ（身体合併症転院事業の受入れ）を断らない

こと。 
・需要に対し病床数を削減したことを理由に断らないこと。 

 

 (2) 条件の検証 

ア 措置診察の受け入れ状況 

  令和元年度以降、病床の都合を理由に措置診察を断った事例はありません。また、受入状況を見ると、

県全体の４～５％程度、県立精神医療センターを含む他の基幹病院の平均を概ね上回る措置診察の受け

入れ実績を有しています。 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

ハード ソフト ハード ソフト ハード ソフト ハード ソフト 

輪番病院等 
受入件数 868 290 853 277 832 255 482 128 

合計と割合 1,158 （73.1%） 1,130 （67.5%） 1,087 （68.0%） 610 （62.9%） 

基幹病院 
受入件数 325 101 424 120 405 107 262 98 

合計と割合 426 （26.9%） 544 （32.5%） 512 （32.0%） 360 (37.1%) 

計 
受入件数 1,193 391 1,277 397 810 362 744 226 

合計と割合 1,584 （100.0%） 1,674 （100.0%） 1,599 （100.0%） 970 (100.0%) 

 
 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

ハード ソフト ハード ソフト ハード ソフト ハード ソフト 

市大センター病院 
受入件数 48 8 64 18 47 19 40 13 

合計と割合 56 (3.5%) 82 (4.9%) 66 (4.1%) 53 (5.5%) 

他基幹病院 

受入件数 277 93 360 14 358 88 222 85 

 １病院平均 46.1 15.5 60.0 17.7 59.7 14.7 37.0 14.2 

ﾊｰﾄﾞとｿﾌﾄの計 370 (23.4%) 462 (27.6%) 446 (27.9%) 307 (31.6%) 
 １病院平均 61.7 (3.9%) 77.0 (4.6%) 74.3 (4.6%) 51.2 (5.3%) 

※令和４年度は 12 月までの実績 
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イ 身体合併症の受入状況 

 (ｱ) 身体合併症転院事業 

     身体合併症の受入数は、病床数の関係もあり、みなと赤十字病院が多くなっています。しかし、重

度の精神疾患、身体症状を有する方の受入割合は高く、調整が困難なケースを受け入れている傾向が

あります。 
 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

令和４年度 

（１月まで） 

市大センター

病院 

（２床） 

受入件数 ４件 ５件 ７件 ２件 

主な身体

症状 

妊娠 32 週、潰瘍性大

腸炎、骨折 

肺炎、乳がん疑い、

肺腫瘍 

肺炎、がん転移、低

酸素血症 

 

みなと赤十字

病院 

（10 床） 

受入件数 75 件 68 件 69 件 37 件 

身体症状

等 

骨折、肺炎、脳血管疾

患、腎機能障害 

骨折、肺炎、脳血管

疾患、腎機能障害 

骨折、肺炎、脳血管

疾患、腎機能障害 

 

済生会 

横浜市東部

病院 

（２床） 

受入件数 11 件 10 件 ９件 5 件 

身体症状

等 

骨折、血栓症疑い、 

S 状結腸軸捻転症疑い 

慢性腎不全、骨折、

高度便秘 

肺炎、胆管炎疑い、

静脈血栓、皮下血種 

 

 
 (ｲ) 新型コロナウイルス感染疑い患者の受入 

   新型コロナウイルス感染症の拡大により、濃厚接触や行動歴が不明で、感染を疑われる精神科救急

患者の受け入れについて、精神科コロナの基幹病院である神奈川県立精神医療センター、感染疑い症

例を受け入れるため空床を確保しているあさひの丘病院に次ぐ受入実績があります。 

 

   新型コロナウイルス感染症疑い症例受入実績（Ｒ２．７～Ｒ４．12） 

あさひの丘病院 35 

神奈川県立精神医療センター 47 

市大センター病院 21 

昭和大学横浜市北部病院 5 

日向台病院 4 

横浜市立みなと赤十字病院 3 

紫雲会横浜病院 3 

 
３ 市大センター病院からの新たな申出について 

令和 5 年度から始まる「横浜市立大学第 4 期中期計画（案）」にも記載している通り、今後も引き続き、

市・県における政策的医療・救急医療に貢献してまいります。 

具体的には、 

① 精神科救急患者については早期に後方移送を依頼し、その他の入院患者については早期からの退院支

援を行うなどにより、入院病床の高回転かつ効率的な運用に取り組み、これまで以上に入院患者の受入

れの拡充を図ってまいります。 

② 単科精神科病院や精神科診療所との地域医療連携を推進し、大学病院機能（総合病院精神科）である

当院の特性を活かした診療機能の分化を図り、他医療機関では難しい入院診療について対応してまいり

ます。 

  
４ 申出内容の確認 

  日常的な患者受入調整等の場で、履行状況の確認及び実施を求めていきます。  

 

５ 変更後の病床数について 

  これまで許可病床は 50 床でしたが、休床により 42 床としていたところ、今後、許可病床を 42 床とする

届出を出す予定です。  

 

 

 

 

  



セ医１５８６２号 

令和 5 年３月 10 日 

横浜市健康福祉局⾧ 

佐藤 広毅 様 

横浜市立大学附属市民総合医療センター 

病院⾧ 榊原 秀也 

 

横浜市精神保健福祉審議会への附議について（依頼） 

 

1. 趣旨 

  令和元年第 1 回精神保健福祉審議会（令和元年 9 月開催）において、当院からの「指定病院
の基準（50 床）における『ただし書き』を適用し、精神病床を削減したい」との申し出につい
て審議いただきました。本審議会では、将来的な需要への対応や他病院への影響を踏まえ、条
件を設けたうえで「休床」として一定期間の運用を行い、「ただし書き」の適用について問題が
ないか検証を行うとの結果をいただいておりました。 

  その後、精神科病床を「50 床」から 8 床を休床し「42 床」にて病床を運用し、３年が経過し
ましたが、以前と変わらず、精神科救急システムの基幹病院としての措置入院患者の入院受入
れ、地域医療機関からの要請に伴う入院受入れなど、精神科医療の最後の砦としての役割を担
ってまいりました。そのため、当院としましては、本審議会にて設定された条件を十分果たし
てきたものと考えております。 

  そこで、以下のとおり、当院精神科の入院受入状況等の検証結果を報告いたしますので、令
和元年度第１回審議会での附帯条件に照らし合わせていただき、令和４年度第２回精神保健福
祉審議会に附議していただきたく、お願い申し上げます。 

 

2. 設定された条件（令和元年度第１回精神保健福祉審議会） 

(ア) 措置診察の受入れや身体合併症のある措置入院者の受入れ（身体合併症転院事業の受入れ）

を断らないこと。 

(イ) 需要に対し病床数を削減したことを理由に断らないこと。 

 一定期間条件を満たした場合、病床数を削減（50 床→42 床）し「ただし書き」を適用する

ことを認める。 

  

3. 当院精神科の入院受入れの実績 

(ア) 精神科病床の稼働状況 

 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度※ 

新入院患者数 228 人 241 人 196 人 184 人 

延べ入院患者数 13,457 人 12,119 人 11,655 人 9,718 人 

退院患者数 255 人 267 人 230 人 204 人 

病床稼働率 87.8％ 78.8％ 76.0％ 75.6％ 

平均在院日数 54.7 日 47.3 日 53.7 日 49.2 日 

 

※1 月末時点 

テキストボックス
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(イ) 措置入院患者の受入状況 

 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度※ 

措置入院患者数 42 人 49 人 42 人 37 人 

   令和元年度以降も受入患者数を減らすことなく対応しており、病床数の削減を理由に受入

をお断りするようなことはしていません。 

 

(ウ) 身体合併症転院事業の受入状況 

 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度※ 

受入患者数 5 人 5 人 7 人 3 人 

   令和元年度以降も受入患者数を減らすことなく対応しており、病床数の削減を理由に受入

をお断りするようなことはしていません。 

 

(エ) 「横浜市精神科救急新型コロナウィルス感染症疑い患者等受入体制強化事業」（横浜市健康

福祉局）における感染疑い患者等の受入状況 

 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度※ 

受入患者数 ７人 10 人 3 人 

この間、新型コロナウィルス感染症の世界的パンデミックという未曽有の事態を経験し、

当院は新型コロナウィルス感染症対策の医療提供体制「神奈川モデル」の高度重点医療機関

として重症な陽性患者を中心に受入れを行ったほか、神奈川モデルにおける精神科コロナ患

者の受入医療機関も担ってまいりました。さらに、貴局からの本事業に関する協力要請を受

け、横浜市内のコロナ感染疑いのある精神科救急患者の受入れも行ってまいりました。 

 

(オ) 「精神疾患を合併する身体救急医療体制確保事業」（横浜市医療局）における特定症状(※)
対応病院としての輪番対応及び特定症状を呈する患者の受入状況 

 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度※ 

輪番日数（夜間） 83 日 84 日 83 日 63 日 

輪番日数（休日） 52 日 52 日 52 日 42 日 

受入患者数 12 人 9 人 6 人 1 人 

※特定症状…精神疾患症状のうち自殺企図、他害行為や興奮により救急活動や医療行為に支障がある状態        

   横浜市医療局が所管する上記事業における特定症状対応病院としての役割を担っている他、

通常の救急搬送事案の中で精神科症状を伴うもの(自殺企図としての飛び降りや飛び込み、服

毒や過量服薬等)に対する精神科チームのリエゾン対応や、身体症状安定後の精神科病棟での

受入れ等、横浜市内の身体救急医療体制にも貢献しております。 

 

以上のとおり、この間、病床削減を理由に措置入院患者等の受入れを断ることなく一定水準の

入院受入を行ってきており、その他の政策的医療にも貢献してまいりましたので、当院としまし

ては、令和元年度第 1 回審議会で設定された条件（上記２．）は満たしているものと考えておりま

す。 

※2 月末時点 

※2 月末時点 

※12 月末時点 

※12 月末時点 



 

4. 今後の対応 

令和 5 年度から始まる「横浜市立大学第 4 期中期計画（案）」にも記載している通り、今後も

引き続き、市・県における政策的医療・救急医療に貢献してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 具体的には、 

 精神科救急患者については早期に後方移送を依頼し、その他の入院患者については早期か

らの退院支援を行うなどにより、入院病床の高回転かつ効率的な運用に取り組み、これま

で以上に入院患者の受入れの拡充を図ってまいります。 

 単科精神科病院や精神科診療所との地域医療連携を推進し、大学病院機能（総合病院精神

科）である当院の特性を活かした診療機能の分化を図り、他医療機関では難しい入院診療

について対応してまいります。 

 

（参考）指定病院の要件等 

5.  

6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         （問い合わせ先） 

横浜市立大学附属市民総合医療センター 

管理部医事課 山元 青柳 

〇 法第 19 条の８ 
都道府県知事は、国、都道府県・・・が設立した・・・精神科病院であって厚生労働大臣の定

める基準に適合するもの・・・を、都道府県が設置する精神科病院に代わる施設（以下「指定病
院」という。）として指定することができる。 

 
〇 『精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十九条の八の規定に基づき厚生労働大臣の

定める指定病院の基準』 
(平成８年３月 21 日)(厚生省告示第九十号) 
※平成 20 年３月 27 日厚生労働省告示第 131 号による改正現在 
二 精神病床の数が五十床以上であること。ただし、措置入院者に対して精神障害の医療以外の

医療を提供するための十分な病院であって二十床以上の精神病床を有するものについては、地
域において指定する必要があると認められる場合は、この限りではない。 

 

横浜市立大学第 4 期中期計画（案） 
III 医療 
３ 政策的医療への貢献、地域医療の推進 

【23】政策的医療の推進 
市、県及び地域医療機関との連携関係のもと、政策的医療（周産期・小児・生殖・精神・救急・

がん・災害時医療等）においても、高度で先進的な医療を提供する中心的な存在であり続ける。 
あわせて、附属 2 病院で連携して、他の医療機関では対応できないような緊急性及び重症度が高

い患者を中心に救急患者の受入を積極的に行い、地域における「最後の砦」としての役割を果たす。 



横浜市立大学附属市民総合医療センターからの 

指定病院の指定を維持した上での病床削減の申し出について 

１ 趣旨 

 措置入院患者の入院は、厚生労働大臣の定める基準に適合し、横浜市が指定した指定病院であるこ

とが必要です。このたび、横浜市立大学附属市民総合医療センター（以下、市大センター病院という）

から、急性期・準急性期の精神疾患及び身体合併の早期治療、早期退院を拡充し、地域の医療需要と

市民の受け入れを拡充するために、６床室３室の床数を減らし、指定病院の基準（50 床）を下回りな

がらも、「ただし書き」の適用により指定病院の指定を維持しつづけたいと、申し出がありました。 

２ 対応について 

市大センター病院は、基幹病院として、また、総合病院そして大学病院として、措置入院患者をは

じめとした精神症状の重症度が高い患者や身体合併症の患者の受入れが求められています。現在の６

床室を個室や４床室にすることは、市大センター病院が対象とすべき患者に、これまで以上に対応で

きるとともに、病床管理の弾力的な運用が可能となり、需要にも応じることができます。このため、

「ただし書き」の身体合併症の措置入院患者の受入れに資すると認められます。 
 しかし、病床数が８床減るため、柔軟な病床管理とともに早期退院・早期転院に取り組み、需要へ

の対応を行っていくと聞いていますが、将来的に需要に対して影響がでないかについては不明瞭な面

は否めません。 
そこで、将来的な需要への対応や他病院への影響を踏まえ、条件を設けたうえで「休床」として一

定期間の運用を行い、「ただし書き」の適用について問題がないか検証を行います。 

≪条件案≫ 
・措置診察の受入れや身体合併症のある措置入院者の受入れ（身体合併症転院事業の受入れ）を断ら

ないこと。

・需要に対し病床数を削減したことを理由に断らないこと。

一定期間条件を満たした場合、病床数の削減し「ただし書き」を適用することを認めます。

３ 今後の調整について 

市大センター病院と条件案や休床期間・方法等について確認し、引き続き調整を行っていきます。 

 〇 法第 19 条の８ 
都道府県知事は、国、都道府県・・・が設立した・・・精神科病院であって厚生労働大臣の定める

基準に適合するもの・・・を、都道府県が設置する精神科病院に代わる施設（以下「指定病院」とい
う。）として指定することができる。 

〇 『精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十九条の八の規定に基づき厚生労働大臣の定める指
定病院の基準』 

(平成８年３月 21 日)(厚生省告示第九十号)
※平成 20 年３月 27 日厚生労働省告示第 131 号による改正現在
二 精神病床の数が五十床以上であること。ただし、措置入院者に対して精神障害の医療以外の医療
を提供するための十分な病院であって二十床以上の精神病床を有するものについては、地域におい
て指定する必要があると認められる場合は、この限りではない。 

＜全体＞ 50 床 → 42 床（▲８床） 

＜内訳＞ Ａ室 ６床 → 個室Ｘ、個室Ｙ 
 Ｂ室 ６床 → ４床 
 Ｃ室 ６床 → ４床 

参考　

令和元年第１回審議会資料 

00900420
ハイライト表示
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第
だい

４期
き

横浜市
よ こ は ま し

障害者
しょうがいしゃ

プランの見
み

直
なお

しについて 

 

１ 趣旨
し ゅ し

 

  「第
だい

４期
き

横浜市
よこはまし

障害者
しょうがいしゃ

プラン」の改定
かいてい

に向
む

け、これまでの取組
とりくみ

及
およ

び今後
こ ん ご

の取組
とりくみ

予定
よ て い

について、

次
つぎ

の通
とお

り御
ご

報告
ほうこく

します。 

 

２ これまでの進 捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

 

（１）障害者
しょうがいしゃ

関係
かんけい

団体
だんたい

等
とう

へのグループインタビューについて 

12月
がつ

から２月
がつ

にかけて、当事者
とうじしゃ

や家族
か ぞ く

、障 害
しょうがい

関係
かんけい

団体
だんたい

等
とう

に対
たい

して、現 状
げんじょう

やニーズを把握
は あ く

する

ためのインタビューを 行
おこな

いました。 

   実施
じ っ し

団体
だんたい

：12団体
だんたい

（延
の

べ参加者数
さんかしゃすう

：約
やく

250名
めい

） 

＜内訳
うちわけ

＞ 

横浜市身体障害者団体連合会
よこはまししんたいしょうがいしゃだんたいれんごうかい

：１月
がつ

31日
にち

(火
か

) 実施
じ っ し

 

横浜市心身障害児者
よこはまししんしんしょうがいじしゃ

を守
まも

る会
かい

連盟
れんめい

：１月
がつ

21日
にち

 (土
ど

) 実施
じ っ し

 

横浜市
よこはまし

障害者
しょうがいしゃ

地域
ち い き

作業所
さぎょうしょ

連絡会
れんらくかい

：１月
がつ

23日
にち

 (月
げつ

) 実施
じ っ し

 

横浜市
よこはまし

障害者
しょうがいしゃ

地域
ち い き

活動
かつどう

ホーム連絡会
れんらくかい

：12月
がつ

６日
にち

（火
か

）実施
じ っ し

 

横浜市
よこはまし

グループホーム連絡会
れんらくかい

：１月
がつ

23日
にち

(月
げつ

) 実施
じ っ し

 

横浜市精神障害者家族連合会
よこはましせいしんしょうがいしゃかぞくれんごうかい

：１月
がつ

27日
にち

（金
きん

）実施
じ っ し

 

横浜市
よこはまし

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

連合会
れんごうかい

：１月
がつ

27日
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 (金
きん

) 実施
じ っ し

 

横浜
よこはま
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ち て き

障 害
しょうがい

関連
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施設
し せ つ

協議会
きょうぎかい
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９日
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じ っ し

 

ＹＰＳ
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９日
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じ っ し
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部会
ぶ か い
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４日
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（日
にち

）実施
じ っ し

 

横浜市
よこはまし

放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービス自主
じ し ゅ

勉 強
べんきょう

の会
かい

：１月
がつ

23日
にち

(月
げつ

) 実施
じ っ し

 

社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人型
ほうじんがた

障害者
しょうがいしゃ

地域
ち い き

活動
かつどう

ホーム連絡会
れんらくかい

：２月
がつ

２日
にち

（木
もく

）実施
じ っ し

 

 

（２）インタビュー内容
ないよう

について 

   本市
ほ ん し

が 力
ちから

を入
い

れていきたい取組
とりくみ

や、令和
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４年度
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説明会
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ちゅうしん

に御意見
ご い け ん

をいただきました。 

   また、放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービス自主
じ し ゅ

勉 強
べんきょう

の会
かい

からは、障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく
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して、支援
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の現場
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か
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み

た現 状
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や課題
か だ い

、必要
ひつよう

な取
と

り組
く

みなどについて御意見
ご い け ん

をいただきました。 

 
裏面
り め ん

あり 
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３ 今後
こ ん ご

の取組
とりくみ

について 

（１）改定
かいてい

に向
む

けた方向性
ほうこうせい

について 

   次期
じ き

「障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」「障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」の３年間
ねんかん

のサービス見込
み こ

み 量
りょう

については、いただ

いた御意見
ご い け ん

や、障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

・児童
じ ど う

福祉法
ふくしほう

をはじめとした関係
かんけい

法令
ほうれい

の改正
かいせい

法令
ほうれい

等
とう

及
およ

び

「障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」に係
かか

る国
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の基本
き ほ ん

指針
し し ん

等
とう

の内容
ないよう

を踏
ふ

まえ設定
せってい

します。 

 

（２）スケジュール 

２～３月
がつ

  意見
い け ん

集 約
しゅうやく

・改定
かいてい
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けた検討
けんとう
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  障 害
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作成
さくせい
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がつ

  改定
かいてい

素案
そ あ ん
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さくてい

 

  ９～10月
がつ

   パブリックコメントの実施
じ っ し

 

    12月
がつ

   見直
み な お

し原案
げんあん

策定
さくてい

 

    ３月
がつ

  見直
み な お

し版
ばん

策定
さくてい

 

 

 

 



精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築に向けた 

  令和４年度の取組状況について（報告） 

 

１ 地域移行・地域定着部会の開催 

区の協議の場における課題解決に向けた取組や区域だけでは解決困難な課題の抽出・検討、

市域における課題解決向けた取組等についての助言を求めるため、市自立支援協議会の部会と

して、地域移行・地域定着部会を設置しており、令和４年度については３回開催しました。 

 

日時 内容 

令和４年５月 23 日(月) 

19:00～20:30 

・精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築に向けた構

築取組シートについて 

・お互いに支え合える仕組みについて 

令和４年９月８日（木） 

19:00～20:30  

・横浜市精神障害者退院サポート事業に関すること 

・お互いに支え合える仕組みについて 

                 

令和５年２月 14 日（火） 

19:00～20:30 

・体験の場について 

・精神障害にも対応した地域包括ケアシステム区協議の場推進

のためのアドバイザー事業報告 

・お互いに支え合える仕組みについて 

 

２ 各区における協議の場への取組について 

 (1) 各区の取組状況の把握について 

昨年度に引き続き、18 区の協議の場において構築取組シートを作成・提出することを求

めています。 

(2) 構築に向けた説明会の開催について 

市の方向性や各区の取組の共有およびシステム構築に向けた共通認識と理解を深めるた

め、説明会を開催しました。 

日時 内容 

令和４年 11 月４日（金） 

10:00～17：00 

 

・にも包括における市の取組報告 

・退院支援に関する統計報告 

・各区取組発表 

・協働活動の取組計画をたてるグループワーク 

 

３ 区協議の場推進のためのアドバイザー事業について 

  区においては、地域課題の抽出および共有、到達目標を設定し、解決に向けた取組をおこな

っていくために、協議の場を計画的に開催しています。今年度については、課題抽出をして構

造化していくための助言や今ある連携体制を効果的に活用するための助言等を目的にアドバイ

ザー事業が利用され、その結果、取り組みが具体化されたり、議論が活発になったりと一定の

効果がみられました。区協議の場における課題は多種多様であり、区の特性に合わせたアドバ

イスを伴走的に行っていく必要があります。次年度以降も引き続き、区協議の場を推進するた

めにアドバイザー事業を実施していきます。 

資料５ 



令和５年度精神障害者ピアスタッフ推進事業について 

 

１ 事業概要・方向性 

  精神障害者の一層の地域移行と、精神障害のある人等が地域で安心して自分らしく暮らしてい

ける地域づくり、支援体制の整備を推進していくために、「精神障害にも対応した地域包括ケアシス

テム（以下、にも包括）の構築」を進めています。 

その取組の一つとして、「精神障害者ピアスタッフ推進事業」を開始し、ピアサポート※１による支

え合いの仕組みを構築するために、ピアスタッフ※２の育成を進め、ピアスタッフの活躍できる体制

づくりを行い、相談支援体制の充実、にも包括の構築を推進します。 

事業の実施にあたってはにも包括の取組を中心的に行い、退院サポート事業や自立生活アシス

タントなどピアスタッフの活躍できる場面の多い精神障害者生活支援センター（以下、生活支援セ

ンター）にてモデル的に実施します。病気や障害の経験を持ち、自身の経験を活かして相談支援に

従事する職員として雇用された方をピアスタッフとして育成していきます。 

※１ ピアサポートとは…「支援をする人」「支援を受ける人」という関係性ではなく、障害や病気に

より様々な思いを抱える人が、同じような経験をした人との対等な関係性の中で支え合うこと 

※２ ピアスタッフとは…ピアサポートの感覚を大切にしながら雇用契約を結び、障害や病気による

経験を活かし、事業所などで働く人 

 

２ 検討の経過 

取組を具体化させていくため今年度精神障害ピアサポート検討会を開催し、検討してきました。 

【精神障害ピアサポート検討会における検討経過】 

回数・日時 検討内容 

第１回 ４月 26 日 検討会の目的の確認、今後の進め方、スケジュールについて 

第２回 ５月 17 日 ピアスタッフ向け研修の実施について 

第３回 ６月 21 日 ピアスタッフ向け研修の実施、内容について 

第４回 ７月 19 日 ピアスタッフとして働きたい人を増やす、ピアサポートの普及啓発につい

て、検討会のまとめ 

 

３ 事業の取組内容について 

本事業は大きく分けて３つの取組を行い、ピアスタッフの育成と合わせ、ピアスタッフと支援者が

協働を行える土壌づくりを行っていきます。なお、事業の実施にあたっては委託にて行う予定です。 

（１） ピアスタッフ、生活支援センター職員向け新任研修・実践研修の実施 

ピアスタッフとして働くにあたり、必要な知識等を得ることと合わせ、リカバリーについて理解を深

め、ピアスタッフ自身もリカバリーしながら、相談支援を行えるようにします。また、生活支援センター

施設長、職員はピアスタッフとどのように協働するとよりよい支援につながるかを考え、ピアサポート

について理解を深めていくことを目的とします。 

資料６ 



〇研修の開催回数 年２回実施予定 

・精神障害者ピアスタッフ新任研修 

・精神障害者ピアスタッフ実践研修 

 

（２） ピアスタッフ、施設長等に対してフォローを行う巡回相談の実施 

生活支援センターにて雇用されたピアスタッフ、一緒に働く施設長、職員に対し、巡回相談員を

派遣し、関係調整、助言などを行うことで、お互いに支え合える体制づくりを支援します。また、最終

的には巡回相談がなくとも、職場でピアスタッフ、施設長、職員がお互いに支え合うことができ、協

働できるようになることを目的としています。 

 

（３） 精神障害者ピアスタッフ同士の連絡会の運営、開催 

ピアスタッフ同士が定期的に集まり、今感じている不安や疑問、楽しさを分かち合うことで、ピアス

タッフ同士がお互いに支え合える体制づくりを行うことを目的としています。 

 

４ 今後について 

  育成スキーム、フォロー体制などについては都度見直しを行いながら、よりよい事業の体制を構

築していきます。また、育成後の精神障害者ピアスタッフが支援に入ることによる効果検証を踏まえ、

さらなる活躍の場を検討していきます。 

将来的には身体障害、知的障害などのピアスタッフ育成に活かせるものとなり、基幹相談支援セ

ンターや障害福祉サービス事業所などへピアスタッフの活躍の場が広がっていくことを目指します。 
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健康福祉局予算案の考え方 

－1－ 

 

超高齢社会が進展し人口減少の局面を迎え、さらに新型コロナウイルス感染症の影響が残

る中、福祉・保健分野における市民ニーズは多様化・複雑化しており、支援を必要とされる

方へのきめ細やかな対応が求められています。 

このような状況の中で、福祉・保健分野における市民生活の安心・安全を確保するため、

「横浜市中期計画2022～2025」や財政ビジョンをはじめとする各種計画の目標達成に向けた

施策を着実に実施します。また、10年、20年先を見据え、データ活用やＤＸの推進により、

将来にわたって持続可能な施策の充実を目指し、各種取組を推進していきます。 

 

＜令和５年度の５つの柱＞ 

 １ 市民の健康づくりと安心確保 

２ 地域の支え合いの推進 

３ 障害者の支援 

４ 暮らしと自立の支援 

５ 高齢者を支える地域包括ケアの推進 
 

＜主な取組＞  
 

「市民の健康づくりと安心確保」  
健康寿命の延伸を目指し、生活習慣の改善や生活習慣病予防、歯科口腔保健の推進及び各

種がん検診や特定健診の受診率向上に向けた取組を進めるとともに、第３期健康横浜２１を
策定します。また、増加する火葬や墓地の需要に対応するため、５か所目の市営斎場整備を
着実に進めるとともに、市営墓地の整備に取り組みます。さらに、市民が安心した生活を継
続することができるよう、新型コロナウイルス感染症の各種対策を実施します。 
「地域の支え合いの推進」   
誰もが安心して自分らしく健やかに暮らせるまちづくりを地域と共に進めるため、第５期

横浜市地域福祉保健計画を策定します。また、身近な福祉保健活動の拠点である地域ケアプ
ラザについて、ＩＣＴ活用等による相談支援の充実など着実な運営や整備を進めていきます。
さらに、災害時要援護者支援では、福祉専門職等への研修を実施するなど個別避難計画の作
成支援に取り組みます。 
「障害者の支援」  
障害のある人もない人も誰もが自らの意思により自分らしく生きることができるよう、引

き続き第４期障害者プランを推進します。地域共生社会の実現を目指し、医療的ケア児・者
等への支援や相談支援の充実に加え、重度障害者を対象とした就労時の身体介助等の支援や
精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進します。さらに、第２期自殺対策
計画の策定や依存症対策、障害者差別解消に向けた取組等を一層進めます。 
「暮らしと自立の支援」   
様々な事情により生活にお困りの方からの相談を広く受け止め、自分らしく安定した生活

の実現に取り組むとともに、包括的な支援体制の整備を進めます。ひきこもり支援について
は、ひきこもりの状態にある当事者や家族等を支援するとともに、関係機関のバックアップ
体制を充実させます。また、小児医療費助成については、中学３年生までの所得制限及び一
部負担金を撤廃します。 
「高齢者を支える地域包括ケアの推進」  

介護が必要になっても、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、介護サービス
の充実を図るとともに、介護予防や社会参加を通じた生きがいづくりや、認知症の方やご家族等を
支援する取組を進めます。また、これらの取組を推進するために、第９期横浜市高齢者保健福祉計
画・介護保険事業計画・認知症施策推進計画を策定します。さらに、高齢者等外出支援の観点で、
敬老特別乗車証の利用実績データを活用し、制度の検討を進めます。 

 
市民の皆様の「今日の安心、明日の安心、そして将来への安心」を目標に、職員一丸とな

って取り組んでいきます。 



健康福祉局予算案総括表

－２－

（一般会計） （単位：千円）

４年度 ５年度 増△減

７款

404,340,963 410,918,964 6,578,001 1.6

１項

社 会 福 祉 費 46,574,281 50,032,910 3,458,629 7.4

２項

障 害 者 福 祉 費 128,314,433 135,638,661 7,324,228 5.7

３項

老 人 福 祉 費 17,221,219 17,662,443 441,224 2.6

４項

生 活 援 護 費 132,410,562 134,651,740 2,241,178 1.7

５項

健 康 福 祉 施 設
整 備 費

9,206,538 7,672,087 △ 1,534,451 △ 16.7

６項

公 衆 衛 生 費 67,456,831 61,787,839 △ 5,668,992 △ 8.4

７項

環 境 衛 生 費 3,157,099 3,473,284 316,185 10.0

１７款

124,780,740 126,492,382 1,711,642 1.4

１項

特別会計繰出金 124,780,740 126,492,382 1,711,642 1.4

（特別会計）

４年度 ５年度

(47.9) (48.1)

253,703,175 258,393,349

(52.1) (51.9)

275,418,528 279,017,997

(100) (100)

529,121,703 537,411,346

（　）内は構成比

項　　　　目
増減率
（％）

備　　　　　　　　　　　考

健 康 福 祉 費

社会福祉総務費、社会福祉事業振興費、
国民年金費、ひとり親家庭等医療費、
小児医療費

障害者福祉費、こころの健康相談センター等運営
費、障害者手当費、重度障害者医療費、障害者福祉
施設運営費、リハビリテーションセンター等運営費

老人措置費、老人福祉費、老人福祉施設運営費

生活保護費、援護対策費

健康福祉施設整備費

健康安全費、健康診査費、健康づくり費、
地域保健推進費、公害・石綿健康被害対策事業費

食品衛生費、衛生研究所費、食肉衛生検査所費、
環境衛生指導費、葬務費、動物保護指導費

諸 支 出 金

国民健康保険事業費、介護保険事業費、後期高齢
者医療事業費、公害被害者救済事業費、水道事業、
自動車事業及び高速鉄道事業会計繰出金

一 般 会 計 計 529,121,703 537,411,346 8,289,643 1.6

健康福祉局一般会計予算の財源

国 民 健 康 保 険
事 業 費 会 計

320,134,290 323,020,354 2,886,064 0.9

特
定
財
源

後 期 高 齢 者 医 療
事 業 費 会 計

90,003,246 91,751,276 1,748,030 1.9

一
般
財
源

公 害 被 害 者 救 済
事 業 費 会 計

34,919

介 護 保 険
事 業 費 会 計

318,090,364 328,344,470 10,254,106 3.2

35,151 232 0.7

新墓園事業費会計 2,148,776 1,425,432 △ 723,344 △ 33.7
合
 
 
計

特 別 会 計 計 730,411,595 744,576,683 14,165,088 1.9



・ 令和５年度健康福祉局予算案の考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・ 令和５年度健康福祉局予算案総括表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 Ⅰ 地域福祉保健の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1 地域福祉保健計画推進事業等 3 地域ケアプラザ整備・運営事業

2 権利擁護事業 4 福祉のまちづくり推進事業等

 Ⅱ 高齢者保健福祉の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・ 介護保険制度関連事業の概要 生活の支援（介護保険外サービス等）

・ 横浜型地域包括ケアシステムの構築に向けて 認知症施策の推進

介護保険事業 高齢者の社会参加促進

（地域支援事業）介護予防・日常生活 介護人材支援事業

支援総合事業 低所得者の利用者負担助成事業

（地域支援事業）包括的支援事業 地域密着型サービス推進事業

（地域支援事業）任意事業 施設や住まいの整備等の推進

 Ⅲ 障害者施策の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・ 障害福祉主要事業の概要 障害者の就労支援

障害者の地域生活支援等 障害者のスポーツ・文化

障害者の地域支援の拠点 障害者差別解消・障害理解の推進

障害者の相談支援 重度障害者医療費助成事業・更生医療事業

障害者の移動支援 こころの健康対策

障害者支援施設等自立支援給付費 依存症対策事業

障害者グループホーム設置運営事業 精神科救急医療対策事業

障害者施設の整備

 Ⅳ 生活基盤の安定と自立の支援 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

生活保護・生活困窮者 小児医療費助成事業・ひとり親家庭等

自立支援事業等 医療費助成事業

ひきこもり相談支援事業 後期高齢者医療事業

援護対策事業 国民健康保険事業

 Ⅴ 健康で安全・安心な暮らしの支援 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

健康福祉局及び医療局の局再編成にかかる概要

市民の健康づくりの推進 食の安全確保事業

がん検診事業 快適な生活環境の確保事業

予防接種事業 動物の愛護及び保護管理事業

感染症・食中毒対策事業等 難病対策事業　公害健康被害者等への支援

衛生研究所運営事業 斎場・墓地管理運営事業

医療安全の推進 新型コロナウイルス感染症対策

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・外郭団体関連予算案一覧 

・財源創出の取組 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

※この冊子の中の数値は、各項目ごとに四捨五入しています。

※各事業の令和５年度予算額の横に、（　）で前年度予算額を併記しています。

※【基金】と記載している事業は、社会福祉基金を充当している事業です。

※【コロナ】と記載している項目や事業は、新型コロナウイルス感染症対策の関連事業です。
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Ⅰ　地域福祉保健の推進
事業内容

　福祉保健の取組への住民参加を促進し、地域活動団体

や社会福祉施設等と行政が協働して、地域づくり、支え

合いの取組を進めます。

１　地域福祉保健計画推進事業

2,060万円（1,703万円）

誰もが安心して自分らしく健やかに暮らせる地域づ

くりを目指し、住民、事業者、行政、社会福祉協議会、

地域ケアプラザ等が福祉保健などの地域の課題解決に

協働して取り組み、身近な地域の支え合いの仕組みづ

くりを進めることを目的として、第５期横浜市地域

福祉保健計画（計画期間：６～10年度）を策定します。

また、第４期市計画を推進するとともに、区計画の

推進を支援します。

２　民生委員・児童委員事業〈拡充〉

３億5,617万円（３億5,988万円）

　地域福祉の担い手である民生委員・児童委員、主任

児童委員の活動費を支給するとともに、引き続き、民

生委員活動の周知や活動を支援する取組を行います。

　また､民生委員に対する調査等を行い、今後の推薦

事務や活動内容について、改善を検討します。

３　ひとり暮らし高齢者等「地域で見守り」推進事業 1,006万円（1,437万円）

　在宅で75歳以上のひとり暮らし高齢者について、本市が保有する個人情報（名簿）を

民生委員及び地域包括支援センターへ提供し、相談支援や地域における見守り活動等に

　つなげます。

　また、各区の実情に応じて、75歳以上の高齢者のみで構成された世帯に属する高齢者

の個人情報（名簿）も民生委員及び地域包括支援センターへ提供します。

４　災害時要援護者支援事業〈拡充〉 １億5,048万円（1億3,982万円）

個別避難計画については、モデル事業を踏まえ課題を整理するとともに、福祉専門職へ

の研修の実施など、取組を推進していきます。

また、非常用電源が未配備の福祉避難所への配備を進めます。

５　ごみ問題を抱えている人への支援事業 526万円（538万円）

いわゆる「ごみ屋敷」対策条例に基づき、不良な生活環境の解消及び発生の防止を図

ります。各区の対策連絡会議が中心となって、当事者に寄り添い、専門家の助言を得な

がら、福祉的支援を重視した対策を実施します。

また、解消した案件についても地域や関係機関と連携し、再発防止に取り組みます。

373万円

本
年
度
の
財
源
内
訳 市　費

その他

５億3,231万円

地域福祉保健計画
推 進 事 業 等

－県

国 653万円

本 年 度

前 年 度

１

差 引

５億4,257万円

５億3,648万円

609万円

－４－



事業内容

　高齢者や障害者等が、判断能力が低下しても安心して

日常生活を送れるよう、権利擁護を推進します。

　成年後見制度の利用促進に関する法律を踏まえ、本市

における成年後見制度利用促進基本計画について、第４

期横浜市地域福祉保健計画と一体的に推進します。

２億8,200万円（２億8,094万円）

生活や金銭管理など幅広く権利擁護に関する相談を

受けるとともに、福祉サービスの利用や日常的な金銭

管理などが困難な高齢者や障害のある方を支援する権

利擁護事業を補助します。

２　中核機関運営事業 5,191万円（5,176万円）

地域における成年後見制度の利用を促進するため、

中核機関「よこはま成年後見推進センター」と市協議

会を運営します。

市協議会は、弁護士をはじめとする専門職団体と福

祉等の関係機関により、制度が市民にさらに広く認知

されるよう区域を超えた市域の課題を検討します。

　市協議会で協議した方向性を踏まえ、中核機関は、

制度の効果的な広報・相談のほか、相談機関の連携や

人材育成等を通じ、利用促進に取り組みます。

３　市民後見人養成・活動支援事業 4,772万円（4,869万円）

地域における権利擁護を市民参画で進めるため、市民後見人バンク登録者に対する活
動支援を行います。バンク登録者全体研修のほか、受任者への個別面談や後見活動への

助言などを実施します。また、関係機関と連携しながら、バンク登録者への受任促進を

進めていきます。

４　成年後見制度利用促進事業 971万円（1,054万円）

（１）成年後見サポートネット

　地域包括支援センター等の相談機関と弁護士等の専門職団体の連携を促進し、相談

　機関のスキルアップを図るために、区ごとに成年後見サポートネットを実施します。

　　併せて、成年後見制度利用促進基本計画に基づく「区域の協議会」に位置付け、区

　内の成年後見に係る相談分析と課題検討を行うほか、相談機関のバックアップ機能を

　果たします。

（２）親族調査事務委託

　権利擁護を必要とする高齢者や障害者への対応を速やかに行うため、区長申立てに

　係る親族調査及び親族図の作成等を専門職団体に委託して実施します。

５　成年後見制度利用支援事業 ２億2,120万円（２億1,370万円）

成年後見制度利用のための区長申し立てにおける申立て費用や後見人等への報酬の負担

が困難な場合に、その費用の一部または全部を助成します。

２億7,829万円

差 引 691万円

本
年
度
の
財
源
内
訳

国 ２億4,125万円

県 5,682万円

その他 3,618万円

市　費

２ 権 利 擁 護 事 業

本 年 度 ６億1,254万円

１  横浜生活あんしんセンター運営事業

前 年 度 ６億563万円
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事業内容

　「横浜に関わる全ての人がお互いを尊重し、助け合う、

人の優しさにあふれたまちづくり」を実現するため、

ソフト（知識や情報など無形の要素）とハード（施設整

備など有形の要素）を一体的にとらえ、福祉のまちづく

りを推進します。

　また、福祉ニーズに十分に対応できるよう、環境等

の整備を行います。

１  福祉のまちづくり推進事業

1,032万円（1,040万円）

　福祉のまちづくり推進指針を普及啓発するため、動画

等を活用した広報を行います。また、社会情勢の変化を

踏まえた施策の検討を行います。

（１）「福祉のまちづくり推進会議」の開催

（２）福祉のまちづくり条例に基づく施策の検討

（３）推進指針の広報等

（４）福祉のまちづくり普及啓発

（５）条例対象施設についての事前協議・相談等

２  ノンステップバス導入促進補助事業

1,821万円（1,711万円）

誰もが乗降しやすいノンステップバスの導入を促進す

るため、導入に係る経費の一部を補助します。（33台）

３　福祉有償運送事業　　　　　　　　　 415万円（421万円）

福祉有償運送を行う特定非営利活動法人等の登録、検査等を実施します。また、登録

に先立ち、福祉有償運送の必要性及び適正な実施等について関係者による事前協議を行

うため、福祉有償移動サービス運営協議会を開催します。

４　再犯防止推進計画推進事業　　　　　 129万円（148万円）

「誰もが安心して自分らしく健やかに暮らすための更生支援の方向性－横浜市再犯防

止推進計画－」を効果的、効率的に推進するため､「横浜市更生支援ネットワーク会議」

を通じて、刑事司法関係者と市内福祉関係者等との連携協力関係を築きます。

５　地域福祉保健関係職員人材育成事業〈拡充〉 1,345万円（993万円）

社会福祉職・保健師の専門性を向上させるため、人材育成ビジョンに基づき、データを

活用した新たな研修プログラムの開発や組織的な人材育成の推進など、職員から責任職

までの一貫したキャリア形成支援を充実させます。

　また、各種媒体等を活用した採用広報、若手職員によるリクルート活動など、優秀な

人材の確保をさらに進めます。

６　福祉保健システム運用事業 ５億1,773万円（４億6,080万円）

　高齢・障害・児童福祉等のサービス提供に使用する福祉保健システムの運用保守等を

行います。また、情報システム標準化、法・制度改正対応等の改修を行います。

その他

５億6,515万円

４億3,765万円

　470万円

福祉のまちづくり
推 進 事 業 等

－県

国 １億2,280万円

本 年 度

前 年 度

４

差 引

５億393万円

6,122万円

本
年
度
の
財
源
内
訳 市　費
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Ⅲ　障害者施策の推進

１　障害者総合支援法に基づく主な事業

事業種別 本市事業名

障害福祉サービス費等
（介護給付、訓練給付）

居宅介護事業【予算概要16】、障害者地域活動ホーム運営事業【予算概要17】
障害者支援施設等自立支援給付費【予算概要20】
障害者グループホーム設置運営事業【予算概要21】
在宅障害児・者短期入所事業【予算概要16】

計画相談支援給付費等 計画相談・地域相談支援事業【予算概要18】

自立支援医療費等

更生医療事業【予算概要26】
医療給付事業
医療費公費負担事業【予算概要27】
障害者支援施設等自立支援給付費【予算概要20】

補装具費 生活援護事業

高額障害福祉サービス
等給付費

高額障害福祉サービス費等償還事業

後見的支援推進事業
【予算概要16】

　障害のある方が安心して地域で暮らせるように、生活を見守る仕組みを、地域
を良く知る社会福祉法人等とともに作っていきます。

精神障害者生活支援
センター運営事業
【予算概要17】

　各区に１館ある「精神障害者生活支援センター」では、精神障害者の自立生活
を支援するため、精神保健福祉士による相談や居場所の提供等を行っています。

地域活動支援センター
（障害者地域作業所型・
精神障害者地域作業所
型)【予算概要17】

　障害者が地域の中で創作活動や生産的活動、社会との交流などを行う地域活動
支援センター(障害者地域作業所型等)に対して助成を行います。

障害者相談支援事業
【予算概要18】

　基幹相談支援センター等に配置された専任職員が、障害者が地域で安心して暮
らすために生活全般にわたる相談に対応します。

発達障害者支援体制整
備事業【予算概要18】

　発達障害児・者について、ライフステージに対応する支援体制を整備し、発達
障害児・者の福祉の向上を図ります。

２　その他の主な事業

障害者自立生活アシス
タント事業等
【予算概要16】

　地域で生活する単身等の障害者に対し、居宅訪問等を通じた助言や相談等の
サービスを提供し、地域生活の継続を図ります。(障害者総合支援法の自立生活
援助事業を含む)

多機能型拠点運営事業
【予算概要17】

　常に医療的ケアが必要な在宅の重症心身障害児・者等を支援するため、診療、
訪問看護、短期入所等のサービスを一体的に提供する「多機能型拠点」を運営し
ます。

障害者地域活動ホーム
運営事業
【予算概要17】

　在宅の障害児・者の支援拠点として、日中活動のほか、一時的な滞在等を提供
する「障害者地域活動ホーム」を各区で運営します。

重度障害者タクシー料
金助成事業
【予算概要19】

　公共交通機関の利用が困難な重度障害児・者に、福祉タクシー利用券を交付す
ることにより、タクシー料金を助成します。

障害者自動車燃料費助
成事業【予算概要19】

　公共交通機関の利用が困難な重度障害児・者に、自動車燃料券を交付すること
により、自動車燃料費を助成します。

障害者就労支援事業
【予算概要23】

　障害者の就労支援を行う就労支援センターの運営費の助成を行います。また、
障害者の就労の場の拡大等にも取り組みます。

障害者スポーツ文化セ
ンター管理運営事業
【予算概要24】

　横浜ラポール及びラポール上大岡において、障害者のスポーツ・文化活動を推
進します。

障害者差別解消推進
事業【予算概要25】

　障害者差別解消法、障害者差別解消の推進に関する取組指針等に基づいた事業
を行います。

こころの健康対策
【予算概要27】

  自殺対策の充実に向け、関係機関や庁内関係部署との連携により総合的に取り
組みます。このほか、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進
します。

依存症対策事業
【予算概要28】

　横浜市依存症対策地域支援計画に基づき、支援者向けガイドラインの作成や相
談機能の強化、様々な媒体を活用した普及啓発の取組を行い、引き続きアルコー
ル、薬物、ギャンブル等の依存症当事者や家族等への支援を充実していきます。

精神科救急医療対策
事業【予算概要29】

　県及び県内他政令市と協調体制のもと、緊急に精神科医療を必要とする方を受
け入れる協力医療機関の体制確保等を行います。

そ
の
他
の
主
な
事
業

　障害者への福祉サービスの基本的な内容は、障害者総合支援法に規定されており、国が定める基準に基
づき個別に支給決定が行われる「自立支援給付」と、市町村等が地域の特性や利用者の状況に応じて、給
付の基準や内容を定める「地域生活支援事業」によって構成されています。

自
立
支
援
給
付
関
連

地
域
生
活
支
援
事
業
関
連

　上記の障害者総合支援法に規定されている事業以外にも、本市が独自に企画した事業等を展開していま
す。（財源については、可能な限り国費・県費を導入しています。）
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事業内容
　本人の生活力を引き出す支援の充実を図り、障害者

が地域で自立した生活を送れるよう、各事業を推進し

ていきます。

（　　　　　と表記している事業は、「将来にわたる

あんしん施策」を含む事業です。）

１　後見的支援推進事業

６億2,825万円（６億2,520万円）

　障害者が地域で安心して暮らせるよう、本人の日
常生活を見守るあんしんキーパーをはじめとして、

住み慣れた地域での見守り体制を構築します。

　また、制度登録者に対して、定期訪問のほか、将

来の不安や希望を本人に寄り添いながら聴き、必要

に応じて適切な支援機関につなぎます。(全区実施)

２　障害者ホームヘルプ事業【基金】〈拡充〉

177億3,258万円（157億7,678万円）

　身体介護や家事援助等を必要とする障害児・者及

び移動に著しい困難を有する視覚障害、知的障害、

精神障害の児・者に対して、ホームヘルプサービス

を提供します。

・重度訪問介護利用者大学修学支援事業

・重度障害者等就労支援特別事業【基金】〈新規〉

就労している重度障害者に対して、通勤支援や

職場等における身体介護等の支援を提供します。

３　障害者自立生活アシスタント事業・自立生活援助事業

２億1,151万円（２億1,700万円）

　一人暮らしの障害者や一人暮らしを目指す障害者に対して、支援員の定期的な自宅

訪問や随時の対応により、日常生活に関する相談や助言、情報提供等を行います。関

係機関との連絡調整や連携を通じて、本人が持つ能力を最大限に引き出し、地域で安

定した単身生活を継続できるよう支援します。
４　医療的ケア児・者等支援促進事業 628万円（1,424万円）

　　医療的ケア児・者等の在宅生活を支えるため、医療的ケア児・者等コーディネータ

　ーを中心に関係機関との連携や地域での受入れを推進します。

５　要電源障害児者等災害時電源確保支援事業【基金】〈拡充〉

2,602万円（1,400万円）

電源が必要な医療機器を在宅で常時使用する障害児者等に対し、災害等による停電

時の備えとして、蓄電池等の非常用電源装置の購入を補助します。それにより、自助

力や防災意識を向上させ、災害時にも電源を確保できるよう支援します。

電源喪失を伴う大きな災害が発生する前に、多くの人に非常用電源を給付する必要

があるため、対象を拡大します。
６　在宅障害児・者短期入所事業〈拡充〉 19億6,705万円（19億14万円）

介護者の病気・事故等の理由により障害児者が介護を受けられないときに、一時的

に施設等に入所し介護を受けることができる短期入所等のサービスを提供します。

また、短期入所施設の新設を推進し、定員数の増加を図ります。

７　サービス継続支援事業【コロナ】 8,768万円（３億1,935万円）

障害者施設等で利用者や職員に感染者が発生した場合等に、感染対策に必要な消毒

費用や追加的人件費等の経費を助成します。また、急激な感染により各施設で備蓄し

ている抗原検査キットの不足が発生した際に緊急用の抗原検査キットを配付します。

本
年
度
の
財
源
内
訳

国 72億5,117万円

県 35億9,566万円

その他 1,931万円

市　費 97億9,323万円

差 引 17億9,266万円

前 年 度 188億6,671万円

16
障 害 者 の

地 域 生 活 支 援 等

本 年 度 206億5,937万円

あんしん

あんしん

あんしん

あんしん
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事業内容

１　多機能型拠点運営事業

１億9,767万円（１億8,499万円）

　常に医療的ケアを必要とする重症心身障害児・者

等の地域での暮らしを支援するため、診療所を併設

し、訪問看護サービスや短期入所などを一体的に提

供できる拠点を運営します｡（4か所・R6開所予定含）

２　障害者地域活動ホーム運営事業

59億632万円（58億6,172万円）

　障害児・者の地域での生活を支援する拠点施設と

して生活支援事業や日中活動事業を行う「障害者地

域活動ホーム」に、運営費助成等を行います。

（41か所：社会福祉法人型18か所、機能強化型23か所）

３　精神障害者生活支援センター運営事業

13億2,406万円（12億8,640万円）

　統合失調症など精神障害者の社会復帰、自立等を

支援する拠点施設として、全区で運営を行います。

（指定管理方式のＡ型９区、補助方式のＢ型９区）

４　地域活動支援センターの運営〈拡充〉

30億9,957万円（31億4,615万円）

　地域生活支援を促進する施設に運営費を助成します｡

　また、精神作業所型の運営支援を市から障害者支援

センターへ移行し、３障害支援の一本化を図ります。

(５年度末見込み　140か所)

事業内容

１　障害者相談支援事業

８億5,782万円（８億5,753万円）

　基幹相談支援センター等にて身近な地域での相談

から個別的･専門的な相談まで総合的に実施します。

  また、障害のある方が地域で安心して生活するこ

とができるよう地域生活支援拠点機能の充実に向け

て取り組みます。

２　計画相談・地域相談支援事業〈拡充〉

11億6,371万円（10億566万円）

　障害福祉サービス等を利用する方に、サービス等

利用計画の作成を含む相談支援を実施します。また、

計画相談支援の実施率向上のため、新たに「常勤・

専従」の相談支援専門員を配置した事業所に対し、

助成を実施します。

　その他､施設等からの地域移行､単身等で生活する障

害者の地域定着を支援する地域相談支援を実施します｡

３　発達障害者支援体制整備事業

3,664万円（3,669万円）

　発達障害者の支援に困難を抱えている事業所への

訪問支援や、強度行動障害に対する支援力向上を図

るための研修を実施します。

　また、地域での一人暮らしに向けた当事者への支

援を行うサポートホーム事業を実施します。

差 引 4,836万円

30億618万円本
年
度
の
財
源
内
訳

国

県 15億309万円

市　費 60億1,827万円

その他 ８万円

17
障 害 者 の

地 域 支 援 の 拠 点

本 年 度 105億2,762万円

前 年 度 104億7,926万円

県 ４億6,912万円

その他 －

市　費 ６億5,081万円

18
障 害 者 の

相 談 支 援

本
年
度
の
財
源
内
訳

国 ９億3,824万円

本 年 度 20億5,817万円

前 年 度 18億9,988万円

差 引 １億5,829万円

あんしん

あんしん

あんしん

あんしん

－20－

01181094
線



事業内容

　障害者等の外出を促進するために、各事業を推進し

ていきます。

１　福祉特別乗車券交付事業

31億130万円（30億377万円）

　　市営交通機関、市内を運行する民営バス・金沢シ

　ーサイドラインを利用できる乗車券を交付します。

    利用者負担額（年額） 1,200円（20歳未満600円）

２　重度障害者タクシー料金助成事業　

８億581万円（７億4,007万円）

　  公共交通機関の利用が困難な重度障害児・者に、

  福祉タクシー利用券を交付します。

　（助成額 １枚500円　交付枚数 年84枚〈１乗車７枚

　　まで使用可〉)

３　障害者自動車燃料費助成事業

３億2,771万円（２億1,602万円）

　  公共交通機関の利用が困難な重度障害児・者に、

  自動車燃料券を交付します。

　（助成額 １枚1,000円　交付枚数 年24枚）

４　移動情報センター運営等事業 １億6,039万円（１億5,731万円）

移動に困難を抱える障害者等からの相談に応じて情報提供を行うとともに、移動支

援に関わるボランティア等の発掘・育成を行う移動情報センターを18区社会福祉協議

会で運営します。

５　障害者ガイドヘルプ事業 22億8,560万円（21億1,031万円）

重度の肢体不自由、知的障害、精神障害のある障害児・者等に、ヘルパーが外出の

支援を行います。また、ガイドヘルパー資格取得にかかる研修受講料の一部助成等を

行います。

６　障害者移動支援事業 １億2,990万円（１億3,337万円）

（１）ハンディキャブ事業

ハンディキャブ(リフト付車両)の運行・貸出、運転ボランティアの紹介を行います。

（２）タクシー事業者福祉車両導入促進事業

車椅子で乗車できるユニバーサルデザインタクシー導入費用の一部を助成します。

（３）ガイドボランティア事業

障害児・者等が外出する際の付き添い等をボランティアが行います。

７　障害者施設等通所者交通費助成事業 ４億3,667万円（３億8,875万円）

　　施設等への通所者及び介助者に対して通所にかかる交通費を助成します｡

８　障害者自動車運転訓練・改造費助成事業 1,981万円（1,936万円）

　中重度障害者が運転免許を取得する費用の一部や、重度障害児・者本人及び介護者

が使用する自動車改造費・購入費の一部を助成します。

19
障 害 者 の

移 動 支 援

前 年 度 67億6,896万円

差 引 ４億9,823万円

本 年 度 72億6,719万円

本
年
度
の
財
源
内
訳

国 11億9,834万円

県 ５億9,917万円

その他 6,588万円

市　費 54億380万円

あんしん

あんしん

あんしん

あんしん

あんしん
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事業内容

　障害者総合支援法に基づき、施設に入所又は通所し

ている障害者に対し、日常生活の自立に向けた支援や

就労に向けた訓練等の障害福祉サービスを提供します。

１　主な障害福祉サービス

（１）施設入所支援

    　施設に入所している人に対し、夜間や休日に、

　　入浴・排泄・食事の介護等を提供します。

（２）生活介護

　　　施設に入所又は通所している人に対し、日中に、

　　入浴・排泄・食事等の介護や日常生活上の支援、

　　創作的活動・生産活動の機会等を提供します。

（３）就労継続支援

　　　就労や生産活動の機会や、一般就労に向けた支

　　援を提供します。

（４）就労移行支援

　　　一般就労への移行に向けて、事業所内や企業に

　　おける作業や実習、適性に応じた職場の開拓、就

　　労後の職場定着のための支援等を提供します。

２　利用者数見込

　　延べ16,905人 （月平均）

事業内容

１　設置費補助

１億7,899万円（１億7,886万円）

障害者プラン等に基づくグループホームの新設、

老朽化等による移転等にかかる費用を助成します。

（１）新設ホーム　44か所、移転ホーム　10か所

※うち新設４か所は障害児施設18歳以上入所者

　（過齢児）移行相当分

（２）スプリンクラー設置補助　13か所

※新設・移転ホーム分　９か所

※既設ホーム分　　　　４か所

２　運営費補助等

196億982万円（184億4,965万円）

　グループホームにおける家賃、人件費等の一部をグループホームにおける家賃、人件費等の一部を

補助することで、運営、支援の強化等を図ります。

952か所（うち新設44か所) 

３　高齢化・重度化対応事業

4,725万円（4,726万円）

　医療的ケア等が必要となる入居者に対応するため、

看護師等を配置する高齢化及び重度化対応グループ

ホーム事業を実施します。また、既存ホームのバリ

アフリー改修を助成します。

20
障害者支援施設等

自 立 支 援 給 付 費

本 年 度 396億621万円

前 年 度 366億4,579万円

差 引 29億6,042万円

本
年
度
の
財
源
内
訳

国 197億9,650万円

県 98億9,825万円

その他 ４万円

市　費 99億1,142万円

前 年 度 186億7,577万円

21
障害者グループホーム

設 置 運 営 事 業

本 年 度 198億3,606万円

差 引 11億6,029万円

本
年
度
の
財
源
内
訳

国 79億8,998万円

県 39億8,867万円

その他 －

市　費 78億5,741万円

あんしん

－22－



事業内容

１　障害者施設整備事業

６億6,575万円（5,083万円）

　障害者が地域において自立した日常生活を送るた

め必要な支援を提供する施設を整備する法人に対し

て助成を行います。

　・多機能型拠点（工事費）

２　松風学園再整備事業

３億6,800万円（10億1,509万円）

居住者の利用環境改善のため、居住棟Ｂ棟の解体

工事を完了し、日中活動棟新設工事に着手します。

６年度以降は居住棟Ａ棟改修工事などを行う予定で

す｡

３　障害者施設安全対策事業

2,245万円（1,824万円）

　利用者の安全確保のため、防犯カメラの設置やブ

ロック塀の改修等に要する費用を助成します。

また、緊急災害時に備えて障害者支援施設に非常

用自家発電設備設置に要する費用を助成します。

（１）防犯対策　７施設

（２）ブロック塀等改修工事　１施設

（３）非常用自家発電設備設置　２施設

事業内容
１　障害者就労支援センターの運営

３億51万円（３億51万円）

　　障害者の就労・定着支援等を行う障害者就労支援
　センターの運営補助を行い、就労を希望している障

　害者への継続した支援を関係機関等と連携して行い

　ます。

　　また、就労支援センターの職員を対象とした研修

　により、人材育成を進めます。

　　・障害者就労支援センターの運営　９か所

２　障害者共同受注センターの運営

2,045万円（2,045万円）

　横浜市障害者共同受注センターの運営等により、

　企業等から障害者施設への発注促進や自主製品の販

路拡大等、包括的なコーディネートを行います。

３　障害者の就労啓発等 1,282万円（1,483万円）

障害者の就労・雇用への理解を広げるため、企業

を対象としたセミナー等を開催します。

また、障害者就労への市民理解を促進するため、

就労現場の紹介や障害者施設が作成した商品販売、

就労啓発施設を活用した情報発信等を行います。
市　費 ３億2,170万円

本 年 度 ３億3,378万円

本
年
度
の
財
源
内
訳

国 －

県 －

差 引 △201万円

その他

前 年 度 ３億3,579万円

1,208万円

障 害 者

施 設 の 整 備

本 年 度 10億5,620万円

22

前 年 度 10億8,416万円

△2,796万円差 引

23
障 害 者 の

就 労 支 援

本
年
度
の
財
源
内
訳

国 6,318万円

市　費 ９億9,282万円

県 －

その他 20万円

あんしん
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事業内容

１　障害者のスポーツ・文化活動推進の取組

　 　障害者のスポーツ・文化活動の中核拠点である障

　　　障害者のスポーツ・文化活動の中核拠点である障害者スポーツ文化センター（横浜ラポール・ラポー

ル上大岡）を中心に障害者スポーツ等の普及啓発や

全国大会への選手派遣に取り組むとともに、横浜市

スポーツ協会や障害者施設等と連携し、障害者スポ

ーツ・文化活動の全市的な支援の充実を図ります。

　　＜主な取組＞　

（１）リハビリテーション・スポーツ教室

　　横浜市総合リハビリテーションセンター等と連

　携したスポーツや健康に関する相談・運動プログ

　ラムの実施

（２）地域支援事業

　　障害のある方が身近な場所でスポーツ等ができ

　るよう、ラポール職員による出張教室の開催

（３）全国障害者スポーツ大会派遣業務

　　派遣選手の選考を兼ねて実施する「ハマピック」

　の開催、及び出場選手の強化練習等の実施

（４）文化振興事業

　　障害がある方の絵画、写真、陶芸等の作品展の

　開催やピアノやダンスなどの発表会の実施

（５）個別の健康増進事業

　　障害や健康状態に合わせたプログラムの提供等

事業内容

１　啓発活動 588万円（465万円）

　　幅広い世代の市民等に向けた啓発活動を行います。

（１）障害者週間イベント等の普及啓発活動

（２）交通機関等での啓発動画掲載

２　情報保障の取組 2,036万円（2,105万円）

　　聴覚障害等のコミュニケーションに配慮が必要な

　方への情報保障に取り組みます。

（１）手話通訳者のモデル配置（２区）

（２）タブレット端末を活用した遠隔手話通訳及び音

　声認識による文字表示（全区）

（３）市民宛の通知に関する点字等対応

（４）市民向け資料等の文章の表現見直しによる、知

　的障害者に分かりやすい資料の作成等

３　相談及び紛争防止等のための体制整備

822万円（831万円）

　　差別解消に向けた助言等のサポートに加え、解決

　困難事案のあっせんを行う調整委員会を運営します。

４　障害者差別解消支援地域協議会の運営

279万円（204万円）

　　相談事例の共有や差別解消の課題等を協議するた

　め、各分野の代表等で構成する協議会を運営します｡

差 引 120万円

本
年
度
の
財
源
内
訳

国 1,305万円

県 652万円

その他 ２万円

市　費 1,766万円

本 年 度 3,725万円

前 年 度 3,605万円

その他 48万円

市　費 10億5,558万円

25
障害者差別解消・

障 害 理 解 の 推 進

本
年
度
の
財
源
内
訳

国 １億3,496万円

県 5,672万円

前 年 度 12億3,947万円

差 引 827万円

24
障 害 者 の

ス ポ ー ツ ・ 文 化

本 年 度 12億4,774万円

－24－



事業内容
１　重度障害者医療費助成事業

116億4,081万円（113億9,634万円）

　　重度障害者の医療費にかかる保険診療の自己負担分

　を助成します。

（１）対象者

　　次のいずれかに該当する方

　ア　身体障害１・２級　

　イ　IQ35以下

　ウ　身体障害３級かつIQ36以上IQ50以下

　エ　精神障害１級（入院を除く）

（２）対象者数見込

　ア　被用者保険加入者 17,136人

　イ　国民健康保険加入者 17,708人

　ウ　後期高齢者医療制度加入者 23,312人

計　58,156人

２　更生医療給付事業

48億8,749万円（51億4,362万円）

　　身体障害者が障害の軽減や機能回復のための医療を

　受ける際の医療費の一部を公費負担します。

（１）対象者

18歳以上の身体障害者手帳を交付されている方

（２）対象者数見込 2,229人

事業内容

１　自殺対策事業【一部コロナ】〈拡充〉

 8,588万円（7,268万円）

 本市の自殺者の特徴を踏まえた、総合的な対策を

推進します。

（１）普及啓発・人材育成・相談支援【コロナ】

　　普及啓発やインターネットを通じた相談、情報提

　供を実施します。また、ゲートキーパーを養成しま

　す｡

（２）自死遺族支援、自殺未遂者支援

　　電話相談等による自死遺族支援や、自殺未遂者の

　初期対応にあたる職員対象の研修を実施します。

（３）第２期横浜市自殺対策計画策定〈拡充〉

　　現計画を見直し、４年度に実施した市民意識調査

　の結果等を踏まえ、第２期計画を策定します｡

２　医療費公費負担事業

92億5,850万円（86億6,814万円）

　精神保健福祉法及び障害者総合支援法の規定に基

づき措置入院費及び通院医療費を公費負担します。
３　精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築

推進【基金】〈拡充〉 3,684万円（3,267万円）

  精神障害の有無にかかわらず誰もが安心して暮らせ

る地域づくりに向け、精神障害者ピアスタッフ推進事

業及び措置入院者退院後支援事業などを実施します。

26
重 度 障 害 者
医 療 費 助 成 事 業
・ 更 生 医 療 事 業

本 年 度 165億2,830万円

前 年 度 165億3,996万円

差 引 △1,166万円

本
年
度
の
財
源
内
訳

国 24億3,033万円

県 47億2,431万円

その他 18億8,987万円

市　費 74億8,379万円

本
年
度
の
財
源
内
訳

国 45億8,348万円

県 3,733万円

その他 251万円

市　費 47億5,790万円

27 こころの健康対策

本 年 度 93億8,122万円

差 引 ６億773万円

前 年 度 87億7,349万円
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事業内容

　３年10月に策定した横浜市依存症対策地域支援計画

に基づき、民間支援団体や関係機関と支援の方向性を

共有し、アルコール、薬物、ギャンブル等の依存症当

事者やその家族への支援の充実のため、相談・支援や

普及啓発、連携推進などの取組を拡充します。

１　依存症対策の推進〈拡充〉

6,134万円（6,429万円）

　　依存症の予防や偏見解消に向けた理解促進のため、

　特に若年層向けにインターネットやＳＮＳの活用等

　による普及啓発の取組を充実します。また、４年10

　月に策定した支援者向けガイドラインの活用や民間

　支援団体・関係機関との連携により、早期発見・早

　期支援及び包括的・重層的な支援につなげます。

　さらに、依存症当事者や家族等の回復を支えていく

　ため、引き続き相談機能を充実していきます。

（１）地域支援計画推進

（２）専門相談支援事業〈拡充〉

（３）普及啓発事業〈拡充〉

（４）連携推進事業〈拡充〉

（５）回復プログラム・家族教室・支援者研修の開催

（６）民間支援団体への補助金による事業活動支援

事業内容

　県及び県内他政令市と協調体制のもと、緊急に精神

科医療を必要とする方を受け入れる協力医療機関の体

制確保等を行います。

１　精神科救急医療対策事業

３億4,660万円（３億5,590万円）

（１）精神科救急医療の受入体制

　　　患者家族等からの相談や、精神保健福祉法に基

　　づく通報等に対応する体制を確保します。また、

　　精神科救急の専用病床に入院した患者のかかりつ

　　け病院等への転院を進め、受入病床を確保します。

（２）精神科救急医療情報窓口

　　　本人、家族及び関係機関からの相談に対し、病

　　状に応じて適切な医療機関を紹介する情報窓口を

　　夜間・深夜・休日に実施します。

（３）精神科身体合併症転院受入病院（全３病院14床）

　　　精神科病院に入院しており、身体疾患の治療が

　　必要となった方の入院治療に対して、適切な医療

　　機関での受入が可能な体制を確保します。

（４）精神科救急新型コロナウイルス感染症疑い患者

等受入体制強化事業【コロナ】

新型コロナウイルス感染症疑い患者等を措置入

院等により受け入れた精神科病院に対して、受入

れに係る負担の補填として協力金を支給します。

差 引 △930万円

本
年
度
の
財
源
内
訳

国 6,148万円

県 951万円

その他 36万円

市　費 ２億7,525万円

３億5,590万円

29
精 神 科 救 急

医 療 対 策 事 業

本
年
度
の
財
源
内
訳

国 3,310万円

県 120万円

その他 41万円

市　費 2,663万円

本 年 度 ３億4,660万円

前 年 度

前 年 度 6,429万円

差 引 △295万円

28 依 存 症 対 策 事 業

本 年 度 6,134万円

－26－



Ⅴ　健康で安全・安心な暮らしの支援

健
康
福
祉
局

医
療
局

健康福祉局及び医療局の局再編成にかかる概要

市⺠の健康づくりの推進（６億9,313万円）
・健康横浜２１の推進〈拡充〉
・よこはま健康アクション推進事業〈拡充〉
・よこはま健康スタイル推進事業
・受動喫煙防⽌対策事業

斎場・墓地管理運営事業
（46億3,963万円）

・斎場運営事業
・⺠営斎場使⽤料補助事業
・墓地・霊堂事業
・市営墓地危険箇所対策事業
・⼤規模施設跡地等墓地整備
・東部⽅⾯斎場(仮称)整備事業

難病対策事業 （68億1,358万円）
公害健康被害者等への⽀援
・難病対策事業
・公害健康被害補償事業等

・公害被害者救済事業費会計

一
般
会
計

公害被害者救済事業費会計 新墓園事業費会計

感染症・⾷中毒対策事業等
（４億2,015万円）

・感染症・⾷中毒対策事業
・感染症発⽣動向調査事業
・結核対策事業
・エイズ・性感染症予防対策事業
・新型インフルエンザ等対策事業

医療安全の推進（8,912万円）
・医療安全⽀援センター事業
・薬務事業
・医療指導事業

予防接種事業（116億9,845万円）
・こどものための予防接種事業等〈拡充〉
・⾼齢者のための予防接種事業
・⾵しんの感染拡⼤防⽌対策事業

がん検診事業（39億2,736万円）
・各種がん検診 ・受診率向上への取組

新型コロナウイルス感染症対策【コロナ】（355億7,564万円）
・コールセンター運営等 ・診療・検査体制の充実 ・医療費等の負担
・療養環境整備・保健所体制の強化 ・新型コロナウイルスワクチン接種事業

⾷の安全確保事業（２億7,655万円）
・⾷品衛⽣監視指導等事業
・⾷の安全強化対策事業
・⾷品の放射性物質検査事業
・市場衛⽣検査所運営事業

快適な⽣活環境の確保事業（6,762万円）
・環境衛⽣監視指導等事業
・建築物衛⽣、居住衛⽣対策事業
・⽣活環境対策事業
・災害時⽣活⽤⽔確保事業

動物の愛護及び保護管理事業
（１億8,376万円）

・動物愛護センター運営事業
・動物愛護普及啓発事業
・動物保護管理事業
・狂⽝病予防事業

一
般
会
計

衛⽣研究所運営事業（２億6,513万円）
・管理費
・試験検査費
・試験検査機器維持整備事業費
・調査研究・研修指導事業
・感染症・疫学情報提供等事業
・ヘルスデータ活⽤事業

・新墓園運営事業・舞岡地区新墓園

－31－
※組織の改編については、横浜市事務分掌

条例の改正案の議決が前提となります。



事業内容

　健康横浜２１に基づき、「食生活」「歯・口腔」「喫

煙・飲酒」「運動」「休養・こころ」の５つの分野の取

組を充実させ、企業や地域等と連携した健康づくりを進
めます。

　また、健康増進法に基づく受動喫煙防止対策等に取り

組み、健康寿命延伸を目指します。

　１　健康横浜２１の推進〈拡充〉

9,248万円（8,718万円）

　関係機関・団体等と連携し、生活習慣の改善と生活

　習慣病の重症化予防に取り組み、市民の健康づくりを

　進めます。

（１）第３期健康横浜２１の策定〈拡充〉

第３期健康横浜２１（計画期間：６年度～）を策

定します。計画開始時の状況を把握するため、市民

意識調査を実施します。なお、第３期計画は、歯科

口腔保健推進計画及び食環境づくりを推進する第３

期食育推進計画と一体的に策定します。

（２）歯科口腔保健の推進〈拡充〉

大学や専修学校等に通う青年期を対象に歯科口腔

保健推進モデル事業を実施します。

また、障害児・者やその支援者に対し、歯科口腔

保健の正しい知識の普及啓発に取り組みます。

（３）地域人材の育成
医療局予算　1,082万円含む 保健活動推進員など、地域の健康活動の担い手育

成や活動を支援します。

２　よこはま健康アクション推進事業〈拡充〉 １億3,177万円（１億3,143万円）

　健康横浜２１の取組のうち、特に重点的に進める取組として、関連する施策と連携し

て推進します。また、企業と連携した健康づくりを推進します。

（１）保健指導などによる糖尿病等の疾病の重症化予防の推進

（２）生活保護受給者等への健診受診勧奨、保健指導など健康管理支援の実施

（３）健康経営に取り組む事業所を支援する「横浜健康経営認証制度」の推進〈拡充〉

市が実施する４つの認定・認証制度（横浜型地域貢献企業認定、よこはまグッドバ

ランス企業認定、横浜健康経営認証、横浜市SDGs認証制度”Y-SDGs”）を全て取得し

た企業を表彰する『横浜グランドスラム企業表彰』を各制度の所管局と連携して実施

します。

３　よこはま健康スタイル推進事業 ４億4,042万円（４億3,730万円）

（１）よこはまウォーキングポイント事業

　　スマホアプリや歩数計を活用し、日常生活の中で手軽に楽しみながら健康づくりに

　　取り組んでもらうことで、運動習慣の定着化を目指します。引き続き現歩数計参加者

　のアプリへの移行促進や、新規参加促進及び継続支援に取り組みます。　

（２）よこはまシニアボランティアポイント事業〈再掲(P11)〉

４　受動喫煙防止対策事業 1,764万円（1,800万円）

　飲食店の責任者が集まる機会での法内容の説明、店舗への巡回や通報に基づく現地確

　認を通じて事業者に働きかけ、健康増進法に定められた受動喫煙防止対策が順守される

環境づくりを推進します。

　　また、法の趣旨や内容について広く周知啓発を実施し、受動喫煙防止に対する市民意

　識の向上に取り組みます。

４億1,865万円

差 引 1,450万円

本
年
度
の
財
源
内
訳

国 １億5,446万円

県 1,211万円

その他 １億791万円

市　費

36
市民の健康づくりの
推 進

本 年 度 ６億9,313万円

前 年 度 ６億7,863万円
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HEALTH AND SOCIAL WELFARE BUREAU 

け ん こ う ふ く し 



令  和  ５  年  度 

予 算 概 要

こ ど も 青 少 年 局



○「教育・保育給付」の認定を受けた子どもの保育・教育 ○無償化に伴う認可外保育施設の質の確保・向上

○延長保育事業 ○保育所等における業務効率化推進事業

○保育・教育コンシェルジュの設置 ○市立保育所の業務支援システム

○年度限定保育事業 ○給付費申請のオンライン化

○市立保育所民間移管事業 ○保育料等のコンビニ収納委託

○横浜保育室助成事業 ○保育所入所事務等におけるＲＰＡ、ＡＩ－ＯＣＲの活用

○認可外保育施設等利用料助成事業 ○指導・監査

○一時預かり事業 ○病児・病後児保育事業

○幼稚園等における長時間預かり・一時預かり ○２４時間型緊急一時保育事業

○休日保育・休日一時保育

○変化する保育ニーズに応えるための既存資源活用策の推進

○保育所等の新規整備等

○保育・教育の質向上の仕組みづくり ○幼保小連携・接続事業

○保育・幼児教育職員等研修 ○保育士・幼稚園教諭等の保育者の確保

○保育資源ネットワーク構築事業の充実

○私学助成幼稚園等に係る施設等利用給付費 ○私立幼稚園等特別支援教育費補助事業

○私立幼稚園等預かり保育事業～わくわく！はまタイム～ ○私立幼稚園等施設整備費補助事業

○私立幼稚園２歳児受入れ推進事業 ○幼稚園教諭等住居手当補助事業

○私立幼稚園等一時預かり保育事業 ○保育・教育の質の確保・向上

○私立幼稚園等補助事業

○放課後キッズクラブ事業 ○特別支援学校はまっ子ふれあいスクール事業

○小学校建替え等に伴う放課後キッズクラブ整備事業 ○放課後児童育成事業の質の向上に向けた取組

○放課後児童クラブ事業 ○プレイパーク支援事業

○青少年を育む地域の環境づくり ○青少年関係施設の運営等

○青少年育成に携わる団体等の支援 ○横浜市子ども・若者支援協議会の運営

○青少年相談センターにおける相談・支援事業 ○寄り添い型生活支援事業

○地域ユースプラザ事業 ○よこはま型若者自立塾

○若者サポートステーションにおける相談・支援 ○就職氷河期世代相談サポート付集中プログラム事業

○ひきこもり等困難を抱える若者に対するＳＮＳ相談事業

15

◎　保育・教育の基盤づくり 5

◎　子どもの貧困対策 11

◎　医療的ケア児・障害児への支援の充実 13

◎　児童虐待対策の推進 9

21
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○地域療育センター運営事業

○障害児通所支援事業等 ○特別児童扶養手当事務費

○学齢後期障害児支援事業 ○障害児入所支援事業等

○障害児医療連携支援事業

○出産・子育て応援事業 ○妊娠・出産サポート事業

○子育て応援サイト事業 ○育児支援事業

○子育て世代包括支援センター事業 ○こんにちは赤ちゃん訪問事業

○妊婦・産婦健康診査事業 ○乳幼児発達支援事業

○妊婦歯科健康診査事業 ○不妊・不育相談等支援事業

○母子保健指導事業 ○出産費用調査研究事業

○乳幼児健康診査事業 ○妊産婦・乳幼児にかかる災害対策事業

○新生児聴覚検査事業

○地域子育て支援拠点事業 ○地域子育て支援拠点関係システムの再構築

○親と子のつどいの広場事業 ○横浜子育てサポートシステム事業

○保育所・幼稚園・認定こども園子育てひろば事業 ○一時預かり事業

○子育て支援者事業 ○ハマハグ推進事業

○親子の居場所事業（常設）従事者のための体系的な研修の実施 ○子どもの居場所づくり支援事業

○ひとり親家庭等自立支援事業

○ＤＶ被害者等に対する地域での生活に向けた支援の充実 ○加害者更生プログラムへの事業費補助

○若年女性相談支援モデル事業 ○母子生活支援施設緊急一時保護事業

○女性緊急一時保護施設補助事業

○児童扶養手当 ○特別乗車券の交付

○児童相談所の運営と機能強化 ○区役所の機能強化と地域等との連携、児童虐待防止の取組

○養育支援の充実

○里親制度等の推進 ○児童措置費等

○施設等を退所する子どもへの支援

○ワーク・ライフ・バランスの推進

○横浜市子ども・子育て支援事業計画の推進 ○横浜市子どもの貧困対策に関する計画の推進

○児童手当

○母子父子寡婦福祉資金貸付事業

19　 計画の推進

11　妊娠から乳幼児期までの切れ目のない支援の充実

12　地域における子育て支援の充実 31

13 　ひとり親家庭等の自立支援

29

20 　児童手当

33

15　 児童扶養手当等

35

14　 DV対策事業 34

９　地域療育センター運営事業 27

28

34

17　 社会的養護の充実 37

18 　ワーク・ライフ・バランスの推進 38

16 　区と児童相談所における児童虐待への対応の強化

21　 母子父子寡婦福祉資金貸付事業（母子父子寡婦福祉資金会計）

38

10　在宅障害児及び施設利用児童への支援等

40

39

◎　財源創出の取組 41

◎　横浜市中期計画における政策別の予算概要掲載項目について 42
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という３つの施策分野にまとめ、事業を推進しています。 

令和５年度は、中期計画の基本戦略である「子育てしたいまち 次世代を共に育むまち ヨ

コハマ」を踏まえて政策・施策を推進するとともに、「第２期横浜市子ども・子育て支援事

業計画」に定める目標・方向性の実現に向け、切れ目のない総合的な施策・事業を着実に実

施するための予算案となっています。 

こども青少年局は、「横浜市子ども・子育て支援事業計画 

～子ども、みんなが主役！よこはま わくわくプラン～」に基づき、 

 

こども青少年局予算案について 令和    年度 ５ 

未来を創る子ども・青少年の一人ひとりが、自分の良さや可能性を発揮し、 

豊かで幸せな生き方を切り拓く力、共に温かい社会をつくり出していく力を 

育むことができるまち「よこはま」 

【目指すべき姿】 

１「子ども・青少年への支援」として、 

子ども・青少年が様々な力を育み、 

健やかに育つ環境をつくる 

２「子育て家庭への支援」として、 

誰もが安心して 

出産・子育てができる環境をつくる 

３「社会全体での支援」として、 

社会全体で 

子ども・青少年を育てる環境をつくる 

＜「横浜市子ども・子育て支援事業計画」の目指すべき姿と基本的な視点＞ 

１ 子ども・青少年の視点に立った支援 

２ 全ての子ども・青少年への支援 

３ それぞれの発達段階に応じ、育ちの連続性を大切にする一貫した支援 

４ 子どもの内在する力を引き出す支援 

５ 家庭の子育て力を高めるための支援 

６ 様々な担い手による社会全体での支援 ～自助・共助・公助～ 

【基本的な視点】 
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子ども・青少年が様々な力を育み、健やかに育つ環境をつくる 施策分野１ 

乳幼児期の保育・教育の充実と学齢期までの切れ目のない支援 基本施策① 

１ 新制度における保育・教育の実施等    ２ 多様な保育ニーズへの対応 
３ 保育所等整備事業  ４ 保育・教育の質の確保・向上、保育士等確保 ５ 幼児教育の支援 

学齢期から青年期までの子ども・青少年の育成施策の推進 

６ 放課後の居場所づくり  ７ すべての子ども・若者の健全育成の推進 

若者の自立支援施策の充実 

８ 困難を抱える子ども・若者の自立支援の充実 

障害児への支援の充実 

９ 地域療育センター運営事業  10 在宅障害児及び施設利用児童への支援等 

 
「横浜市子ども・子育て支援事業計画」における施策分野と予算概要の項目 

児童虐待防止対策と社会的養護体制の充実 基本施策⑧ 

16 区と児童相談所における児童虐待への対応の強化  17 社会的養護の充実 

19 計画の推進  20 児童手当 

計画の推進・その他 

子ども・青少年への支援 

＜施策分野１＞ 

子育て家庭への支援 

＜施策分野２＞ 

社会全体での支援 

＜施策分野３＞ 

誰もが安心して出産・子育てができる環境をつくる 施策分野２ 

生まれる前から乳幼児期までの一貫した支援の充実 基本施策⑤ 

11 妊娠から乳幼児期までの切れ目のない支援の充実 

地域における子育て支援の充実 基本施策⑥ 

12 地域における子育て支援の充実 

ひとり親家庭の自立支援／配偶者等からの暴力（DV）への対応と未然防止 基本施策⑦ 

13 ひとり親家庭等の自立支援  14 ＤＶ対策事業  15 児童扶養手当等 
21 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 

ワーク・ライフ・バランスと子ども・青少年を大切にする地域づくりの推進 基本施策⑨ 

18 ワーク・ライフ・バランスの推進 

社会全体で子ども・青少年を育てる環境をつくる 施策分野３ 

基本施策② 

基本施策③ 

基本施策④ 
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（一般会計）

令和４年度 令和５年度 差　　引

329,048,039 343,501,408 14,453,369 4.4

青 少 年 費 22,670,619 23,269,084 598,465 2.6

子 育 て 支 援 費 205,255,754 212,934,807 7,679,053 3.7

こ ど も
福 祉 保 健 費

101,121,666 107,297,517 6,175,851 6.1

521,056 481,339 △ 39,717 △ 7.6

特別会計繰出金 521,056 481,339 △ 39,717 △ 7.6

（特別会計）

令和５年度　こども青少年局予算案総括表

（単位：千円）

項　　　　目
前年度比
（％）

備　　　　　　　　　　　考

こ ど も 青 少 年 費

こども青少年総務費、青少年育成費

地域子育て支援費、保育・教育施設運営
費、幼児教育費、放課後児童育成費、保
育所等整備費

児童措置費、こども家庭福祉費、親子保
健費、こども手当費、児童福祉施設運営
費、児童相談所費、児童福祉施設整備費

諸 支 出 金

母子父子寡婦福祉資金、水道事業、
自動車事業及び高速鉄道事業会計繰出金

一 般 会 計 計 329,569,095 343,982,747 14,413,652 4.4

△ 42.6

母 子 父 子 寡 婦
福 祉 資 金 会 計

907,870 521,341 △ 386,529 △ 42.6
母子父子寡婦福祉資金貸付金、事務費、
公債費、一般会計繰出金

特 別 会 計 計 907,870 521,341 △ 386,529
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保育士・幼稚園教諭等の保育者の需要が高まる一方で、養成施設の入学者が減少傾向に

あるなど、新たな担い手の確保が厳しい状況が続いています。これから保育者を目指す方

に、本市の保育の魅力を感じてもらうことや、保育者が社会基盤を支えるエッセンシャル

ワーカーとして、自信と誇りを持って長く働ける職場環境の構築が重要です。 

採用と定着の両輪で支援を進め、子どもの豊かな育ちを支える保育者の確保に取り組み

ます。 

本市における保育所等の利用希望は引き続き増加しており、特に１・２歳児の保育ニー

ズへの対応が必要です。変化する保育ニーズに対応するため、地域の状況に基づき、既存

の保育・教育資源の活用を進めます。受入枠が不足するエリアについては、保育所等を整

備するなど、待機児童解消に向けて、市全体で新たに 1,295 人分の受入枠を確保します。 

あわせて、一時保育等について、ニーズが高い０歳児の預かりに対する補助の拡充や、

施設改修費の補助を新設するなど、預かり事業の充実を図ります。 

子どもの豊かな育ちを支えるためには、全ての保育所や幼稚園等で保育士や幼稚園教諭

などの保育者が高い専門性と意欲を持つことが大切です。保育・教育の質の確保・向上に

向け、研修の充実を図るとともに、保育・教育の方向性を示した「よこはま☆保育・教育

宣言～乳幼児の心もちを大切に～」の理解を深めるための取組を推進します。 

あわせて、施設・園がその保育者を支え、適切に運営できる体制を整えることにより質

の高い保育を保障していきます。また、看護職を複数配置し、常時、医療的ケア児の受入

れが可能な園を「医療的ケア児サポート保育園」として新たに認定します。 

受入枠の確保 

 

乳幼児期は、生涯にわたる生きる力の基礎を培う大切な時期であ

り、人間形成にとって重要な時期です。 

子どもの豊かな育ちを支えるためには、家庭、地域、保育所、幼

稚園、認定こども園など育ちの場が変わっても、子どもの 善の利

益が尊重されることが大切です。「質の確保・向上」「受入枠の確

保」「人材確保」の一体的取組により、横浜の保育・教育の基盤づく

りを進めます。 

保育を必要とされる方が利用できるよう、保留児童の分析結果に

よる４つの対策の方向性に基づいた取組も進めていきます。 

保育・教育の 
基盤づくり 

人材確保 

質の確保・向上 

※このページ以降、新規・拡充の内容に下線を引いています。 

特集１ 
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・保留児童の約７割を１・２歳児が占める。 

・きょうだいが既に保育園在園の場合は、申請園数が少なく、約半数

が単願（１園）だった。【図１参照】 

・制約条件が見られず、入所できた方の中央値を超える６園以上を申

請して保留となった方の居住地は、認可保育所などの整備が必要な

エリアとほぼ一致。 

 

 

 

 
 

・短時間就労者や内定者は申請園数が多く、横浜保育室等の入所割合

が高い。こうした利用調整のランクが低い方の中には、一時保育等

で対応可能な場合がある。【図２参照】 

・ご家庭で育児をする方のリフレッシュの面からも一時預かりは必要

なサービスである。 

 

 

 

 
 

・障害児や医療的ケア児の平均申請園数は 3.3 園で、保留児童平均 4.4

園より少ない傾向がある。 

・令和４年４月の待機児童 11 人のうち、４人が障害児・医療的ケア

児であり、待機児童になる割合が高い。【図３参照】 

 

 

 
 

 

・保留児童の申請園数は平均 4.4 園で、単願の方が３割を占める。 

新規入所児の平均申請園数 6.4 園より低く、単願の割合が高い。 

・２歳児以下の方は、申請園数が少ないほど認可保育所のみを選択す

る傾向にある。また、３園以上申請した 440 人のうち選択した園の

範囲内にある小規模保育事業に入所できた方は 97 人。【図４参照】 

 

 

 

【参考】経験×データで待機児童対策のその先へ ～保留児童対策タスクフォースの取組～ 

希望どおりの保育所等を利用できていない保留児童の詳細なニーズを把握し、対策に繋

げるため、令和４年４月の保留児童 1,647 人※の分析結果と４つの対策の方向性を、令和

４年９月に公表しました。令和５年度予算では、それぞれの対策の新規・拡充事業を計上

し、保育を必要とされる方が利用できるよう、取組を進めていきます。 
※育児休業延長希望者 1,290 人を除く 

【図２】利用調整のランクが低い方の申請園数等 

・０歳児から１歳児への定員振替への助成新設 
・中規模な改修補助への助成件数の拡充 
・整備が必要なエリアでの認可保育所等の整備 

主な取組 
【P8】 

① １・２歳児の受入枠確保 

・一時預かり事業等における０歳児の預かりに対する補助の拡充等 
・新たに赤ちゃんが生まれた世帯への一時預かりクーポンの配付 
・幼稚園等における長時間預かりの拡充 

主な取組 
【P8】 

② 一時保育等の拡充 

③ 障害児・医療的ケア児の対応 

・「医療的ケア児サポート保育園」の認定 
・医療的ケア対応看護職雇用費の拡充や施設改修費の新設等 

主な取組 
【P7】 

④ 選択肢を増やすための情報発信及び保育の質の向上 

・園選びのための保育所等情報サイトの作成 
・自・他園で園内研修等を援助・コーディネートする人材の育成 
・幼保小の架け橋プログラムに関する調査研究 

主な取組 
【P7】 

【図１】きょうだい在園児・同時申請の申請園数平均 

【図４】申請園数別の認可保育所のみを選択した割合 

【図３】令和４年４月待機児童 11 人の内訳 
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事業・取組名 主な取組内容等 

(１) 

保育・教育の質の確保・向上 
＜拡充＞ 

【１億 5,950 万円】

保育・教育の専門性を高めるため、キャリアに応じた研修・研究を

実施します。また、保育の質を向上する取組を推進するため、自・

他園で園内研修や公開保育を援助・コーディネートする人材の育成

を行います。 

(２) 

医療的ケア児の受入れ推進 
＜拡充＞ 

【９億 1,167 万円】

看護職を複数配置し、常時、医療的ケア児の受入れが可能な園を

「医療的ケア児サポート保育園」として新たに 12 園認定します。

また、医療的ケアを行う看護職の雇用費を拡充するほか、衛生用品

等の消耗品費、施設改修費、研修受講費等を新たに助成します。 

(３) 

幼保小の架け橋プログラムに
関する調査研究事業 
＜新規＞ 

【942 万円】

文部科学省の「幼保小の架け橋プログラム」調査研究事業モデル地

域として、保育・教育施設、小学校等への支援を充実させるととも

に、実践事例を広く発信し、「架け橋期」とされている５歳児から小

学校１年生の保育・教育の充実を図ります。 

(４) 

園選びのための保育所等情報
サイトの作成 
＜新規＞ 

【1,100 万円】

情報収集や園見学などを通じて、希望施設の選択肢を広げるため、

各保育所等の雰囲気や魅力を効果的に発信するウェブサイトを作成

し、保護者の園選びを支援します。 

(５) 

保育士等及び保育支援者の追
加配置への支援 
＜拡充＞ 

【142 億 4,341 万円】

本市の配置基準に加え、追加で配置する保育士等に係る助成（障害

児等受入加算、ローテーション保育士雇用費等）を拡充します。ま

た、園児の安全を確保するため、登園時やプール活動時など人手が

多く求められる時間帯に保育支援者を配置する場合の加算を新設し

ます。 

(６) 

登園管理システムの導入支援
＜拡充＞ 

【３億 1,478 万円】

認可保育所等に対する登園管理システム導入にかかる補助上限額を

拡充するとともに、導入を推進するために補助要件を緩和します。 

また、認可外保育施設を対象に、新たに登園管理システム導入にか

かる費用の助成を実施します。 

（参考）４年度２月補正予算案（こどもの送迎車両等における安心・安全対策支援） 

事業・取組名 主な取組内容等 

 ※保育所等に加え、(1)・(4)は放課後、障害児、児童養護、(2)・(3)は障害児の関係施設・事業所にも実施 

 (１) 
送迎バスへの安全装置の導入
支援      【３億 420 万円】 

送迎バスにおける車内の子どもの見落としを防止する装置の導入
費用を助成します。 

 (２) 
登園管理システムの導入支援 

【１億 5,008 万円】 
子どもの登降園状況を管理するシステムの導入に係る費用を助成
します。 

 (３) 
ＩＣＴを活用した子ども見守
りサービス導入支援 

【２億 9,280 万円】 

子どもの安全対策に資するＧＰＳ等ＩＣＴを活用した子どもの見
守りサービスに係る機器の導入費用を助成します。 

 (４) 
安全管理マニュアルの研修 

【100 万円】 
運転手やバスに同乗する職員に対する安全管理研修を実施しま
す。 

令和５年度の重点取組 

１ 質の確保・向上 

7



 
 
 
 
 
 

事業・取組名 主な取組内容等 

(１) 

保育ニーズの 

高い１歳児の 

受入枠拡大 

＜拡充＞ 

【２億 7,566 万円】 

ア 

１歳児枠拡大に向け

た定員構成の見直し

＜拡充＞ 

既存施設において、引き続き１歳児の受入枠を拡大す

るための定員変更を行う場合の補助を実施するととも

に、０歳児の定員を１歳児に振り替える場合の補助を

新設します。 

イ 

中規模な改修による

既存活用推進事業 

＜拡充＞ 

既存施設の中規模な改修において、１・２歳児定員増

を行う場合、老朽化した設備等の改修費を 18 か所に

補助します。 

(２) 

一時預かり事業等 

＜拡充＞ 

【23 億 4,901 万円】

ア 

０歳児加算、一時保

育実施のための改修

費補助 

＜拡充＞ 

一時保育等のニーズに対応するため、０歳児の預かり

に対する補助を拡充するほか、施設改修費に対する補

助の新設等により、受入れ体制を強化します。 

イ 

はじめての 

おあずかり券 

＜新規＞ 

５年度に新たに赤ちゃんが生まれた世帯に、一時預か

りを利用できる 24 時間分の無料クーポン（はじめて

のおあずかり券）を配付し、子育ての負担感を軽減し

ます。 

ウ 
減免制度の拡充 

＜拡充＞ 

年収 360 万円未満相当世帯に対して、利用料の減免

（３分の２減免）を新たに実施します。 

(３) 
幼稚園等における長時間預かり＜拡充＞ 

【52億143万円】

私立幼稚園等預かり保育事業を新たに２園、私立幼稚

園２歳児受入れ推進事業を新たに５園で実施します。 

事業・取組名 主な取組内容等 

(１) 

潜在保育士等への就労奨励金

交付事業＜新規＞ 

【500 万円】 

潜在保育士等が、かながわ保育士・保育所支援センターを通じて、

市内保育所等に就職した場合、一人あたり５万円を支給します。 

(２) 

「働きやすい環境づくり」を

目的とした施設長向け研修 

＜新規＞ 

【30 万円】 

保育士等の定着支援のため、労務管理や職場環境の改善等をテーマに

した研修を実施します。 

(３) 

保育士宿舎借り上げ支援事業 

＜拡充＞ 

【27 億 2,632 万円】 

保育所等を運営する民間事業者に対して、雇用する保育士向けに宿舎

を借り上げるための補助を行います。（申請見込み件数：4,535 戸） 

３ 人材確保 

２ 受入枠の確保 
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事業・取組名 主な取組内容等 

(1) 

寄り添い型生活支援事業 

＜拡充＞ 

【３億 4,146 万円】 

養育環境に課題がある家庭に育つ小・中学生等に対し、生活・学

習習慣（食事、歯磨き、宿題など）の習得のための支援を実施し

ます。また、支援者を対象とした研修を実施し、支援者のスキル

向上と支援内容の標準化を図ります。 

○実施か所数 18 区・21 か所 

(2) 

 

寄り添い型学習支援事業 

《健康福祉局》 

【３億 919 万円】 

 

貧困の連鎖の防止に向け、将来の自立に重要な高校進学を希望す

る中学生に対する学習支援を全区で実施します。また、高校に行

っていない子どもも含めた高校生世代に対し、将来の自立に向け

た講座の開催や、居場所等の支援を実施します。 

○実施か所数 18 区・40 か所（４年度：41 か所） 

(3) 

放課後学び場事業 

《教育委員会事務局》 

【3,466 万円】 

家庭での学習が困難であったり、学習習慣が十分に身についてい

ない小・中学生に対する学習支援を学校等において実施します。 

○実施校：36 校（小学校）、72 校（中学校※） 

※うち、４年度から新たに企業や NPO 法人による運営を委託（７校） 

(4) 

就学奨励事業 

《教育委員会事務局》 

【22 億 229 万円】 

小・中学校へ通学させるのに経済的な理由でお困りの児童生徒の

保護者に対し、学用品費、修学旅行費、学校給食費等を援助し、

就学を奨励します。また、小・中学校への入学前に学用品等を購

入するための入学準備費の支給を実施します。 

小学校・中学校の個別支援学級に通学する方の経済的負担を軽減

することを目的として、就学奨励費を支給します。 

 

１ 将来の自立に向けた基盤づくりのための「生活支援・学習支援」 

 

「第２期横浜市子どもの貧困対策に関する計画」に基づき、子ども

の育ちや成長を守り、貧困の連鎖を防ぐため、教育、福祉、子育て支

援等の総合的な取組を進めます。 

令和５年度は、子どもの生活・学習支援など、将来の自立に向けた

基盤づくりを着実に推進します。 

また、ひとり親世帯に対する自立支援や減免制度、ひきこもり等困

難を抱える若者への支援の充実を図るとともに、ヤングケアラーへの

支援として、新たに、支援団体への補助や関係機関向け研修等を行い

ます。 

子どもの 
貧困対策 

横浜の未来を創る子ども・青少年が、自分の良さや可能性を発揮し、豊かで幸せな生き方を

切り拓く力、共に温かい社会をつくりだしていく力を育むことができるまち「よこはま」を目

指します。 

子ども・青少年が健やかに育ち、自立した個人として成長できるよう、その生まれ育った環

境に関わらず、教育・保育の機会と必要な学力を保障し、たくましく生き抜く力を身に付ける

ことができる環境を整えます。 

令和５年度の重点取組 

横浜市の子どもの貧困対策の基本目標 

特集３ 
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事業・取組名 主な取組内容等 

(1) 

子どもの居場所づくり支

援事業 

【1,400 万円】 

子ども食堂等の地域の取組が推進されるよう、支援に取り組みます。 

〇子どもの居場所づくり活動支援補助金の交付 

〇子どもの居場所づくり支援アドバイザーの派遣による相談支援 

〇フードバンク等と連携した食材等の配付 

(2) 

ひきこもり等困難を抱え

る若者への支援の推進 

＜拡充＞ 

 【３億 4,767 万円】 

青少年相談センター、地域ユースプラザ及び若者サポートステーション

を中心に、ひきこもり等困難を抱える若者の自立及び社会参加に向けた

支援を進めていきます。また、来所や電話でつながりにくい若者からの

相談を受け付けるため、ＳＮＳを活用した相談窓口を開設します。 

(3) 

ヤングケアラーの支援に

向けた取組＜拡充＞ 

《こども青少年局、健康

福祉局、教育委員会事

務局》   

【4,246 万円】 

４年度に実施した実態把握調査の結果等を踏まえ、ヤングケアラーを見

守り、支える環境づくりを進めていきます。 

〇広く市民に向けた広報・啓発や関係機関向け研修等の推進 

〇ピアサポートやオンラインサロンを実施する支援団体への補助 

〇家事や育児支援を必要とする家庭へのヘルパー派遣事業の充実 

〇関係機関の連携や支援の強化に向けた検討会の設置 

(4) 

困難を抱える高校生支援

事業（市立横浜総合高校

「ようこそカフェ」運営

支援）＜拡充＞ 

《教育委員会事務局》 

【556 万円】 

様々な困難を抱える生徒の社会的孤立の予防やコミュニケーション能

力の向上、キャリア形成の支援等のための取組を実施します。 

○横浜総合高校において、無料で飲み物等を用意し、リラックスした友

人との交流の場を提供するとともに、大学生や社会人との交流・相談

の場づくり、相談スタッフによる個別相談の実施 等 

○就業体験プログラム、社会貢献活動・ボランティア活動の実施 

事業・取組名 主な取組内容等 

(1) 
児童扶養手当 

【87 億 7,978 万円】 

ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童の福祉

の増進を図ることを目的として、手当を支給します（年６回）。 

(2) 

ひとり親家庭等自立支援

事業＜拡充＞ 

【４億 1,437 万円】 

ひとり親家庭等に対する就業支援や生活支援等の総合的な自立支援を

進めます。 

○日常生活支援事業：利用者負担額を無償化します。 

○思春期・接続期支援事業：定員を 80 名から 100 名に増員します。 

(3) 
ひとり親世帯等に対する

減免制度 【9,485 万円】 

多様な保育ニーズに対応した一時保育などを経済的負担なく利用でき

る環境を整備します。 

事業・取組名 主な取組内容等 

施設等退所後児童に対するア

フターケア事業＜拡充＞ 

  【6,445 万円】 

支援拠点（よこはま PortFor）の運営や、相談支援を実施するほか、資

格等取得、大学等初年度納入金及び家賃の支給等、進学・就職後のフォ

ローアップを行います。また、公認心理師等による心理的ケアを実 

施するほか、大学等初年度納入金の支給額の上限を 60 万円から 120 

万円に増額します。 

２ 困難を抱える子ども・若者、家庭を支援につなぐ「仕組みづくり」 

３ 生活の安定と自立に向けた「ひとり親家庭への支援」 

４ 孤立を防ぎ、自立につなぐ「施設等を退所する子どもへの支援」 
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事業・取組名 主な取組内容等 

(1) 

保育所等における医療的ケア

児の支援＜拡充＞ 

【８億 9,073 万円】 

看護職を複数配置し、常時、医療的ケア児の受入れが可能な園

を「医療的ケア児サポート保育園」として新たに 12 園認定しま

す。また、医療的ケアを行う看護職の雇用費を拡充するほか、

衛生用品等の消耗品費を新たに助成します。 

(2) 

医療的ケア児・障害児の受入

れ園の施設改修等＜新規＞ 

    【1,750 万円】 

医療的ケア児・障害児を受け入れる園に対し、施設改修費や駐

車場等の整備費、備品等の購入費を助成します。 

(3) 

受入れ推進のための研修等の

充実＜拡充＞ 

【344 万円】 

医療的ケア児について基礎的な知識や、受入れ施設での保育の

事例を学ぶ研修を実施し、普及啓発を図ります。 

また、看護職や保育士等の研修受講費用や研修中の代替職員の

雇用費を助成します。 

(4) 

医療的ケア児保育教育検討会

議の実施＜新規＞ 

【69 万円】 

保育所等に入所希望の医療的ケア児に係る保育上の配慮事項等

について、医師・看護師・施設長等より意見を聴取します。 

 

事業・取組名 主な取組内容等 

(1) 

学校における医療的ケア児の

支援＜拡充＞ 

《教育委員会事務局》 

   【５億 3,830 万円】 

医療的ケアが必要な児童生徒への対応のため、肢体不自由特別支

援学校６校の看護師体制を拡充します。また、小中学校等で日常

的に医療的ケアが必要な児童生徒に、訪問看護師を派遣します。 

１ 保育所等における支援 

 

「第２期横浜市子ども・子育て支援事業計画」及び「第４期障害者プ

ラン」に基づき、障害のある児童が、一人ひとりの育ちに適した療育や

支援を受けることができるよう、必要な取組を進めています。 

令和５年度は「医療的ケア児サポート保育園」の認定など、医療的ケ

ア児・者の日常生活及び社会生活を支えるための取組を推進します。 

また、地域療育センターの利用を希望する児童及びその保護者が、速

やかに必要な支援を受けられるよう、地域療育センターにおける初期支

援の充実等に取り組みます。 

 

・障害児への 

支援の充実 

○「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」（令和３年９月施行）を踏まえ、医

療的ケア児・者の日常生活及び社会生活を支えるための取組を推進します。 

○保育所・学校・放課後児童健全育成事業所等における医療的ケア児の受入れ環境の整備を進め

ます。 

○地域生活を支えるため、医療・福祉・教育等の多分野にわたる相談・調整を行うコーディネー

ターによる支援を行います。また、支援に必要な知識・技術の普及啓発を行う支援者の養成に

取り組みます。 

○医療的ケアを担う看護師等の確保・育成を目的として研修を実施します。 

令和５年度の重点取組 

２ 学校における支援 

医療的ケア児・者等への支援の充実 

特集４ 

再掲（P.7） 

再掲（P.7） 

再掲（P.7） 
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事業・取組名 主な取組内容等 

(1) 

放課後児童健全育成事業所に

おける医療的ケア児の支援 

＜拡充＞   【1,860 万円】 

医療的ケア児の受入れの推進を図るため、医療的ケア児を受入れ

たクラブが看護師を配置した場合の支援を１か所から４か所に拡

充するとともに、受入れのための施設改修費補助を新設します。 

事業・取組名 主な取組内容等 

(1) 

医療的ケア児・者等支援促進

事業《こども青少年局他３局》 

【3,767 万円】 

医療的ケア児・者等の在宅生活を支えるため、医療的ケア児・者等

コーディネーターを中心に関係機関との連携や地域での受入れを

推進（支援者養成研修の実施等）します（こども青少年局、健康福

祉局、医療局、教育委員会事務局の４局で実施）。 

(2) 

医療的ケアを担う看護師等に

対する研修＜新規＞ 

【600 万円】 

保育所や放課後児童健全育成事業所等において医療的ケアを担う

看護師等の確保・育成を目的として、研修を実施します。 

(3) 

多機能型拠点の運営・整備 

《健康福祉局》 

【８億 5,332 万円】 

常に医療的ケアを必要とする重症心身障害児・者等とその家族の

地域生活を支援する多機能型拠点（３か所）の運営補助を行うとと

もに、引き続き４か所目の整備を進めます（６年度開所予定）。 

事業・取組名 主な取組内容等 

(1) 

初期支援の充実 

＜拡充＞ 

【１億 2,808 万円】 

利用申込後、早期に支援を開始するため、子どもの遊びの場の提供

と保護者への相談対応を行う「ひろば事業」や、心理職による面接

などの初期支援を充実します。（５年度開始：西部・北部／拡充：

東部／準備：他６センター） 

(2) 

保育所等への支援の充実 

＜拡充＞  

   【5,580 万円】 

障害のある児童が通う保育所、幼稚園、小学校等に、児童の特性に

合わせた適切な支援方法の助言を行う「巡回訪問」を拡充するた

め、各地域療育センターにソーシャルワーカーを増員します。 

(3) 
集団療育の充実＜拡充＞ 

【１億 352 万円】 

利用児童の増加が顕著な東部地域療育センターについて、６年度

の集団療育の場の増設に向けて、施設改修等の準備を進めます。 

また、集団療育のクラスにおける医療的ケア児や行動障害のある

児童の対応のため、各地域療育センターに非常勤の看護師や保育

士等を配置します。 

３ 放課後における支援 

４ 地域生活における支援（その他） 

令和５年度の重点取組 

発達障害児の増加や保護者の就労状況等によるニーズの変化を踏まえ、速やかに必要な支援を実

施できるよう以下の取組を進めます。 

○利用申込後、早期に支援を開始するため、初期支援を充実します。 

○保育所等への巡回訪問を拡充するため、職員体制を充実します。 

○利用児増加への対応や医療的ケア児等への対応等、集団療育の充実を図ります。 

地域療育センターにおける支援の充実 
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事業・取組名 主な取組内容等 

(1) 

新型コロナウイルス感染症

患者の子どもの受入環境整

備事業 

   【4,173 万円】 

保護者が新型コロナウイルス感染症により入院し、親族等による

保護も難しい場合など、やむを得ない事情により養育者不在とな

った子どもについて、医療機関に一時的に受け入れ、保護しま

す。 

(2) 

休園時の代替保育利用料支

援事業 

【100 万円】 

感染症拡大や風水害等により、臨時休園となった施設の在園児童

が、やむを得ず代替保育を利用した際の利用料を保護者に対して

補助します。 

(3) 

児童福祉施設等における感

染症拡大防止対策事業 

【23 億 4,438 万円】 

児童福祉施設等における感染拡大防止を図るため、感染防止に資

する備品購入等に対する経費や、施設職員が感染症対策の徹底を

図りながら施設運営できるために必要な経費を補助します。 

また、感染症対策を目的とした簡易な改修にかかる経費を補助し

ます。 

(4) 

障害児施設等における 

福祉サービス継続支援事業 

【3,199 万円】 

新型コロナウイルスの感染者が発生した施設・事業所において、

建物の消毒に要する費用や職員の感染等に伴う人員確保等、サー

ビスの継続に必要な経費を補助します。 

(5) 

児童福祉施設等に対する抗

原検査事業 

【２億 5,204 万円】 

児童福祉施設等において、新型コロナウイルス感染症が疑われる

症状が発生した場合などに、職員が即時に検査を行い必要な対策

をとる事ができるよう、抗原検査キットを配付します。 

(6) 

妊娠・出産サポート事業 

（分娩前ＰＣＲ検査事業） 

【2,950 万円】 

感染症のリスクが続く中でも安心して妊娠・出産ができるよう、

感染症に対して強い不安を抱えている妊婦を対象に、分娩前のＰ

ＣＲ検査費用を補助します。 

(7) 

ひとり親世帯フードサポー

ト事業   

 【1,719 万円】 

感染拡大の影響により困窮しているひとり親世帯を支援するた

め、フードバンクを活用した食品提供を行います。 

 

本市では、新型コロナウイルス感染症から市民の安全と健康を守るた

め、国・県・関係機関と連携し、ワクチン接種体制や診療・検査体制の

充実のほか、療養環境の整備、保健所体制の強化等に取り組んできまし

た。引き続き感染状況に応じた適切な対応を進めます。 

新型コロナ 

対策 

【こども青少年局における事業・取組】 
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※このページ以降、横浜市子ども・子育て支援事業計画の施策分野ごとに主な事業を掲載しています。また、（）内の金額は前年度予算額です。

事業内容

子ども・子育て支援法に基づき、「教育・保育給付」の認定を受
けた子どもに対する保育・教育を実施します。なお、３歳児から５
歳児の子ども及び市民税非課税世帯の０歳児から２歳児の子どもは、
利用料が無償となります。
また、各区に保育・教育コンシェルジュを設置し、適切な保育・

教育につなげるための支援等を行います。

１ 「教育・保育給付」の認定を受けた子どもの保育・教育＜拡充＞
1,597億4,640万円 (1,533億6,325万円)

給付の認定区分に応じた保育・教育を実施します。新制度にお
ける施設型給付及び地域型保育給付、保育・教育の質の向上等の
ための市独自助成を給付対象施設・事業に支給し、保育・教育の
質を確保し、安定的かつ継続的な運営を支援します。

(1) 施設型給付及び地域型保育給付
ア　施設型給付費

保育所、幼稚園、認定こども園で認定区分に応じた保育・
教育を実施します。

○ 利用見込児童数  １号認定　　：月平均　約25,100人
 ２・３号認定：月平均　約69,400人

イ　地域型保育給付費
小規模保育事業、家庭的保育事業（家庭保育福祉員）、事業

所内保育事業及び居宅訪問型保育事業で０～２歳児(３号認定)
の保育を実施します。

○ 利用見込児童数：月平均　約3,800人

(2) 保育・教育施設及び地域型保育向上支援費＜拡充＞
給付対象施設・事業者に対して、保育・教育の質の向上のため、本市独自の助成として、障害児

等の受入れにあたり保育士等を加配するための経費やアレルギー児童に対応するための経費等を助
成します。５年度は、本市の配置基準に加え、追加で配置する保育士等に係る助成を拡充します。
さらに、園児の安全を確保するため、登園時やプール活動時など人手が多く求められる時間帯に保
育支援者を配置する場合の加算を新設します。 
また、保育所等における医療的ケア児への支援として「医療的ケア児サポート保育園」（12園）

への加算の新設をはじめ、医療的ケアを行う看護職の雇用費等を拡充します。併せて、看護職や保
育士等の研修受講費用や代替職員の雇用費を助成するほか、衛生用品等の消耗品費を新たに助成し
ます。
その他、国の公定価格における処遇改善等加算Ⅱと併せて、経験年数７年以上の要件を満たす全

ての保育士等に月額４万円の処遇改善ができるよう独自助成を引き続き実施します。

ア　保育・教育施設向上支援費
保育所、幼稚園、認定こども園での保育・教育の質の向上に必要な経費を助成します。

イ　地域型保育向上支援費
小規模保育事業、家庭的保育事業（家庭保育福祉員）、事業所内保育事業及び居宅訪問型保育

事業での保育・教育の質の向上に必要な経費を助成します。

事業所内保育事業 4か所 4か所

334億989万円

居宅訪問型保育事業 1か所 1か所
計 256か所 271か所

小規模保育事業 229か所 244か所
家庭的保育事業 22か所 22か所

計 1,028か所 1,048か所

105億2,424万円

内訳 令和４年度 令和５年度見込

幼保連携型認定こども園 49か所 52か所
幼稚園型認定こども園 15か所 15か所

808か所
市立保育所 61か所 58か所
幼稚園（給付対象施設） 107か所 115か所

1,158億1,226万円

差 引 6,139,840

本
年
度
の
財
源
内
訳

国

内訳 令和４年度 令和５年度見込
民間保育所 796か所

1

本 年 度

162,442,803前 年 度

千円

168,582,643

新 制 度 に お け る
保育・教育の実施等

12億8,136万円

321億2,853万円

58,185,442

市　費 72,626,627

その他 11,276,698

1,263億3,650万円

県 26,493,876

施策分野１ 基本施策①
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２　  延長保育事業 62億2,653万円 (60億5,287万円)
給付対象施設・事業者に対し、各施設・事業者が定める保育時間を超えて延長保育が必要な乳児、

幼児の保育を実施するために必要な経費を助成します。

３ 保育・教育コンシェルジュの設置 1億4,044万円 (1億4,006万円)
保育・教育コンシェルジュを各区に配置し、保護者のニーズと必要な保育サービス等を適切に結び

つけ、待機児童の解消と子育て家庭へのサービス向上を図ります。

４ 年度限定保育事業 2億3,332万円 (2億7,031万円)
保育所等を利用できず「保留となった１・２歳児」を対象に、認可保育所等の空きスペースを活用

し、年度を限定して保育を実施する保育所に対して、運営費の一部を助成します。

５ 市立保育所民間移管事業 7,663万円 (7,578万円)
６年度移管予定園の引継ぎ・共同保育を実施するとともに、既移管園へのアフターフォローを実施

します。

６ 横浜保育室助成事業 6億9,939万円 (11億5,460万円)
本市独自の基準を満たす認可外保育施設のうち、地域の状況等を踏まえて横浜保育室として認定し

た施設に助成し、一定の保育水準の確保、保護者負担軽減を図ります。 （施設数：12か所）

７ 認可外保育施設等利用料助成事業 8億8,945万円 (10億6,255万円)
施設等利用給付認定保護者に対し、認可外保育施設等の利用料を助成します。

８ 無償化に伴う認可外保育施設の質の確保・向上＜拡充＞ 3億351万円 (8,355万円)
認可外保育施設やベビーシッターに対し、保育の質の確保・向上のための研修、児童の処遇向上を

目的とした助成を実施します。
また、子どもの安全対策として、新たに登園管理システム導入にかかる費用の助成を実施します。

９ 保育所等における業務効率化推進事業＜拡充＞ 9,078万円 (9,554万円)
保育士の業務負担軽減を図るため、保育所等に対し、ＩＣＴ等を活用した業務支援システムや翻訳

機等の導入にかかる経費を補助します。また、子どもの安全対策として、登園管理システム導入にか
かる補助上限額を拡充し、補助要件を緩和します。

10 市立保育所の業務支援システム 3,368万円 (4,952万円)
市立保育所全園に導入している業務支援システムを引き続き使用し、スマートフォンを活用した園

からのお知らせの受信や欠席連絡等を可能にすることで、保護者の利便性向上を図ります。
また、児童の検温等の記録や保育日誌等を電子化することにより、保育士の業務負担軽減を図りま

す。

11　 給付費申請のオンライン化 3,381万円 (2,400万円)
給付対象施設・事業所からの給付費申請をオンライン化し、施設職員の事務負担軽減を図ります。

12 保育料等のコンビニ収納委託＜新規＞ 3,790万円 (新規)
保護者の利便性向上のため、６年度からのコンビニ納付の導入に向けたシステム改修を行います。

13 保育所入所事務等におけるＲＰＡ、ＡＩ－ＯＣＲの活用 6,158万円 (6,233万円)
保育所入所事務や幼稚園利用児童の認定事務について、ＲＰＡ及びＡＩ－ＯＣＲを活用し、事務の

効率化を図ります。

14 指導・監査　 923万円 (846万円)
(1) 認可保育所等の指導等 ※一部、予算額は８に含む

　保育の質を確保し、保育中の重大事故等を防止するために、認可保育所や小規模保育事業所、認
可外保育施設等に対して、保育の実施状況を確認し、助言・指導を行う巡回訪問を実施します。
　また、より良い施設運営に向け、施設長等を対象に、組織マネジメント等講習を実施します。

(2) 認可保育所等の監査
保育所等への一般指導監査、運営に問題のある施設等への特別指導監査等を随時実施します。

また、法律や会計専門家の助言を得ながら、監査の質の向上に取り組みます。

（18区：40人）

特集５

特集５

特集１

特集１

特集５
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事業内容

　待機児童解消に向け、保留児童対策タスクフォースによる分析結果
を踏まえ、既存の保育・教育資源の活用を中心に１歳児の受入枠確保
を進めます。受入枠がなお不足する地域については、保育所等を整備
し、市全体で新たに1,295人分の受入枠の確保に取り組んでいきます。
　また、医療的ケア児・障害児を受け入れるための整備を進めます。

2億9,816万円 (9,175万円)
(1) 保育ニーズの高い１歳児の受入枠拡大＜拡充＞

2億7,566万円
ア　１歳児枠拡大に向けた定員構成の見直し＜拡充＞
　既存施設において、引き続き１歳児の受入枠を拡大するための
定員変更を行う場合の補助を実施するとともに、新たに０歳児の
定員を１歳児に振り替える場合に補助します。

イ　中規模な改修による既存活用の推進＜拡充＞
　既存施設の中規模な改修において、１・２歳児定員増を行う場
合、老朽化した設備等の改修費を18か所に補助します。

(2) 既存資源の活用策検討のための調査＜新規＞ 500万円
　少子化や今後の保育ニーズの変化を見据え、空き定員対策や整備
手法など既存の資源の活用を検討するための調査等を実施します。

(3) 医療的ケア児・障害児の受入れ推進＜新規＞ 1,750万円
　医療的ケア児・障害児を受入れるための施設改修費等及び駐車場の整備費を補助します。

２　保育所等の新規整備等＜拡充＞ 23億5,705万円 (29億6,079万円)
(1) 保育所及び地域型保育事業の整備等＜拡充＞ 13億5,332万円
民間ビル等の内装整備費等への補助により、認可保育所等11か所の整備(定員増計500人)及び地域

型保育事業21か所の整備(定員増計426人)を行います。

(2) 老朽改築＜拡充＞
民間保育所の老朽化に伴う改築について、５年度中に完了予定の４か所(定員増計26人)のほか、

新たに３か所に着手します。

(3) 認定こども園の整備等＜拡充＞
既存施設の内装整備費への補助により、幼保連携型認定こども園への移行１か所（定員増計30人）

のほか、幼稚園型認定こども園への移行４か所（定員増計45人）に対する補助を実施します。

(4) 横浜保育室の認可移行支援＜拡充＞
新制度の給付対象施設(認可保育所)を目指す横浜保育室について、認可保育所の基準を満たすため

の改修費等を補助し、２か所の認可移行(定員増計48人)を支援します。

【令和５年度 整備量内訳】

２ 老朽改築

３ 認定こども園の整備等

幼稚園型認定こども園の整備
４ 横浜保育室の認可移行支援（移行による減を含む）
５ 既存施設の中規模改修による１・２歳児枠拡大
その他
横浜保育室から小規模保育事業への移行による減
既存施設での１歳児定員拡大
私立幼稚園等預かり保育事業

１　変化する保育ニーズに応えるための既存資源活用策の推進＜拡充＞

民間ビル等の内装整備（既存施設連携型１,２歳児保育所を含む）

県

745,297

その他

1,702,672

差　　　引

市　費

本
年
度
の
財
源
内
訳

国

3,052,541

26

11 500
21 426

926

4 26
4

地域型保育事業（小規模保育事業等）の整備

7億8,048万円

1億2,065万円

1億260万円

3
保 育 所 等
整 備 事 業

本 年 度

千円

2,655,209

前 年 度

(3) 

私立幼稚園２歳児受入れ推進事業

―

△ 397,332

207,240

増減（人）

－

75

整備内容
１ 保育所及び地域型保育事業の整備

2 48

箇所数
32

合　計

５年度完了分
６年度以降完了分

幼保連携型認定こども園の整備（５年度完了分）
幼保連携型認定こども園の整備（６年度以降完了分）

7

60

80

5
1 30

(2) ―

― △ 22

45

166

68

4

48

18 54

―

1,295

2
5
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事業内容

保育・教育の質を確保・向上し、子どもの豊かな育ちを支えるた
め、園内研修の支援や、園外での研修・研究を実施します。
　また、保育・教育施設の職員や保護者に向けて「よこはま☆保育･
教育宣言～乳幼児の心もちを大切に～」の理解を深めるために周知
を図ります。あわせて、保育・教育の基盤となる保育士・幼稚園教
諭等の保育者の確保を図る施策を推進します。

１ 保育・教育の質向上の仕組みづくり＜拡充＞
1億1,136万円 (9,882万円)

(1) 保育・教育の質向上に向けた取組＜拡充＞
ア　「よこはま☆保育・教育宣言」の理解の促進・実践
　「よこはま☆保育・教育宣言」を基にした研修や事例紹介
を通して、保育・教育施設の職員の理解を深め、保育の実践
につなげるとともに、保護者や地域に向けて周知することで、
横浜の保育・教育への理解につなげます。

イ　保育・幼児教育センター（仮称）の整備
質の高い保育・教育の実現に向け、研修・研究の推進や相

談機能の充実等の拠点となる保育・幼児教育センター（仮称）
を新たな教育センターに併せて整備するために、教育委員会
事務局とともに、選定された事業者と本市の間で、整備に向け
た設計協議を進めるため、アドバイザリー業務を委託します。

ウ　医療的ケア児保育教育検討会議の実施＜新規＞
保育所等に入所希望の医療的ケア児に係る、保育上の配慮事項等について、医師・看護師・施

設長等より意見を聴取します。

(2) 園内研修・研究の取組の支援＜拡充＞
ア　園内研修・研究を推進する人材育成

園内研修・研究や公開保育を実施できる人材を育成する研修を実施します。また、保育の質を
向上する取組を推進するため、自・他園で園内研修や公開保育を援助・コーディネートする人材
の育成を行います。

イ　園内研修・研究サポーターの派遣
新設の保育・教育施設及び私立幼稚園２歳児受入れ推進事業新規実施園を対象に、保育・教育

分野の経験者を派遣し、園内研修・研究を通した各園の人材育成や課題解決を支援します。

(3) 施設長等の人材育成の取組　（一部再掲（P.18））
より良い施設・法人運営に向け、施設長や運営法人の管理責任者等を対象に、組織マネジメント

等講習を実施します。また、本市と昭和女子大学の協定に基づき、保育所等における組織マネジメ
ントの向上や、保育・教育分野における経営人材の育成の取組を進めます。

(4) 保育・幼児教育研究
日々の保育実践から明らかになった課題について研究に取り組み、職員の実践力を高めます。
また、保育・教育施設、小学校等の職員とともに、子ども主体の「遊び」に関する研究を行い、

取組の工夫や成果を企業と協働して発信し、保育・教育の質向上につなげます。

(5) 第三者評価・自己評価の取組の推進
認可保育所等の「第三者評価」の受審費を助成します。また、「保育所における自己評価ガイド

ライン」に基づく研修を実施し、取組を推進します。

(6) 園選びのための保育所等情報サイトの作成＜新規＞
情報収集や園見学などを通じて、希望施設の選択肢を広げるため、各保育所等の雰囲気や魅力を

効果的に発信するウェブサイトを作成し、保護者の園選びを支援します。

２ 保育・幼児教育職員等研修 4,814万円 (4,717万円)
保育・教育施設の職員を対象に、職員一人ひとりが専門性や実践力を身に着け、保育の質を高める

ために研修を実施します。研修内容によって、オンラインと会場開催を併用し、より効果的に学べる
環境を整え、保育の質の向上を図ります。
○　47講座・131回開催（定員： 21,230人）

３ 保育資源ネットワーク構築事業の充実 1,210万円 (1,205万円)
保育・教育施設（認可外保育施設・地域子育て支援拠点含む）間のネットワークを構築し、実践研

修や公開保育の協働実施、情報交換・ノウハウの共有化の推進等を通じて、保育の質の向上と地域子
育て支援の充実を図ります。

3,061,422

差 引

418

4

本 年 度

保育・教育の質の
確 保 ・ 向 上 、
保 育 士 等 確 保

1,847,312

2,947,535

千円

113,887

前 年 度

1,213,692

国本
年
度
の
財
源
内
訳

－

市　費

県

その他

特集１

特集４

特集１、５
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４ 幼保小連携・接続事業＜拡充＞　 4,123万円 (3,120万円)
(1) 幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続に関する研究事業

幼保小連携推進地区・接続期カリキュラム研究推進地区における園と小学校の協働による実践研
究、カリキュラム開発等の成果を広く発信し、各園・校の実践の充実につなげます。
　○ 幼保小連携推進地区事業：33地区で研究推進（参加見込数：100園・校）
○ 接続期カリキュラム研究推進地区事業：３地区で研究推進（参加見込数：７園・校）

(2) 幼保小連携・接続に関する研修
幼児期の保育・教育と小学校教育の円滑な接続を目指し、市内すべての保育・教育施設を対象に

接続期研修会等を行い、相互理解を深めます。また、18区で教育交流事業を実施し、園と学校の交
流を推進するとともに、保護者・地域の教育力向上を目指した講演会を開催します。
○ 幼保小連携・接続に関する研修会：５回開催（参加見込者数：3,200人）

(3) 幼保小の架け橋プログラムに関する調査研究事業＜新規＞
文部科学省の「幼保小の架け橋プログラム」調査研究事業モデル地域として、保育・教育施設、

小学校等への支援を充実させるとともに、実践事例を広く発信し、「架け橋期」とされている５歳
児から小学校１年生の保育・教育の充実を図ります。

５ 保育士・幼稚園教諭等の保育者の確保＜拡充＞　 28億4,859万円 (27億5,830万円)
(1) 保育士宿舎借り上げ支援事業＜拡充＞

市内保育所等を運営する民間事業者が、雇用する保育士向けに、宿舎を借り上げるための補助を
行います。○補助対象：採用10年目までの保育士　○ 補助基準額：１戸あたり上限月額 82,000円

（申請見込件数：4,535戸）

(2) 幼稚園教諭等住居手当補助事業
私立幼稚園等預かり保育事業又は私立幼稚園２歳児受入れ推進事業実施園に勤務する幼稚園教諭

等が賃貸住宅に居住し、幼稚園が当該職員に対し住居手当を支給している場合に、その手当の一部
を補助します。 （申請見込件数：245人相当分、補助額２万円（月額上限））

(3) 潜在保育士等への就労奨励金交付事業＜新規＞
潜在保育士等が「かながわ保育士・保育所支援センター」で求職登録を行い、就労支援を受け

た上で市内保育所等に就職した場合、奨励金として一人あたり５万円を支給します。

(4) 保育士確保に向けた横浜の保育ＰＲ強化

スタグラム等を活用して魅力発信を行います。

(5) 市内保育所等の情報紹介サイト活用事業

(6) 保育士修学資金貸付事業

　合は返済を免除します。　○ 貸付対象数：50人/年　○ 貸付金額：月額５万円以内

(7) 就職面接会等・就職支援講座・保育所見学会 
潜在保育士等を対象に、就職面接会及び就職支援講座を一部オンラインも導入し、開催します。

(8) 「働きやすい環境づくり」を目的とした施設長向け研修＜新規＞
保育士等の定着支援のため、労務管理や職場環境の改善等をテーマにした研修を実施します。

(9) 保育士確保コンサルタント派遣事業
希望する保育所等に、保育士の確保に関するコンサルタントを派遣し、求人方法や給与・勤務条

件など、保育士確保や離職防止についての助言等を実施します。

(10) 保育士相談窓口の設置
保育士が労働環境等で悩んだ際に、保育業界に詳しい社会保険労務士等の専門家に相談できる窓

口を設けることで、不安を解消し、離職を防止します。

(11) 民間団体の保育士確保支援
市内保育団体が行う人材確保の取組のための補助を行います。また、市内保育団体と幼稚園協会

が共同で実施する保育・幼児教育の魅力を啓発する事業に対し、事業費の一部を負担します。

保育士養成施設の学生や求職者に「横浜で保育士として働く魅力」を広く周知するため、イン

保育士養成施設卒業予定者に対して貸付を実施し、市内保育所等で５年間保育士業務に就いた場

　民間事業者のＷＥＢサイトを活用して保育所等の魅力や求人情報を発信します。

特集１

特集１

特集１

特集１
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事業内容

全ての児童を対象とした「放課後キッズクラブ」や、留守家庭児
童等を対象とした「放課後児童クラブ」への運営支援を行います。
また、特別支援学校における「はまっ子ふれあいスクール」の実

施や、公園の一部を「子どもの創造力を生かした自由な遊び場」と
して活用するプレイパークの活動の支援を引き続き実施します。

１ 放課後キッズクラブ事業＜拡充＞
77億373万円 (77億2,076万円)

学校施設等を活用し全ての子どもを対象とした「遊びの場」と、
留守家庭児童等を対象とした「生活の場」を兼ね備えた、安全・  
安心な放課後の居場所を提供するとともに、児童の健全な育成を
行います。
　医療的ケア児を受入れるための看護師を配置した場合の支援を
拡充します。

（運営か所数：338か所）

２ 小学校建替え等に伴う放課後キッズクラブ整備事業＜拡充＞
2億6,504万円 (2,941万円)

小学校建替え等に伴う放課後キッズクラブの活動場所の整備を
行います。

（実施設計：７か所、工事：８か所）

３ 放課後児童クラブ事業＜拡充＞ 31億274万円 (31億5,882万円)
　地域の理解と協力のもと、保護者の就労等により留守家庭となる児童の遊び及び生活を通じた健
全育成を行います。
　医療的ケア児を受け入れるための看護師を配置した場合の支援を拡充し、受入れに係る施設改修
の補助を新たに行います。

（運営か所数：222か所）

４ 特別支援学校はまっ子ふれあいスクール事業 8,764万円 (8,731万円)
一部の特別支援学校に設置されているはまっ子ふれあいスクールにおいて、学校施設を活用し、

遊びを通じた異年齢児間の交流を促進することにより、児童・生徒の健やかな成長を支援します。
（運営か所数：５か所）

５ 放課後児童育成事業の質の向上に向けた取組＜拡充＞
(1）事業所への支援＜拡充＞ ※予算額は１、３、４に含む

ア　人材確保支援
事業所における人材確保支援のため、引き続き事業の認知度向上

を図るとともに、各事業所の求人情報の集約及び提供を行います。
イ　人材育成＜拡充＞

必要な知識や技術の習得ができるよう、子どもの育成支援や安全
・安心への対応など様々な研修を実施するとともに、各事業所によ

 る人材育成が一層進むよう支援します。
ウ　地域・民間事業者等との連携支援

クラブにおいて地域や民間事業者等と連携したイベントやプログ
ラムが実施できるよう支援を行います。

(2) より良い放課後の居場所づくりに向けた取組＜新規＞
ア　デジタル化の推進＜新規＞

クラウドサービス上で、クラブ向けの情報受伝達や一部の補助金
申請業務のオンライン手続きをモデル実施し、クラブと区局等との
連携及び将来的な事務負担軽減を図ります。

イ　事業の充実に向けた調査＜新規＞
利用児童と保護者のニーズ等を把握するための調査を行い、サー

ビスの充実や事業者への支援に向けた検討を進めます。

６ プレイパーク支援事業 ※環境創造局との共管事業 3,259万円 (3,259万円)
地域主体で、公園の一部を「子どもの自由な遊び場」として活用する、プレイパークの活動を

支援します。
（実施団体数：24団体）

本
年
度
の
財
源
内
訳

国 3,291,103

県 2,863,556

その他 2,454

市　費 5,034,628

差 引

6
放 課 後 の 居 場 所
づ く り

本 年 度

千円

11,191,741

前 年 度 11,028,893

162,848

基本施策②

【放課後キッズクラブの活動】

【放課後児童クラブの活動】

特集４

特集４

特集５
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事業内容

０歳から小学校期までの心身に障害のある、またはその可能性の
ある児童及びその家族を対象に、療育に関する相談、診療・評価、
集団療育等を実施しています。
また、療育の中核機関として、障害児が通う保育所や幼稚園、小

学校等の職員等を対象に障害の理解を深めるための支援を行ってい
ます。
方面別に設置している８センターに加えて、総合リハビリテー

ションセンターも同様の機能を担っており、合計９センターで18区
を担当しています。

１　地域療育センター運営事業＜拡充＞
39億2,186万円 (34億8,865万円)

(1) 初期支援の充実 ＜拡充＞ 1億2,808万円
利用申込後、早期に支援を開始するため、初期支援を充実しま

す。
〇子どもの遊びの場の提供とともに保護者への助言や相談対応を
行う「ひろば事業」を実施

〇心理職等の専門職による面接（相談対応）を実施
〇初期支援を実施するためのソーシャルワーカー、心理職、保育
士を配置

〇３センター（東部・西部・北部）で整備・事業を実施、６セン
ターで６年度の事業開始に向けた場所の確保等の準備

(2) 保育所等への支援の充実＜拡充＞ 5,580万円
障害のある児童が通う保育所、幼稚園、小学校等に、児童の特

性に合わせた適切な支援方法の助言を行う「巡回訪問」を拡充す
るため、各地域療育センターにソーシャルワーカーを増員します。

(3) 集団療育の充実＜拡充＞ 1億352万円
利用児童の増加が顕著な東部地域療育センターについて、６年

度の集団療育の場の増設に向けて、施設改修等の準備を進めます。
また、集団療育のクラスにおける医療的ケア児や行動障害のあ

る児童の対応のため、各地域療育センターに非常勤の看護師や保
育士等を配置します。

 〇各地域療育センター予算内訳 (4) 難聴通園事業所の開設＜新規＞
2,578万円

総合リハビリテーションセンターにお
ける、難聴児を対象とした事業所の分室
を開設します。

〇 地域療育センターの主なサービス内容

※総合リハビリテーションセンターについては、
障害児支援に係る経費の一部をこども青少年局予算としています。

9
地域療育センター
運 営 事 業

本 年 度

千円

3,921,863

59,600

その他

前 年 度 3,488,653

差 引 433,210

125

市　費 3,740,357

地域療育センター名 担当区

本
年
度
の
財
源
内
訳

国 121,781

県

(単位：千円)

本年度予算

1 東部地域療育センター 鶴見、神奈川 575,106

2 中部地域療育センター 西、中、南

4 西部地域療育センター 保土ケ谷、旭、瀬谷 519,393

3 よこはま港南地域療育センター

6 地域療育センターあおば 青葉 353,010

5 南部地域療育センター 磯子、金沢 478,675

計 3,921,863

8 戸塚地域療育センター 戸塚、泉 467,064

港南、栄 419,182

9 総合リハビリテーションセンター 港北 124,906

7 北部地域療育センター 緑、都筑 476,879

507,648

診　療　
・診断・検査
・評価・訓練　等

集団療育
（通園等）

・児童発達支援
・医療型児童発達支
　援

相談・地域支援等

・相談対応
・巡回訪問
・保育所等訪問支援
・障害児相談支援
・療育講座
・初期支援　等

基本施策④

特集４

特集４

特集４

【地域療育センターにおける療育訓練の様子】

※
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事業内容

障害児及び家族が安心して暮らせるよう、学齢期のデイサービス
や相談支援、重症心身障害児・者等への医療的ケア等を実施します。

1 障害児通所支援事業等＜拡充＞
204億5,078万円 (181億6,084万円)

(1) 障害児通所支援事業＜拡充＞
児童福祉法に基づく障害児通所支援事業等（児童発達支援、

放課後等デイサービス、保育所等訪問支援等）を利用する児
童に対する給付費を支出します。また、より多くの児童が障
害児相談を利用できるよう、引き続き、障害児相談支援事業
所への支援を行います。
○ 放課後等デイサービスの事業所見込数  530か所

(2) 障害児通所支援研修等事業＜拡充＞
障害児通所支援事業所のサービスの質の向上を図るため、

事業所向けに研修を実施します。
「横浜市版放課後等デイサービスガイドライン」に基づく

運営や虐待防止等の基本的事項、児童や保護者に対する適切
な支援の方法について、事業所の理解を深め、支援の質を確
保するために、研修内容のさらなる充実を図ります。

２ 学齢後期障害児支援事業＜拡充＞ 1億4,234万円 (1億2,855万円)
学齢後期(中学・高校生年代)の発達障害児を主な対象として、思春期における障害に伴う生活上の

課題の解決に向けて、診療、相談、学校等関係機関との調整及び家族への相談支援等を行います。
また、新たに４か所目の学齢後期障害児支援事業所を開設します。

３ 障害児医療連携支援事業＜拡充＞ 6,144万円 (5,086万円)
(1) 医療的ケア児・者等支援促進事業

医療的ケア児・者等の在宅生活を支えるため、医療的ケア児・者等コーディネーターを中心に関
係機関との連携や地域での受入れを推進します。

(2) 医療的ケアを担う看護師等に対する研修＜新規＞
　保育所や放課後児童健全育成事業所等において医療的ケアを担う看護師等の確保・育成を目的と
して、研修を実施します。

(3) メディカルショートステイ事業
常時医学的管理が必要な医療的ケアを要する重症心身障害児者等を在宅で介護する家族の負担軽

減を目的として、介護者の事情により一時的に在宅生活が困難になった場合などに市立病院や地域
中核病院等の協力を得て入院による受け入れ（メディカルショートステイ）を行い、在宅生活の安
定を図ります。
○ 協力医療機関数：11病院

(4) 重症心身障害児・者等の在宅生活支援
医療的ケアを要する重症心身障害児・者の在宅生活を支えるため、訪問看護師を対象とした研修

や在宅支援関係者との情報交換等を行う連絡会を開催し、医療環境の充実を図ります。

４ 特別児童扶養手当事務費 4,797万円 (5,358万円)
障害のある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的に手当を支給します。

当該手当事務のうち、請求の受付・認定等の事務を行います。手当は国から受給者に支給します。

５ 障害児入所支援事業等 26億7,267万円 (23億9,620万円)
障害や養護上の課題により、障害児施設に入所している児童に対する費用（措置費及び障害児入所

給付費）を支出するとともに、施設に対して職員の加配等を行い、機能強化を図ります。
さらに、契約により入所している児童の世帯に対して、措置による入所と同等の費用負担となるよ

うに、引き続き本市独自の利用者負担助成を行います。
また、福祉型障害児入所施設に入所する児童の地域移行に向けた相談支援を充実させるために、児

童のアセスメントや関係機関支援等を行うコーディネート業務を実施します。

在 宅 障 害 児 及 び
施設利用児童への
支 援 等

市　費 7,208,136

18,774

千円

前 年 度

差 引

本
年
度
の
財
源
内
訳

10

本 年 度
23,375,199

2,585,173

その他

国

20,790,026

11,058,719

県 5,089,570

特集４

特集４
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事業内容

　ワーク・ライフ・バランスの推進のため、普及・啓発、父親育児支
援、結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援に取り組みます。

１    ワーク・ライフ・バランスの推進 1,030万円 (1,030万円)
(1) ワーク・ライフ・バランスの普及・啓発
　社会全体で子育てに取り組む機運を醸成し、働きやすく子育て
にやさしい環境づくりを促進・支援するため、ワーク・ライフ・
バランス推進に関する市民向けの普及・啓発等に取り組みます。

(2) 父親育児支援
地域ケアプラザ等の身近な施設に加えて、市内企業においても父
親育児支援講座を開催します。
　また、啓発冊子やウェブサイト（ヨコハマダディ）による情報
発信を行います。

(3) 結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援
　結婚を希望する方及び子の結婚を希望する保護者向けセミナー
を開催します。

事業内容

「横浜市子ども・子育て支援事業計画」の推進のための会議や市民
向けフォーラムを開催するとともに、次期計画策定に向けたニーズ調
査等を実施します。
「横浜市子どもの貧困対策に関する計画」を推進するとともに、

計画に基づき、ヤングケアラーの支援の充実に取り組みます。

１    横浜市子ども・子育て支援事業計画の推進＜拡充＞
9,007万円 (753万円)

(1) 横浜市子ども・子育て会議の開催
有識者や子育て支援者、教育・保育関係者、市民委員等からな

る子ども・子育て会議において、計画の実施状況の点検・評価等
に関する審議を行います。

(2) 子ども・子育て家庭を支える機運の醸成
計画の理念に基づき、地域社会全体で子ども・子育てを支える

機運の醸成に向けて、市民向けフォーラムを開催します。

(3) ニーズ調査等＜新規＞
次期計画策定に向け、子ども・子育て支援法等に基づき、子育

て家庭の状況や意向を把握するためニーズ調査等を実施します。
あわせて、こども基本法の趣旨を踏まえ、子どもから意見を聴

く取組を進めます。

２    横浜市子どもの貧困対策に関する計画の推進＜拡充＞ 4,419万円 (1,420万円)
(1) 子どもの貧困対策に関する計画推進会議の開催

子どもや家庭への支援に関わる団体・事業者や学識経験者、学校関係者等からなる会議において、
計画推進のための意見聴取等を行います。

(2) ヤングケアラーの支援に向けた取組＜拡充＞
４年度に実施した実態把握調査の結果等を踏まえ、地域全体で子どもたちを見守り、支える環境づ

くりを進めます。
ア　広く市民に向けた広報・啓発や関係機関向け研修等を推進し、ヤングケアラーについての理解を
深めます。

イ　ヤングケアラーの精神的負担軽減を図るため、ピアサポートやオンラインサロンを実施する支援
団体への補助を行います。

ウ　ヤングケアラーの身体的負担軽減を図るため、家事や育児支援を必要とする家庭がヘルパー派遣
事業を利用しやすくなるよう、事業者への委託単価を増額し、利用機会の拡充を図ります。

エ　関係機関の連携強化や支援のさらなる拡充に向けて、有識者等を含む検討会を設置します。
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Ⅰ 令和５年度 予算案の考え方 

 

 

新型コロナウイルスの感染拡大の波が繰り返されるなか、医療局では、今後も想定され

る感染症の流行に備え、市内医療機関との連携・協力のもと、コロナ患者の受入病床の確

保などの取組を進め、日常の地域医療と新型コロナウイルス感染症医療との両立を図って

いきます。 

 

また、超高齢社会の進展に伴い急増する医療需要に対し、必要なときに必要な医療を提

供できるよう、病床機能の確保、医療人材の確保・育成支援、データを活用した医療政策

を着実に推進していきます。あわせて、医療・介護・予防・生活支援・住まいが、住み慣れ

た地域で一体的に提供される「地域包括ケアシステム」の構築に向け、更に「医療と介護

の連携強化」や「地域医療・在宅医療の充実」を進めていきます。 

 

 市立病院は、新型コロナウイルス感染症の専用病床を確保するなど、引き続き新興・再

興感染症への対応において中核的な役割を担います。また、初年度となる「横浜市立病院

中期経営プラン 2023-2027」に基づき、救急・災害時医療や周産期・小児医療などの政策的

医療の提供を充実させるとともに、地域包括ケアシステムの構築に向けた支援を行うなど、

地域医療のリーディングホスピタルとして先導的な役割を果たします。 

 

 令和５年度は、６年度を初年度とする「よこはま保健医療プラン」を策定します。策定

にあたっては、これまでに積み重ねてきた取組や成果を踏まえつつ、コロナ禍で生じた情

勢の変化を的確に捉え、本市の実情に即した保健医療体制の在り方を検討していきます。 

 

 医療局・医療局病院経営本部は、『市民の皆様が将来にわたって住み慣れた横浜で、安全・

安心に暮らすことのできる最適な地域医療の提供』の実現に向け、引き続き着実に取組を

進めていきます。 

 

 

 

 



Ⅱ 令和５年度 予算案について 

 

 

 令和５年度予算案総括表 

 

（１）医療局 

（単位：千円） 

区  分 令和５年度 
令和４年度 

（当初予算） 

 

差引増△減 （％） 

一   般   会   計 11,216,770 11,372,165 △ 155,395 △ 1.4 

 

７款 健康福祉費 3,799,144 4,058,400 △ 259,256 △ 6.4 

 職員人件費 797,945 766,489  31,456  4.1 

 事業費 3,001,199 3,291,911 △ 290,712 △8.8 

  
新型コロナウイルス 
感 染 症 対 策 

（34,139） （252,836） （△ 218,697） （△ 86.5） 

17款 諸支出金 7,417,626 7,313,765  103,861  1.4 

 病院事業会計繰出金 7,417,626 7,313,765  103,861  1.4 

特 別 会 計 398,805 386,104  12,701  3.3 

 介護保険事業費会計 398,805 386,104  12,701  3.3 

合 計 11,615,575 11,758,269 △ 142,694 △ 1.2 

 

  ※令和５年度の医療局予算一般会計分については、医療政策上、必要な予算を確保した上で、新型 

コロナウイルス感染症対策に係る経費の減（218,697千円）などにより、令和４年度と比較して、

全体で1.4％（155,395千円）の減となりました。 

 

  



１　デジタル時代にふさわしい医療政策の推進

（１）医療ビッグデータ活用した分析（2,706万円）
・医療ビッグデータ活用事業 2,706 万円

（２）ICTを活用した地域医療連携の推進（854万円）
・2025年に向けた医療機能確保事業（ICTを活用した地域医療連携） ＊ 854 万円

２　2025年問題に対応できる地域医療構想の実現

（１）病床機能の確保等（1億 7,440万円）
・2025年に向けた医療機能確保事業（病床確保） 599 万円
・南部病院再整備支援事業 9,100 万円
・地域中核病院支援事業 7,741 万円

（２）地域における医療連携の推進（2,056万円）
・2025年に向けた医療機能確保事業（ICTを活用した地域医療連携） ＊ 1,704 万円
・在宅医療推進事業 ＊ 70 万円
・在宅医療・介護連携推進事業（介護保険事業費会計） ＊ 282 万円

（３）人材確保・育成（6億 6,200万円）
・2025年に向けた医療機能確保事業（医療人材等確保・働き方改革） 1,504 万円
・看護人材確保事業 5億 1,786 万円
・横浜市病院協会看護専門学校設備改修費補助事業 1億 2,000 万円
・在宅医療推進事業 ＊ 236 万円
・在宅医療・介護連携推進事業（介護保険事業費会計） ＊ 546 万円
・医療政策人材育成事業 129 万円

（４）歯科保健医療の推進（9,514万円）
・歯科保健医療推進事業 9,514 万円

（５）国際化への対応（460万円）
・医療の国際化推進事業 460 万円

（６）市民啓発の推進（5,108万円）
・医療に関する総合的な市民啓発推進事業 3,091 万円
・在宅医療・介護連携推進事業（介護保険事業費会計） ＊ 2,017 万円

（７）よこはま保健医療プランの次期プラン策定（1,378万円）
・2025年に向けた医療機能確保事業（保健医療プラン次期プラン策定） 1,378 万円

（８）新型コロナウイルス感染症等の新興・再興感染症対策（3,414万円）
・感染症対応人材強化事業 2,000 万円
・Ｙ－ＣＥＲＴ強化事業 1,414 万円

３　妊娠・出産から一貫した子どものための医療体制の充実

（１）産科医療対策（1億 985万円）
・産科医療対策事業 1億 985 万円

（２）小児・周産期救急医療対策（2億 8,788万円）
・小児救急医療対策事業 ＊ 2億 3,538 万円
・周産期救急医療対策事業 ＊ 5,250 万円

（３）こどもホスピス支援（500万円）
・こどもホスピス（在宅療養児等生活支援施設）支援事業 500 万円

令和５年度 予算体系図

 10億 5,570万円

3,560万円

4億 273万円

◆ 一万円未満は、四捨五入しているため、合計欄と一致しない場合があります。

◆＊印を付している事業については再掲箇所があります。



４　がんをはじめとする５疾病対策の推進

（１）がん対策の推進（1億 2,893万円）
・総合的ながん対策推進事業 ＊ 1億 2,893 万円

（２）心血管疾患対策、疾病の重症化予防（6,377万円）
・疾病対策推進事業 5,477 万円
・在宅医療・介護連携推進事業（介護保険事業費会計） ＊ 900 万円

５　救急・災害時医療体制の強化

（１）救急医療体制の充実（15億 2,414万円）
・救急医療センター運営事業 4億 6,013 万円
・初期救急医療対策事業 3億 7,476 万円
・二次救急医療対策事業 3億 6,338 万円
・小児救急医療対策事業 ＊ 2億 3,538 万円
・周産期救急医療対策事業 ＊ 5,250 万円
・精神疾患を合併する身体救急医療体制事業 1,459 万円
・疾患別救急医療体制事業 27 万円
・超高齢社会におけるドクターカーシステム整備事業 1,956 万円
・その他の救急医療対策 358 万円

（２）災害時医療体制の整備（6,057万円）
・災害時医療体制整備事業 5,703 万円

354 万円

６  在宅医療支援の充実

（１）在宅医療の推進（4億 1,616万円）
・在宅医療推進事業 ＊ 1,735 万円
・在宅医療・介護連携推進事業（介護保険事業費会計） ＊ 3億 9,881 万円

～ その他医療局予算 ～
・医療局人件費 7億 9,795 万円
・医療総務諸費 1,595 万円
・医療政策推進事業 1,706 万円
・医療機関整備資金融資事業 364 万円
・横浜市保健医療協議会 69 万円
・旧市民病院跡地整備事業 1,200 万円
・病院事業会計繰出金      74億 1,763 万円

一般会計
介護保険事業費会計

７　市立病院における取組と経営（地方公営企業法の全部適用）

3億 9,881万円

15億 8,471万円

1億 9,270万円

・横浜救急医療チーム（YMAT）運営事業

4億 1,616万円

令和５年度予算額（医療局分）

112億 1,677万円

432 億 2,739 万円 443 億 8,035 万円 5 億 954 万円

市 民 病 院 320 億 4,881 万円 334 億 707 万円 338 万円

脳 卒 中 ・ 神 経
脊 椎 セ ン タ ー

91 億 4,064 万円 94 億 4,060 万円 91 万円

み な と赤 十字 病院
（指定管理者制度）

20 億 3,794 万円 15 億 3,268 万円 5 億 526 万円

※経常収支は、収益的収支から特別損益及び予備費を除いたものです。

収 益 的 支 出 経 常 収 支 ※

病 院 事 業 会 計

収 益 的 収 入



 
新規・拡充事業は＜新規＞・＜拡充＞、神奈川県地域医療介護総合

確保基金を活用した事業は★を、該当項目に付記しています。 
 

 

 

 

 

団塊の世代が後期高齢者になり、医療・介護のニーズが飛躍的に増大する2025年に向けて、超高齢社

会における市民生活の安全・安心を確保することが喫緊の課題となっています。 

とりわけ、本市は基礎自治体の中で高齢者の増加数が最も多く、限られた社会資源を効率的・効果的

に活用し、適切な医療・介護サービスを将来にわたって安定的に提供していく必要があります。 

この課題を解決するため、「病床機能の確保等」「地域における医療連携の推進」「人材の確保・育成」

及び「市民啓発の推進」を柱に取り組みます。 

  

（１） 病床機能の確保等                     １億 ７，４４０万円（前年度 1億 7,290万円） 

本市においては、高度急性期・急性期を担う病床は将来も充足する一方で、回復期・慢性期を担う病

床は需要の増加が見込まれています。このため、地域の医療関係者が参加する地域医療構想調整会議等

で今後の医療提供体制について検討するとともに、神奈川県地域医療介護総合確保基金1（以下「県基金」）

等を活用しながら、病床機能の転換や増床に対する支援を進めます。また、高度急性期・急性期医療や

政策的医療を担う地域中核病院等に対する支援を継続します。 

 

ア 病床機能転換及び増床の促進    599 万円（前年度 567 万円） 

市域でバランスの良い医療提供体制を構築するため、医療需要の動向や既存の医療資源等に関す

る調査・分析を継続的に実施します。調査結果については、関係者が将来の医療需要を踏まえて病

床機能について検討できるよう活用します。 

 

 

                             
1 神奈川県地域医療介護総合確保基金：団塊の世代が後期高齢者となる 2025 年に向けて、医療、介護サービスの提供体制を充実する

ため、平成 26 年４月以降に消費税が引き上げられた際の増収分を財源として設置された基金で、県が作成する計画に基づき事業を実

施している。（根拠法令：地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律） 

医療機能の名称 医療機能の内容

高度急性期機能

〇急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高い医療
　を提供する機能
　　※高度急性期機能に該当すると考えられる病棟の例
　　　救命救急病棟、集中治療室、ハイケアユニット、新生児集中治療室、
　　　新生児治療回復室、小児集中治療室、総合周産期集中治療室であるなど、
　　　急性期の患者に対して診療密度が特に高い医療を提供する病棟

急性期機能 〇急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能

回復期機能

〇急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提
　供する機能
〇特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頚部骨折等の患者に対し、ADL
　の向上や在宅復帰を目的としたリハビリテーションを集中的に提供する機能
　（回復期リハビリテーション機能）

慢性期機能
〇長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能
〇長期にわたり療養が必要な重度の障害者（重度の意識障害者を含む）、
　筋ジストロフィー患者又は難病患者等を入院させる機能

※厚生労働省資料より抜粋 ＜病床機能について＞ 

２ ２０２５年問題に対応できる地域医療構想の実現  １０億 ５，５７０万円 
   （前年度 13億 2,385万円） 

Ⅲ 主な取組 



 

 イ 地域中核病院の支援 

（ア）南部病院の再整備支援    9,100 万円 ＜拡充＞（前年度 6,500 万円） 

    昭和 58 年 6 月に開院した済生会横浜市南部病院について、資源循環局旧港南工場敷地への移 

   転に向け、都市計画変更の準備をするとともに、南部病院が実施する新病院の基本設計・実施設 

計の一部を補助します。  

 

 （イ）地域中核病院の支援    7,741 万円（前年度 1 億 223 万円） 

    昭和大学横浜市北部病院及び済生会横浜市東部病院が、病院建設時に借り入れた資金の利子に 

   対する補助を行います。  

 

    ＜医療提供体制のイメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 地域における医療連携の推進         ２，０５６万円（前年度 3,995万円） 

 

ア 遠隔ICU2体制整備支援   850万円 （前年度 2,700万円） 

働き方改革や医療の質向上を図るため、横浜市立大学附属病院を中心とした「遠隔医療体制（遠

隔 ICU）」の関連経費を補助します。令和４年度に実現した 24 時間 365 日の運用を維持しながら効

率化を進め、市立・市大４病院間での連携を継続します。 

 

イ ICT を活用した地域医療ネットワークの構築    854 万円（再掲）（前年度 454 万円） 

                             
2
 Ｉ Ｃ Ｕ

アイシーユー

（Intensive Care Unit）：重篤な急性機能不全の患者を 24 時間体制で管理し、より効果的な治療を施すことを目的とした治療室のこと。 



 

（３） 人材確保・育成                      ６億 ６，２００万円（前年度 7 億 560 万円） 

  

 増大する医療ニーズに対応できるよう、地域医療を支える医師・看護師等の医療人材の確保・育成に

向けた取組を充実させます。 

働き方改革の関連法が平成 31 年４月から施行され、医師についても令和６年４月より時間外労働の

上限規制が適用されるため、市内病院の取組が円滑に進むよう支援を行います。また、人材確保体制に

不安を抱える市内の病院を対象とした採用支援を行うほか、看護専門学校の運営支援や資格を持ちなが

ら就業していない看護師（潜在看護師）の復職支援を継続します。あわせて在宅医療を担う医師の養成・

確保対策を進めます。 

 

 ア 医療人材の確保 

（ア）市内病院（特に病床数 200 床未満の病院）の人材確保支援   1,050 万円（前年度 1,050 万円） 

    市内病院の採用活動を支援するため、地方合同就職説明会への参加やＷＥＢ合同説明会を開催 

します。 

 

（イ）医師等の働き方改革取組支援    454 万円（前年度 554 万円） 

医療従事者の負担軽減に向けた、市内病院の働き方改革への対応が円滑に進むよう、医療従事

者のタスクシフトを進めるための人材育成研修等を支援します。 

 

 イ 看護人材の確保 

 （ア）看護専門学校の運営支援    5 億 1,716 万円（前年度 5 億 1,791 万円） 

横浜市医師会聖
せい

灯
とう

看護専門学校及び横浜市病院協会看護専門学校に対し、運営費を補助します。 

 

（イ）看護師復職支援    70 万円（前年度 70 万円） 

    潜在看護師の再就職及び復職後の定着を推進するため、復職後の看護師に対しフォローアップ

研修を実施します。 

 

 ウ 横浜市病院協会看護専門学校の設備改修費補助    1 億 2,000 万円（前年度 1 億 6,000 万円） 

平成７年に開所した横浜市病院協会看護専門学校について、設備の不具合が生じていることから、 

県基金等を活用しながら、長期保全計画に基づいた改修に係る費用を補助します。 

 

エ 在宅医療を担う医師の養成    27 万円（前年度 27 万円） 

      在宅医療の充実を図るため、横浜市医師会と連携して研修を行い、在宅医療を担う医師を養成 

します。 

 

 

 

 

 

 



 

オ  在宅医療を支える訪問看護師の育成 

  （ア）訪問看護師人材育成支援    190 万円 ＜社会福祉基金活用事業＞（前年度 194 万円） 

    地域において即戦力として活躍できる訪問看護師を育成するため、横浜市立大学と協働で開発

した人材育成プログラムを周知・運用します。また、訪問看護師のキャリア開発・スキルアップ

として、研修・教育支援体制を整備し、地域での人材育成体制を構築します。 

 

  （イ）訪問看護師対応力サポート    14 万円 ＜社会福祉基金活用事業＞（前年度 14 万円） 

   訪問看護師が、医療依存度の高い患者に対して質の高い看護を提供できるよう、病院等で勤務 

する専門看護師・認定看護師によるサポートを受けられる機会を確保します。 

 

 カ 在宅医療推進のための人材育成    152 万円 ＜介護保険事業費会計＞（前年度 241 万円） 

   在宅医療・介護サービスを一体的に提供するためのより質の高い連携を目指して、医療・介護連

携に関わる人材を育成する研修を実施します。 

 

  キ 医療政策を担う職員の育成    129 万円（前年度 144 万円） 

   超高齢社会において安定した医療提供体制を確保するためには、医療、病院経営、保健・福祉な 

ど幅広い知識をもとに医療政策を立案・実行する職員が求められます。そのため、横浜市立大学が

実施する課題解決型高度医療人材養成プログラム等への派遣研修を行います。 

また、職員の専門性を高めるために有効な資格取得等への支援を行います。 

 

 

（４） 歯科保健医療の推進                     ９，５１４万円（前年度 9,414万円） 

 

 ア 歯科保健医療センターの運営支援    8,954万円（前年度 8,954万円） 

   夜間・休日昼間の歯科診療、心身障害児・者歯科診療や通院困難者等に対する訪問歯科診療を行

う横浜市歯科保健医療センターの運営費の一部を補助します。 

 

イ 歯科保健医療の推進   561 万円 ＜拡充＞（前年度 461 万円） 

   周術期口腔ケアの市民啓発に取り組むほか、歯科医師等を対象に横浜市歯科医師会が実施する障

害児・者歯科診療に関する研修及び誤嚥性肺炎対策に関する嚥下機能評価研修に係る費用の一部を

補助します。 

また、障害児・者歯科保健医療推進のため、障害児・者歯科診療の需要や応需体制等について調

査を実施します。 

 

 

（５） 国際化への対応                            ４６０万円（前年度 610万円） 

 外国人の方が安心して受診できるよう、本市が電話医療通訳事業者と委託契約を行い、市内の病院・

夜間急病センター等に多言語に対応した電話医療通訳・翻訳サービスを提供します。 

また、医療に関する情報発信等について、多言語対応を推進します。 



 

（６） 市民啓発の推進                   ５，１０８万円（前年度 5,002万円） 

  市民の皆様に医療を身近に感じていただき、将来の具体的な受療行動の変容につなげるため、民間

企業等との連携による手法で医療広報を実施する「医療の視点」プロジェクトを平成 30 年 10 月より

開始しました。令和５年度も引き続き本プロジェクトのもとで、医療に関心の低い方の興味を引き共

感を促進する大規模な啓発を企画・実施するとともに、統一コンセプトによるリーフレット等デザイ

ン制作を通じた分かりやすい情報発信を行います。 

実施にあたっては、取組への共感促進による波及拡大や、メディア報道及びＳＮＳ活用による評判 

化を図り、将来にわたり安全・安心に医療を受けられる意識の醸成を目指します。 

※＜「医療の視点プロジェクト」実施イメージ＞は、次頁参照 

 

ア 医療マンガ大賞 2,688 万円（前年度 2,688 万円） 

同じ出来事でも、立場によって捉え方が異なるという点に着目 

し、患者や医療従事者それぞれによる異なる視点から感情の起伏 

を含むマンガで描き、共感とともに医療に関心を向けてもらうこ 

とを目的として、「医療マンガ大賞」を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 心臓リハビリテーション啓発  125万円 ＜社会福祉基金活用事業＞＜拡充＞（前年度 60万円） 

    市民への啓発を推進するため、令和４ 

年度に作成したマンガを活用した啓発冊 

子の増刷を行うとともに、冊子を元にし 

た動画を作成します。 

 

 

   

 

 

ウ 乳がん啓発    60 万円＜新規＞ 

  令和４年度に作成した、医療者が伝えたい乳がんの情報提供 

コンテンツ「よこはま乳がん」ウェブサイトの内容を充実させ 

るとともに、患者さんや市民の方にウェブサイトを周知するた 

めのポスターやチラシなどを作成します。 

 

＜マンガを使った啓発冊子＞ 

令和元年度から毎年実施しています。 
【第４回医療マンガ⼤賞テーマ】（令和４年度） 
 

①看取りが近づいた時に 
②循環器病対策 早期受診の⼤切さ          ・第４回マンガ応募数 44 本 
③慢性期医療の現場を⽀える⼈々           （第１回からの延べ応募数 262 本） 
④⻭科受診のタイミング【⻭科分野のテーマは新規】  ・協⼒法⼈（原作、副賞提供等） 15 法⼈ 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７） よこはま保健医療プランの次期プラン策定     １，３７８万円（前年度 230 万円） 

ア よこはま保健医療プラン 2024 の策定に向けた検討 1,378 万円 ＜拡充＞（前年度 230 万円）      

令和６年度から令和 11 年度までの６年間を計画期間とする次期プラン策定に向けて、よこはま

保健医療プラン策定検討部会の開催、素案のパブリックコメント等を行い、検討を進めていきます。 

 

（８） 新型コロナウイルス感染症等への対応   ３，４１４万円（前年度 2億 5,284万円） 

ア 感染症対応人材強化事業  2,000 万円 ＜社会福祉基金活用事業＞ ★（前年度 6,000 万円） 

今後想定される新型コロナウイルス感染症の再拡大や新興感染症に備え、長期的な市内病院の感 

染症への対応力強化を目的とした研修の参加や資格取得等を支援します。 

 

イ Ｙ－ＣＥＲＴ強化事業    1,414 万円（前年度 1,584 万円） 

  令和２年４月に横浜市新型コロナウイルス対策本部の立ち上げに伴い設置された「医療調整本部

（Ｙ－ＣＥＲＴ）」を引き続き運営します。 

当該本部は、感染者の発生状況や医療機関の入院状況などの情報を収集するとともに、救命救急 

センターの救急医や横浜市医師会の医師の医学的見地からの助言等に基づき、円滑な患者の入院及 

び転院調整等を行うことで、一般医療と感染症医療との両立を図り、医療崩壊を防ぎます。 

 

 

  

＝認知症の人を支える医療提供体制＝ 

高齢化の更なる進展に伴い、2025 年には約 20 万人（高齢者の５人に１人）の方が認知症を抱え

ながら生活することが推計されています。本市では認知症の方に優しい地域を目指し、医療・介護・

福祉・保健・地域づくり等が一体となって取組を進めています。 

認知症の状態に応じた切れ目ない医療対応等ができるよう、認知症疾患医療センター、専門医療

機関、認知症初期集中支援チーム、認知症サポート医、かかりつけ医など関係機関の連携を、健康

福祉局と一体となって検討・促進し、医療提供体制の更なる強化に取り組みます。 

■リーフレット等のデザイン 

■         Web ページ記事掲載 

■医療マンガ⼤賞 

＜「医療の視点プロジェクト」実施イメージ＞ 



 

 

 

 

 

 

市民が安心して出産・子育てができる環境を確保するため、産科医療対策や小児・周産期救急医療 

対策として、医療機関への支援や医療提供体制の整備を進めます。また、療養中心の生活を送る子ど

もと家族を支える施設「こどもホスピス」の運営支援のため、事業費の補助を行います。 

 

（１） 産科医療対策               １億９８５万円 ★（前年度 1 億 988 万円） 

  産科医療体制の充実を図るため、産科拠点病院に対し、運営費等の補助を行うほか、分娩を扱う 

医療機関に対し、産科医師の確保や当直業務の負担軽減などを支援するための経費等の一部を補 

助します。  

＜産科拠点病院：横浜労災病院、横浜市立市民病院※、済生会横浜市南部病院＞ 

                          ※横浜市立市民病院は繰出金による対応 

 

（２） 小児・周産期救急医療対策     ２億８，７８８万円 （前年度 2億8,778万円） 

ア 小児救急医療対策    2 億 3,538 万円 ★（前年度 2 億 3,528 万円） 

    夜間に増加する傾向のある小児患者の受入体制を確保するため、24 時間 365 日の救急車の受入 

体制等をとっている「小児救急拠点病院」（7か所）について運営に係る経費の一部を補助します。 

 

イ 周産期救急医療対策    5,250 万円（前年度 5,250 万円） 

    周産期救急について、三次救急を担う聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院の周産期センター 

や地域の産科クリニックなどからの患者を受け入れる周産期救急連携病院の体制確保等に係る経

費を補助します。また、新規に整備したNICU3及びGCU4の整備費を補助します。 

※＜小児救急拠点病院と市周産期救急医療体制 図＞は、次頁参照 

 

（３） こどもホスピス支援                ５００万円（前年度 500 万円） 

    いのちに関わる病気で治療中心の生活を送る 

子どもと家族を支える「横浜こども 

   ホスピス～うみとそらのおうち」の事業費 

（看護師の人件費）の一部を引き続き補助 

します。 

 本市では、こどもホスピスの運営 

支援のため、事業費の補助の 

ほか、市有地の無償貸付を行っています。 

                             
3 Ｎ Ｉ Ｃ Ｕ

エヌアイシーユー

（Neonatal Intensive Care Unit）： 低出生体重児や重い病気のある新生児などを専門に治療するため、保育器や人工呼吸器、心拍

数を監視する機器などを備え、新生児特定集中治療室管理料の施設基準を満たす病床 

4 Ｇ Ｃ Ｕ
ジーシーユー

（Growing Care Unit）： ＮＩＣＵを退室した児を受け入れる後方病床。ＮＩＣＵと同等の医療機器などを備え新生児治療回復室入院医療

管理料の施設基準を満たす病床 

３ 妊娠・出産から一貫した子どものための医療体制の充実         

４億２７３万円 
    （前年度 4億 266万円） 

＜施設内観（こどもホスピス提供）＞ 



 

                                                    

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

地域包括ケアシステム5の構築に向け、在宅医療を支える医師を始めとした人材の確保・育成や全区 

の在宅医療連携拠点を中心に、医療と介護が切れ目なく、効率的に提供されるよう連携に取り組みます。 

あわせて、医療的ケア児・者等の在宅医療を支える取組を関係局と連携して進めます。 

 

（１） 在宅医療の推進                    ４億 １,６１６万円（前年度 4億 1,391万円） 

 ア 在宅医療推進事業 

（ア）在宅医療を担う医師の養成    27 万円（再掲）（前年度 27 万円） 

 

 （イ）在宅医療バックアップシステムの推進    70 万円 （前年度 70 万円） 

    在宅医療に携わる医師の負担を軽減するため、在宅医が二人一組で互いの在宅患者の副主治医 

を務め、主治医が不在等の際に副主治医が患者の看取り（緊急対応も含む）の対応を行う「主治 

医・副主治医制」を、横浜市医師会と協働して行います。 

 

 （ウ）在宅医療を支える訪問看護師の育成（再掲） 

 ◎訪問看護師人材育成支援    190万円 ＜社会福祉基金活用事業＞（前年度 194万円） 

 ◎訪問看護師対応力サポート   14万円 ＜社会福祉基金活用事業＞（前年度 14万円） 

 

 （エ）在宅医療を担う有床診療所支援    360 万円（前年度 361 万円） 

    緊急一時入院やレスパイト6機能を担うなど、在宅医療連携拠点と緊急一時入院受入れの協定 

を締結している有床診療所を支援するため、夜間帯の看護師人件費の一部を補助します。 

 

 （オ）小児在宅医療の推進 

       ◎医療的ケア児・者等の在宅医療支援    628 万円 (前年度 1,425 万円） 

 （総事業費3,767万円：こども青少年局・健康福祉局・医療局・教育委員会の４局で実施） 

医療的ケア児・者等の在宅生活を支えるため、医療・福祉・教育等の多分野にわたる調整

を行うコーディネーターによる支援等を継続して実施します。 

 

◎小児訪問看護ステーション支援    171万円 ＜社会福祉基金活用事業＞（前年度 171万円） 

小児訪問看護を行う訪問看護ステーションを確保するため、小児用の医療機器の購入費や

小児医療に関する研修の受講費について補助を行います。 

 

                             
5 地域包括ケアシステム： 団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを

人生の 後まで続けることができるよう、介護・医療・介護予防・生活支援・住まいが一体的に提供されるシステム。保険者である市町村や都道府

県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の特性に応じて作り上げていくことが必要とされる。 
6 レスパイト: 一時的中断、小休止などの意味。在宅療養者を介護する家族等の病気や事故、冠婚葬祭、介護疲れといった事由から、在宅療養

者のケアを医療機関や施設等が一時的に代替すること。 

 

６ 在宅医療支援の充実                          ４億 １，６１６万円 
    （前年度 4億 1,391万円） 



 

イ 在宅医療・介護連携推進事業 ＜介護保険事業費会計＞ 

 （ア）在宅医療連携拠点の運営    3 億 5,673 万円（前年度 3 億 5,663 万円）  

 病気があっても住み慣れた自宅等で、安心して継続的な在宅医療・介護を受けることができる

よう、在宅医療や介護に関する相談支援や医療・介護従事者の多職種連携、市民啓発などを行う

各区の在宅医療連携拠点を、横浜市医師会と協働して運営します。 

 

（イ）疾患別医療・介護連携事業  1,335 万円＜新規＞（一部再掲） 

高齢者人口の増加に伴い、重症化予防や病状管理のため、在宅医療と介護の連携に関する相談・

支援ニーズが高まると予測される糖尿病、誤嚥性肺炎、心疾患、緩和ケアについて、療養上の課

題解決に向けた支援体制を強化します。 

 

（ウ）在宅療養移行支援    282 万円（前年度 271 万円）       

 医療機関から在宅へスムーズに移行できるよう、「入院・退院サポートマップ」、「入院時・退院 

時情報共有シート」の活用や、介護職を対象とした「介護職のための看取り期の在宅療養サポー 

トマップ」、本人や支援者を対象とした「高齢者のための看取り期の在宅療養ケアマップ」の普及 

啓発を進めます。 

 

 （エ）在宅医療推進のための人材育成   152 万円（再掲）（前年度 241 万円） 

 

（オ）人生の最終段階における医療等に関する検討・啓発 1,823 万円 ＜拡充＞（前年度 1,623 万円） 

「人生会議7」(アドバンス・ケア・プランニング：略称ＡＣＰ）の普及を図るため、自らが望 

む医療やケアを考え、家族等と話す際の手助けとなる「もしも手帳」を配布するほか、様々な

場で「横浜市『人生会議』短編ドラマ」を活用した市民啓発を進めます。 

また、今後の普及啓発の方法を検討するため、市民意識調査を行います。 

 

＜横浜市「人生会議」短編ドラマＰＲ用名刺サイズカード＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
7 人生会議：自らが望む人生の最終段階における医療・ケアについて、前もって考え、家族や医療・ケアチーム等と繰り返し話し合い

共有する取組を「アドバンス・ケア・プランニング」と呼ぶ。その愛称が、厚生労働省による公募により「人生会議」に決定した。 





 

 

 

 

 

 

 

全国的にもユニークな医療広報プロジェクトで、 

医療が市民の皆様の身近な存在になるよう、情報をお届けします。 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-

iryo/iryo/iryonoshiten/iryonoshiten.html 
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 これらの取組を通じて、学校と家庭、地域、社会が連携・協働しながら、⼀⼈ひとりを
⼤切にした教育を⽇々実践します。また、SDGs 未来都市として、学校教育においても、
SDGs との関係性を意識した教育活動を展開していきます。
 なお、市⽴学校においても引き続き、適切な感染症対策を講じながら、児童⽣徒の充実
した学びに資する取組を進めていきます。

意欲や能⼒の⾼い教員の確保に向けた採⽤活動や研修の実施、部活動指導員の配置促進な
ど地域移⾏を⾒据えた持続可能な部活動の実現、学校業務のアウトソースの推進など、教
職員の採⽤・育成・働き⽅改⾰の⼀体的な改⾰

学校施設の計画的な建替えの推進や、空調設備やエレベーターの設置・更新などの安全・
安⼼な施設環境の確保

全ての市⺠が居⼼地よく豊かな時間を過ごせるとともに、まちの魅⼒づくりにも貢献する
図書館像を描いたビジョンの策定、図書館情報システムにおけるモバイル端末から操作
可能な機能の充実など図書館サービスの充実

令和5年度予算の主な事業

「横浜市学⼒・学習状況調査」の改定・実施による児童⽣徒⼀⼈ひとりの「学⼒」の伸び
の把握と調査結果の学びへの活⽤推進、認知・⾮認知能⼒の研究や１⼈１台端末の安定的
な運⽤などの教育DXの推進
⽇本語指導が必要な児童⽣徒への⽀援や、医療的ケアなど特別⽀援教育の更なる推進、不
登校児童⽣徒の学びの保障や社会的⾃⽴に向けた⽀援など、⼀⼈ひとりの個性や発達段階
に応じた教育活動の充実

いじめなど児童⽣徒が抱えている様々な課題に対する、未然防⽌や早期解決に向けた児童
⽣徒⽀援体制の強化

中学校給⾷の利⽤を原則とした、新しい横浜の中学校給⾷の実現に向けた準備

令和５年度は、令和４年１２⽉に策定した「横浜市中期計画2022〜2025」が掲げる基
本戦略「⼦育てしたいまち 次世代を共に育むまち ヨコハマ」の実現に向けて、未来
を担う⼦どもの教育の充実に取り組みます。

令和４年度中に策定予定の「第４期横浜市教育振興基本計画」で定める、「⼀⼈ひと
りを⼤切に」、「みんなの計画・みんなで実現」、「EBPM（エビデンスに基づく政策
形成）の推進」の３つの視点に基づき、⼀⼈ひとりの成⻑に焦点を当てた教育政策を展
開し、横浜教育ビジョン2030で掲げる「⾃ら学び 社会とつながり ともに未来を創る
⼈」の育成を⽬指します。

令和５年度教育予算案の考え⽅
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増減

一般会計 46億5,474万円 （＋1.7％）

教育施策の推進にか
かる経費

34億4,429万円 （＋4.8％）

教職員人件費等 ▲26億4,120万円 （▲1.6％）

教育施設整備費 38億5,165万円（＋12.2％）

差　 引 備 考

校 校 校
506 507 ▲ 1

小　　学　　校 337 337 0

中　　学　　校 144 145 ▲ 1
統合：上白根北中（旭北中と上白根中
が統合）

義務教育学校 3 3 0

高  等  学  校 9 9 0

特別支援学校 13 13 0
人 人 人

260,370 263,501 ▲ 3,131

小　　学　　校 172,355 174,869 ▲ 2,514

中　　学　　校 76,089 76,683 ▲ 594

義務教育学校 2,405 2,457 ▲ 52

高  等  学  校 7,940 7,962 ▲ 22

特別支援学校 1,581 1,530 51
学級 学級 学級

10,088 10,018 70

小　　学　　校 6,847 6,754 93
個別支援学級の増による
学級数の増

中　　学　　校 2,479 2,488 ▲ 9

義務教育学校 93 92 1

高  等  学  校 222 222 0

特別支援学校 447 462 ▲ 15

※小・中・義務教育学校の児童生徒数、学級数は個別支援学級を含む

※小学校は、市場小学校けやき分校、新井小学校桜坂分校を含む

※中学校は、新井中学校桜坂分校、南高等学校附属中学校、

横浜ｻｲｴﾝｽﾌﾛﾝﾃｨｱ高等学校附属中学校を含む

※高等学校のうち、戸塚高校（全日制と定時制）、横浜商業高校（全日制と別科）はそれぞれ１校として計上

746億3,622万円 711億9,193万円

1,627億2,778万円 1,653億6,898万円

355億4,876万円 316億9,711万円

区分 ５年度予算額 ４年度予算額

2,729億1,276万円 2,682億5,802万円

区 分 令和５年度 令和４年度

※児童生徒数、学級数は推計値

学　　 校　　 数

児 童 生 徒 数

学　　 級　　 数

教育予算案について

市⽴学校の学校数等
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事業内容

　横浜市立高等学校では各学校の特色ある取組を発展

させ、魅力ある高校づくりを引き続き行うとともに、

グローバル教育やサイエンス教育の取組により、世界

で活躍することができる人材を育成します。

１　横浜市立高校グローバル人材育成事業

125,331千円（129,349千円）

　横浜市立高校の生徒に対する英語力やコミュニケ

ーション能力等の向上を図る各種事業・取組により、

グローバル人材を育成します。海外大学進学支援

事業（ATOP）では、希望する市立高校生に対して、

海外大学進学に必要な資質・能力を高めるプログ

ラムや、海外大学に関する情報提供など、進学に

必要な準備の支援を行います。

２　高等学校教育費 16,406千円（10,764千円）

　入学者選抜が適正かつ円滑に執り行われるよう

取り組みます。また、出願方法のオンライン化に

より、受検者の利便性の向上等を図ります。【新規】

　高等学校における適切な学校運営に必要な支援

を行います。

３　特色ある高校教育推進費【拡充】 52,739千円（46,454千円）

　戸塚高校音楽コースでは、著名な専門家による特別講義や授業、大学との連携等に

より、横浜商業高校スポーツマネジメント科では、横浜市スポーツ医科学センターとの

連携等により、それぞれの専門性を身に付けた人材を育成します。

桜丘高校において、教員養成講座を開設し、

教員を志す生徒の意欲をさらに高め、将来に

向け未来ある「横浜の教員」を育みます。

横浜総合高校において、「通級による指導」を

開始し、特別な教育的支援を必要とする生徒へ

学校生活や集団生活を円滑に過ごせるようにする

ための特別の指導を行います。 教員養成講座のイメージ

また、民間団体と連携し実施している校内居場所カフェ「ようこそカフェ」に

ついて、引き続き実施し、さらに、令和５年度から関連した事業として社会貢献・

ボランティア活動等の取組を拡充します。

４　中高一貫教育校推進事業 7,199千円（7,933千円）

　南高校・附属中学校及び横浜サイエンスフロンティア高校・附属中学校において、

中高一貫教育校として継続的な教育活動の更なる充実に向けて取り組みます。

　南高校については、附属中学校の開校から10年経過したため、これまでの取組の

検証を行います。横浜サイエンスフロンティア高校については、今後、教育内容を

より充実・発展させるための検討を進めていきます。

　また、附属中学校２校の学校説明会、適性検査の実施に向けた準備等を行います。 

本
年
度
の
財
源
内
訳

国・県 9,334千円

その他 21,631千円

市債 -

一般財源 201,556千円

本 年 度 232,521千円

前 年 度 225,545千円

差 引 6,976千円

2
新 た な 時 代 に
向 け た 高 校 教 育
の 推 進

6



事業内容

　特別な支援を必要とする幼児児童生徒にあらゆる教

育の場で一貫した適切な指導・支援や合理的配慮を提

供するインクルーシブ教育システムの構築に向けて、

市立学校における教育環境をさらに充実します。

１　就学・教育相談事業【拡充】

138,301千円（133,567千円）

　特別な支援が必要な子ども一人ひとりの教育的ニ

ーズに応じた適切な指導及び支援を行うため、就学

・教育相談を行います。令和５年度は、教育相談員

及び心理判定員（日額職会計年度任用職員）の任用

日数を増やし、相談申込の増加に対応します。

２　特別支援教育支援員事業

138,568千円（138,343千円）

　小・中・義務教育学校の一般学級及び個別支援学

級で、学習面や行動面等に支援を必要とする児童生

徒に特別支援教育支援員（有償ボランティア）を配

置し一人ひとりのニーズに応じた支援を行います。

<配置人数：延べ1,781人>

３　臨床指導医等派遣事業 14,030千円（12,040千円）

　障害のある幼児児童生徒への検診や問診、教職員

及び保護者への医療指導や相談及び助言等を行う医

師、言語聴覚士、臨床心理士、学校カウンセラー等

を特別支援学校及び通級指導教室に派遣します。

４　専門職派遣事業 850千円（850千円）

　肢体不自由児童生徒が在籍する小・中・義務教育学校に理学療法士を派遣します。

医療情報や授業内容を踏まえながら、児童生徒の安全確保及び姿勢や運動面など、学

習の土台づくりを進め、学びの充実を図ります。これまでは、２学校教育事務所エリ

アで派遣を実施してきましたが、令和５年度からは全市で実施します。

<総派遣時間：85時間>

５　特別支援学校就労支援事業 13,867千円（13,803千円）

高等特別支援学校に在籍する生徒が企業就労を通して自立・社会参加を図れるよう

就労支援指導員を配置し、職場実習先の開拓や就労定着のため職場訪問を行います。

６　スクールバス運行事業【拡充】 943,604千円（915,775千円）

障害のある児童生徒の登下校の安全を確保し、身体的負担の軽減を図るため、

特別支援学校（視覚・知的・肢体）でスクールバス等を運行します。

　また、肢体不自由特別支援学校において、通学中にも医療的ケアを

必要とし、看護師が同乗しないスクールバスに乗車できない児童生徒

に対して、学校看護師が同乗する福祉車両の運行を新規実施するなど、

運行台数を拡充します。

<通学用スクールバス等の運行：Ｒ４:53コース→Ｒ５：54コース>

<福祉車両の運行：Ｒ４：20コース→Ｒ５：26コース>

-

国・県本
年
度
の
財
源
内
訳

1,588千円

1,266,523千円

1,254,541千円一般財源

市債

その他

49,485千円

前 年 度

差 引 39,091千円

本 年 度 1,305,614千円

4 特別支援教育の推進
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事業内容

　子どもを取り巻く複雑・多様な課題への対応や、医

療的ケア児の支援など、一人ひとりに寄り添うため、

福祉・医療等との連携を強化していきます。

　特に、学校における医療的ケアの支援については、

医療的ケア児とその家族が安心して学校生活を送るこ

とができるよう、関係機関と連携し、切れ目のない支

援に取り組みます。

１　特別支援学校医療的ケア体制整備事業【拡充】

257,734千円（242,401千円）

　児童生徒の多様化する医療ニーズへの対応や通学

支援を拡充するため、肢体不自由特別支援学校６校

に配置する看護師を増員し、福祉車両への乗車も業

務とする看護師雇用枠を新設します。

　また、高度化する医療的ケアへの対応及び学校看

護師の質の向上を図るため、研修を充実します。

　人工呼吸器等高度な医療的ケア児の保護者の付添

い解消について、学校看護師を中心とした体制の確

立を進め、引き続き、安心安全な学校生活を送るこ

とのできるよう、環境の整備を進めます。

<看護師配置数：Ｒ４：35人→Ｒ５：40人>

２　小・中・義務教育学校等における医療的ケア支援事業

105,400千円（108,147千円）

　学校において日常的に医療的ケアが必要な児童生徒に対し、訪問看護師を派遣しま

す。個々の児童生徒の病状や特性に合わせて、看護師によるケアや、本人が行うケア

の自立に向けた技術指導を行い、校内での学びや活動の参加を広げます。

（対象となる医療的ケア：痰の吸引、導尿、経管栄養等）

３　医療的ケア児・者等支援促進事業 6,280千円（14,245千円）

　医療的ケア児・者等の在宅生活を支えるため、医療的ケア児・者等コーディネーター

を中心に関係機関との連携や地域での受入れを推進します。

<こども青少年局、健康福祉局、医療局、教育委員会事務局連携事業>

４　むし歯予防事業 27,500千円（28,439千円）

　むし歯や歯肉炎予防のため、歯科衛生士による巡回歯科保健指導を学校歯科医、横

浜市歯科医師会と連携して実施し、学校における歯科保健教育を推進します。

５　健康・安全教育推進事業 900千円（900千円）

医師等専門家を学校に招き、学校保健に関する授業や講演等を行います。

６　スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー活用事業等　<詳細はP14>

943,140千円（941,380千円）

　児童生徒、教職員、保護者が身近な場所で容易に相談できるよう、スクールカウンセ

ラーを配置します。また、学校を巡回支援するスクールソーシャルワーカーを引き続

き配置し、校内体制の構築や学校と関係機関との連携を福祉的な側面から支援します。

本 年 度 1,340,954千円

その他 3,630千円

5,442千円

本
年
度
の
財
源
内
訳

国・県

一般財源 915,364千円

市債 -

前 年 度 1,335,512千円

福祉・医療等との
連 携 に よ る
支 援 の 充 実

421,960千円

差 引

5
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事業内容

　児童生徒等の健康の保持・増進のため、各種健康

診断を実施します。また、学校保健安全法や学校環境

衛生基準に基づき、学校保健を推進するための各種

事業を実施します。

１  児童・生徒等健康診断費【拡充】

284,774千円（284,290千円）

　　児童生徒を対象に健康診断、腎臓検診、結核検診、

　心臓検診及び翌年度小学校入学予定の児童を対象と

　した、就学時健康診断を実施します。

　　また、整形外科医による運動器検診（脊柱や四肢

　の検査）のモデル事業を、対象校を拡大して実施し

　ます。 <Ｒ４：20校→Ｒ５：50校>

２  環境衛生検査費

86,086千円（4,953千円）

(1) 環境衛生検査

　高架水槽水の水質検査等の環境衛生検査を実施し、

適切な学校環境衛生の維持管理を図ります。

(2) 学校環境整備【新規】

市立学校では感染症対策の一つとして、教室の

換気対策に努めており、各クラスの場所や場面に

応じて、効果的な換気を行うことができるよう、

令和４年度に全校全クラスに二酸化炭素濃度測定

器（CO₂モニター）を設置しています。

窓開け等の換気のみで状況が改善されない場合

は、サーキュレーターの購入や換気扇の改修等を

CO₂モニターを設置した教室の様子 行い、学校環境の改善に努めます。

３  日本スポーツ振興センター費 250,534千円（253,125千円）

学校管理下における児童生徒の負傷等に対する給付を受けるため、災害共済

給付制度に加入します。

４　むし歯予防事業　<再掲P10> 27,500千円（28,439千円）

５  健康・安全教育推進事業　<再掲P10> 900千円（900千円）

６  ゲーム障害・ネット依存啓発事業【拡充】 2,285千円（1,215千円）

「横浜市立小中学校児童生徒に対するゲーム障害・ネット依存に関する実態調査

報告書」を踏まえて作成した啓発チラシを小中学生に配布します。

また、教職員向けの研修や講演会の推進、学校教材用のリーフレットを印刷し、

依存症の予防・啓発等の取組を進め、問題解決につなげます。

本 年 度 725,527千円

その他 111,397千円

97,535千円

本
年
度
の
財
源
内
訳

国・県 40,782千円

市債

11 学 校 保 健

-

一般財源 573,348千円

前 年 度 627,992千円

差 引

18



 ６　いきいきと働き、学び続ける教職員

事業内容

　誇りや使命感に満ちた信頼される優秀な教職員を

確保・育成していきます。

　また、教育委員会事務局と学校が一体となって働き

方改革を推進し、教職員が学ぶ時間を確保することで

教職員がやりがいを感じながら、心身ともに健康で

いきいきと働くことができる環境を整えます。

１　教員確保対策事業【拡充】

28,857千円（23,148千円）

　対面・オンラインによる大学説明会及び大学推薦

や、教員志望の大学生等による学校現場でのボラン

ティア（アシスタントティーチャー）の一層の拡充

を図ります。さらに、横浜で先生になることの魅力

を伝える専用のウェブサイトも立ち上げます。

　また、臨時採用教員については、教員免許状更新

制の廃止等があったことも受け、いわゆる「ペーパ

ーティーチャー」を発掘していくための広報、休日

やオンラインでの登録会を充実させていきます。

２　学校業務のアウトソース 51,956千円（52,283千円）

　教職員が行っていたプール清掃業務を民間事業者や障害者就労施設に外部委託し、

負担軽減を図ることで、教職員が本来行うべき業務に時間を使えるようにします。

加えて、各学校での個別契約を局一括契約とすることで、事務手続きの負担軽減も

図ります。<Ｒ４：451校→Ｒ５：460校>　また、校内清掃などの軽作業や教室のワッ

クスがけを障害者就労施設に外部委託するモデル事業についても引き続き実施します。

３　職員室業務アシスタント配置事業 1,388,768千円（1,722,905千円）

教職員の働き方改革の推進のため、副校長及び教員の負担を軽減し、限られた
時間の中で効率的に業務ができることを目的として、職員室における事務的な業務

をサポートする会計年度任用職員を１名配置します。（全小・中・義務教育学校）

また、新型コロナウイルス感染症の影響により、増加する

家庭用教材等の印刷、校内の消毒等、教職員の業務をサポート

することを目的として、臨時的に追加で１名配置します。

（一定規模以上の小・中・義務教育学校及び全特別支援学校）

４　教職員育成事業 61,769千円（58,210千円）

各校での計画的な人材育成を図るため、学校管理職経験者等を初任者等支援員と

して派遣し、経験の浅い教員への支援を実施します。

　教職の専門性を高めることや、視野を広げ、マネジメント等について学ぶため、

有給で１年間学べる制度により、教職大学院(7人)､大学(2人)へ教職員を派遣します。

５　中学校部活動支援事業【拡充】<再掲P19> 352,949千円（329,950千円）

14

2,215,237千円

教 職 員 の 採 用 ・
育 成 ・ 働 き 方 の
一 体 的 な 改 革

差 引

国・県

一般財源

本 年 度

-

2,439,020千円

542,642千円

その他

本
年
度
の
財
源
内
訳

前 年 度

6,455千円

▲ 223,783千円

1,666,140千円

市債

21



事業内容
　学校施設の安全性・耐久性を確保し、良好な教育

環境の維持を図るため、効果的な施設の保全に取り

組みます。また、児童生徒数の増加に伴う校舎の

増築や学校敷地内におけるがけ地対策等を進めます。

１　小中学校整備事業（新増改築）建替え除く

1,552,807千円（1,375,270千円）

　　35人学級の実現に向けた計画的な整備及び一般学

　級や個別支援学級の児童生徒数の増加による教室不

　足への対策として、校舎の増築、内部改修、空調設

　置及び仮設校舎の設置等を行います。

　　令和５年度は平沼小の増築工事及び箕輪小の増築

　に向けた基本設計を行うほか、東野中において武道

　場の建築工事等を実施します。

２　個別支援学級改修事業

41,900千円（24,552千円）

　　知的障害、自閉症・情緒障害、弱視の児童生徒が適

　切な環境のもとで教育を受けられるよう、既存教室等

　の改修を行います。

３　通級指導教室改修事業 29,900千円（16,875千円）
　　軽度の障害（難聴、言語障害、弱視、情緒（情緒・LD・ADHD））のある児童生徒が適

　切な環境のもとで教育を受けられるよう、既存の通級指導教室の改修を行います。

４　特別支援学校改修事業 78,660千円（90,000千円）

　　特別支援学校（盲・ろう・知的・肢体・病弱）等の児童生徒の教育環境の充実のため

　施設の改修および営繕を行います。

５　特色ある高校教育のための改修事業 20,000千円（13,535千円）

　　各高等学校の特色に応じた指導を行うため、学校設備等の更新・修繕を実施します。

　令和５年度は、横浜総合高校での「通級による指導」（自校通級）の開始に伴う教室

　改修等を行い、特別な支援を必要とする生徒への支援の充実に取り組みます。

６　校地整備事業 775,416千円（560,768千円）
　　校庭整備やがけ対策、複合遊具の大規模改修、小破修繕等の屋外環境整備を実施しま

　す。また、大規模な自然崖についても対策工事を進めます。

　　<校庭整備工事等の実施　Ｒ４：３校　→　Ｒ５：４校>

７　校地管理事業 439,299千円（389,299千円）

　　樹木の管理や屋外施設の点検・簡易補修及び校庭芝生維持管理等を行います。

本 年 度 21,639,865千円

18
安 全 ・ 安 心 な
施 設 環 境 の 確 保

市債 13,446,000千円

差 引 907,576千円

前 年 度 20,732,289千円

5,753,061千円

その他 32,012千円

一般財源

本
年
度
の
財
源
内
訳

国・県 2,408,792千円

26



８　エレベーター設置事業【拡充】 1,403,766千円（944,549千円）

　　「横浜市福祉のまちづくり条例」に基づき、車いす使用等により、階段の利用が困難

　な児童生徒等及び学校訪問者の建物内の移動が円滑となるよう整備を進めており、
　令和５年度は整備数を増やし、バリアフリ―対策を加速化します。車いすを使用して

　いる児童生徒等が在籍・入学が予定されている学校の中から選定し、エレベーターを

　設置するほか、状況に応じてスロープの改修、多機能トイレの整備を行います。

<Ｒ４：９校　→　Ｒ５：13校>

９　市立学校空調設備整備事業 896,595千円（865,919千円）

　　学校施設の安全安心な環境整備のため、設置年数が古い職員室等における既存空調の
　計画的な対策が必要です。老朽化の状況を考慮し、更新工事を行います。

10　体育館空調設備設置事業 864,775千円（870,200千円）
　　学校の体育館は、体育の授業や部活動だけでなく、

　放課後キッズ、地域開放、避難所といった公益性のある

　施設であることから、近年の猛暑の影響を考慮し、空調

　設備の設置工事を行います。

11　外壁・窓サッシ改修事業 3,944,998千円（3,954,900千円）

　　児童生徒等の安全を確保するため、外壁や窓サッシの非構造部材の落下防止対策を実

　施します。

12　シャッター改修事業 350,000千円（300,000千円）

　　老朽化しているシャッターを対象に保守点検で不具合箇所を把握し、危険を未然に防

　ぐため順次改修します。令和５年度からは、従来の一括更新から部分更新に改修方法を

　見直すことで資材不足の影響を受けにくく、建設廃材の発生量も減らす施工とします。

　この見直しにより、下部式シャッター等から上部式シャッターへの改修完了時期を当初

　見込んでいた令和11年度から令和８年度に前倒して実施します。

 <Ｒ４：19校（211台）　→　Ｒ５：50校（408台予定）>

13　トイレ改修事業 1,706,700千円（1,844,400千円）
　　市立学校の和式便器を洋式便器等に改修します。

　　令和５年度は30校の改修を行い、洋式化率は86％を超える見込みです。

14　体育館改修事業【拡充】 1,214,000千円（1,128,000千円）

　　昭和40年代以前に建築した体育館を対象に、施設の長寿命化を図るため大規模な改修

　を実施します。併せて空調設備の設置も行っています。

なお、木質化を推進するため、森林環境譲与税の一部(90,000千円)を充当します。

15　学校施設の老朽化対策 5,452,385千円（5,384,151千円）

　　学校施設の老朽化対策として、プール改修、照明のLED化などの修繕を実施します。

16　給食室改修事業 1,230,738千円（1,280,500千円）

　　給食室の衛生面での環境改善を目的にドライ改修等を実施します。

17　給食室空調整備検討事業【新規】 5,000千円（0千円）

　　調理室の快適な作業環境を確保するため、学校の給食室において、効果的な空調機の

　設置方法等を検討します。
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(単位:千円)

272,912,758 268,258,021 4,654,737 1.7

185,345,803 187,502,684 ▲2,156,881 ▲ 1.2

1目 　教育委員会費 21,360 21,360 - 0.0

2目 　事務局費　　 11,636,318 11,523,434 112,884 1.0

3目 　教職員費 162,727,775 165,368,975 ▲2,641,200 ▲ 1.6

4目 　教育指導振興費 8,562,739 8,413,785 148,954 1.8

5目 　教育センター費 206,024 98,012 108,012 110.2

6目 　特別支援教育指導振興費 625,816 605,090 20,726 3.4

7目 　教育相談費 1,565,771 1,472,028 93,743 6.4

13,971,367 13,023,075 948,292 7.3

1目 　学校管理費 9,904,690 8,857,836 1,046,854 11.8

2目 　学校運営費 4,066,677 4,165,239 ▲98,562 ▲ 2.4

6,014,099 5,901,822 112,277 1.9

1目 　学校管理費 3,757,605 3,390,578 367,027 10.8

2目 　学校運営費 2,256,494 2,511,244 ▲254,750 ▲ 10.1

1,032,392 998,673 33,719 3.4

1目 　学校管理費 702,644 618,428 84,216 13.6

2目 　学校運営費 329,748 380,245 ▲50,497 ▲ 13.3

1,693,038 1,643,290 49,748 3.0

1目 　学校管理費 1,474,700 1,379,305 95,395 6.9

2目 　学校運営費 218,338 263,985 ▲45,647 ▲ 17.3

3,955,531 3,473,077 482,454 13.9

1目 　生涯学習推進費 432,194 480,602 ▲48,408 ▲ 10.1

2目 　文化財保護費 1,163,145 1,044,068 119,077 11.4

3目 　図書館費 2,360,192 1,948,407 411,785 21.1

25,351,767 24,018,292 1,333,475 5.6

1目 　学校保健費 830,927 736,139 94,788 12.9

2目 　学校体育費 635,881 615,391 20,490 3.3

3目 　学校給食費 12,363,399 11,184,119 1,179,280 10.5

4目 　学校給食物資購入費 11,521,560 11,482,643 38,917 0.3

35,548,761 31,697,108 3,851,653 12.2

1目 　学校用地費 1,320,527 1,101,987 218,540 19.8

2目 　小・中学校整備費 14,865,395 11,585,430 3,279,965 28.3

3目 　高等学校整備費 133,068 130,070 2,998 2.3

4目 　特別支援教育施設整備費 150,460 131,427 19,033 14.5

5目 　学校施設営繕費 18,483,773 17,994,305 489,468 2.7

6目 　学校施設整備基金積立金 127,420 225,420 ▲98,000 ▲ 43.5

7目 　教育施設解体費 468,118 528,469 ▲60,351 ▲ 11.4

令和５年度　教育予算総括表

款項目
５年度
予算額

４年度
予算額

増▲減
前年度比
（％）

15款　教育費

１項　教育総務費

２項　小学校費

３項　中学校費

８項　教育施設整備費

６項　生涯学習費

７項　学校保健体育費

４項　高等学校費

５項　特別支援学校費
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精神保健福祉対策事業について 

 

 令和３年度 精神保健福祉対策事業実績 

１  こころの健康相談センター事業 

 (1) 精神保健福祉相談 

  ① こころの電話相談（平日夜間・休日、365日・21時30分まで受付） 

   相談実件数 2484件   

  相談延べ件数 7430件  

※新型コロナウイルス感染症拡大の影響による、こころの不安を受け止めるため令和２年７

月から、土日・祝日の体制拡充を行いました。 

  

 （2） 普及啓発 

  こころの健康についてリーフレットの配布や市ホームページへの掲載、SNSを活用しての情

報発信を行いました。新たに啓発動画を作成しました。 

 

２ 精神医療適正化対策事業  

 (1) 精神科病院実地指導等 

   ① 精神科病院等実地指導（精神保健福祉法第38条の６） 

市内の精神科病床を持つ全病院に対し、入院患者の処遇、定床数の遵守や人員配置、

施設・設備の管理、入院者の届出事務等について実地に調査し、入院患者の人権に配慮

した適正な医療が確保されるよう指導しています。 

 

  ② 入院患者実地審査（精神保健福祉法第38条の６） 

入院後３か月(及び必要に応じ１年)を経過した横浜市の措置入院者全員、及び横浜市

内の精神科病院等に入院している入院患者の一部を対象に、本市の依頼した精神保健

指定医が、入院の要否と処遇の適否について審査しています。 
 

 令和３年度実施者数 18人（措置２人、医療保護16人）  

 

３ 医療費公費負担事業 

(1) 自立支援医療（精神通院）（令和３年度実績） 

     精神障害の治療のために要した通院医療費の一部を公費で負担しています。 
 

 
対 象 者 数 支  払  総  額 

 

69,160人 8,446,073,820 円 
    

資料８ 令和４年度第１回資料６ 訂正版 
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(2)  措置入院医療費（令和３年度実績） 

       市長の命令により措置入院した患者の入院医療費を公費負担しています。 
 

 対 象 者 数 支  払  総  額  

874人 249,430,893円 

 

(3) 重度障害者医療費助成（３年度実績） 

重度の障害のある方が、医療機関にかかった時の保険診療の一部負担金を助成して

います。 
 

 対 象 者 数 支  払  総  額  

2,623人 277,983,613円 
    
      ※対象者数及び支払総額は精神障害者にかかる実績です。 

 

４ 精神障害者保健福祉手帳 

   精神障害の状態を証する手段となる手帳を交付して、手帳所持者に対する各種の支援 

策を講じやすくし、精神障害者の社会復帰の促進と自立と社会参加の促進を図ることを目

的としています。 

(1) 自立支援医療(精神通院医療)及び精神障害者保健福祉手帳の判定 

自立支援医療（障害者総合支援法第52条）及び精神障害者保健福祉手帳交付（精神 

保健福祉法45条）申請に伴う判定業務を行いました。 

① 意見聴取の開催 

嘱託医師（精神保健指定医）から意見を聴取し、センター長が判定を行いました。 

     年間24回     毎月２回（変則あり）    第２水曜日、第４火曜日  

 

② 自立支援医療(精神通院医療)の判定  

      申請書に添えられた診断書に基づき、公費負担医療の適否を判定しました。 

 判定件数 判定結果  

34,191 件 （承認）34,148 件 
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③ 精神保健福祉手帳の判定 

      申請書に添えられた診断書に基づき、手帳交付の可否及び障害等級を判定しまし

た。 

    判定件数          判定結果  

15,505件 

（１  級）    1,458件 

（２  級）    7,111件 

（３  級）     6,859件 

（不承認）       77件 

 

(2) 令和３年度手帳所持者数(令和４年３月末)         （人） 
 

 総  計 １ 級 ２ 級 ３ 級  

43,767 4,278 25,113 14,376 

 

 

 

 

(3) 令和３年度新規交付者数  4,771件 

 

５  精神障害者入院医療援護金助成事業 

市民税所得割額１０４，４００円以下の世帯で同一病院につき20日以上入院した場合に、１

か月につき１万円を助成しています。（令和３年度実績） 

  

 対 象 者 数 助 成 件 数 支 払 総 額  

2,454人 16,383件 170,740,500円 

 

６ 自殺対策事業 

(1)区局の取組 

ア 普及啓発 

講演会開催 ４回（※） 280 人 

※ 南区、港南区、瀬谷区、こころの健康相談センター 

イ 人材育成 

研修開催 39 回（※） 3,882 人 

      ※ 鶴見区、神奈川区、西区、中区、南区、港南区、保土ケ谷区、金沢区、港北区、

緑区、都筑区、青葉区、栄区、泉区、こころの健康相談センター、こども青少年

局青少年相談センター 
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(2) ゲートキーパー数（自殺対策研修受講者数） 

     3,791 人  【横浜市中期４か年計画 2018 年度～2021 年度 想定事業量：15,000 人】 

 

(3) 自死遺族支援 

自死遺族ホットライン 

（毎月第１、３水曜日） 

22 回 延べ 70 件 

自死遺族の集い「そよ風」 12 回 延べ 58 人 

 

(4) 連携会議開催 

総合的な自殺対策の推進のため、有識者や各関係団体、庁内関係課との連携会議を

開催した。 

よこはま自殺対策ネットワーク協議会 １回（書面開催） 

横浜市庁内自殺対策連絡会議 １回（書面開催） 

 

(5) 自殺未遂者支援 

ア 救命救急センターによる自殺未遂者再発防止事業 

自殺未遂者の再企図防止のため、委託先医療機関（救命救急センター）に搬送され

た自殺企図者 138名（既遂者を含む）に対して、精神科医や臨床心理士によるケースマ

ネジメント(精神科受領促進・調整、社会資源情報提供、家族支援等)による支援を行い

ました。 

イ 自殺未遂者フォローアップ調査事業 

自殺未遂者の再企図防止のため、二次救急医療機関に搬送された自殺未遂者のうち、

本人の同意を得られた者 13 名に対して、委託先医療機関（精神科診療所）によるケー

スマネジメント（精神科受領促進・調整、社会資源情報提供、家族支援）や一定期間継

続したフォローアップを実施しました。 

 

７ 精神科救急医療対策事業  

精神保健福祉法に基づく通報等に対して診察、移送及び入院措置を行う三次救急、救急

医療相談に対して入院対応可能な医療機関紹介を行う二次救急及び外来診療を行う医療

機関紹介を行う初期救急を実施するための精神科救急医療体制を運営しています。 

(1) 三次救急等  

   ア 通報等の実績（件数） 

       □２２条（一般人の申請）           □２３条（警察官の通報）        

      □２４条（検察官の通報）           □２５条（保護観察所長の通報）   

      □２６条（矯正施設の長の通報）     □２６条の２（精神病院の管理者の届出） 

      □２６条の３（心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に係る通報） 

□２７条２項（市長の職権による診察）  □３４条（医療保護入院のための移送）  
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（件）  

  申 請 
通 報 
届 出 

診 察 
不実施 

 診察件数及び診察結果内訳  

 措置 
緊急 
措置 

医療 
保護 

任意 
入院 

通院 
診療 

医療 
不要 

２２ 条  1 1 0 0 

 

0 0 0 0 0 

２３ 条 731 

  

378 353 287 11 21 1 33 0 

２４ 条 45 

 

20 25 21 0 2 0 2 0 

２５ 条 0  0  0 0 0 0 0 0 0 

２６ 条 111    111 0 0 0 0 0 0 0 

２６条の２ 0      0 0 0 0 0 0 0 0 

２６条の３ 0     0 0 0 0 0 0 0 0 

２７条２項 0      0 0 0 0 0 0 0 0 

３４条   0  0 0 0 0 0 0 

合 計 888  510 378 308 11 23 1 35 0 

 

イ 警察官通報への夜間・休日・深夜対応 

病院名 救急病床数 

神奈川県立精神医療センター 16床 

北里大学病院 3床 

市大センター病院 3床（+3床） 

川崎市立川崎病院 2床 

昭和大学横浜市北部病院 3床（+3床） 

横浜市立みなと赤十字病院 3床 

済生会横浜市東部病院 3床 

合計 ７病院 ３３床（+６床）（ ）内は横浜市民専用病床 
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ウ 市民専用病床 実績 

年度 病院名 入院者数 

入院者数内訳 

警察官通報等経由 

（ハード救急） 

精神科救急情報窓口 

（ソフト救急） 

その他 

(区役所等) 

令和３年度 

市大センター病院（３床） 19 15 4 0 

昭和大学横浜市 

北部病院（３床） 
19 14 5 0 

 

エ 夜間・休日・深夜の警察官通報の状況       （件） 

  

通報件数 
診 察 

不実施 

  診察件数及び診察結果内訳 

 措置 

入院 

緊急

措置

入院 

医療 

保護 

任意 

入院 

通院 

診療 

医療 

不要 

夜間 179→185 

 

96→102 95→98 

 

77→80 2 6 0 10 0 

休日 105→104 53→ 51 53→51 

 

 

43→41 4 3 0 3 0 

深夜 244 133 120 92 4 7 1 16 0 

 

       ＊ 通報件数は受理した時間帯、診察件数は実施した時間帯で計上しているため、

通報件数と診察不実施及び実施の件数の合計が異なる場合があります。 

 

  オ 精神科救急新型コロナウイルス感染症疑い患者等受入体制強化事業 

令和２年7月より、新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れる精神科病院に対

して、感染症リスクから守ること、受入による負担を補填することを目的に協力費を支出

しました。 

 

＜支援内容＞ 

受入協力料 9,500円（13病院） 

市内の精神科病院において、本市の行政措置等による新型コロナウイルス感染

症疑い患者等を受け入れた日数に応じた協力料 

病床確保料 5,000円（２病院） 

市内の精神科病院において、新型コロナウイルス感染症疑い患者等を受け入れる

ための専用病床の空床数に応じた確保料 
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  受入協力日数（日） 病床確保数（床） 

第１四半期 25  530  

第２四半期 34  524  

第３四半期 17  552  

第４四半期 4  536  

合計 80  2,142  

 

 

(2) 二次救急 

       
相談件数（市民） 3,914 件 

 

うち病院紹介件数等 242 件 

 

  (3) 初期救急 

    平成１６年１０月から土曜午後と休日昼間に初期救急医療事業を実施しています。 

 実施日数 依頼件数 診察件数 

令和３年度 122 121 51 

 

 

 



○横浜市精神保健福祉審議会条例

平成 8 年 3 月 28 日  

条例第 12 号  

横浜市精神保健福祉審議会条例をここに公布する。

横浜市精神保健福祉審議会条例  

(設置 ) 

第 1 条  精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (昭和 25 年法律

第 123 号 )第 9 条第 1 項の規定に基づき、横浜市精神保健福祉審議会

(以下「審議会」という。 )を設置する。  

(平 18 条例 8・全改 ) 

(組織 ) 

第 2 条  審議会は、委員 20 人以内をもって組織する。  

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 精神保健又は精神障害者の福祉に関し学識経験のある者

(2) 精神障害者の医療に関する事業に従事する者

(3) 精神障害者の社会復帰の促進又はその自立及び社会経済活動へ

の参加の促進を図るための事業に従事する者  

3 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨

時委員若干人を置くことができる。  

4 臨時委員は、当該特別の事項に関係のある者のうちから市長が任命

する。  

(平 18 条例 8・追加 ) 

(委員の任期 ) 

第 3 条  委員の任期は、3 年とする。ただし、委員が欠けた場合にお

ける補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。  

2 委員は、再任されることができる。  

3 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したと

きまでとする。  

(平 18 条例 8・追加 ) 

(会長及び副会長 ) 

第 4 条  審議会に、会長及び副会長 1 人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。  

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。  

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠け

たときは、その職務を代理する。

(平 18 条例 8・旧第 2 条繰下 ) 
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(会議 ) 

第 5 条  審議会の会議は、会長が招集する。  

2 審議会の会議は、委員 (特別の事項を調査審議する場合にあっては、

そのために置かれた臨時委員を含む。次項において同じ。)の半数以

上の出席がなければ開くことができない。  

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のとき

は、会長の決するところによる。  

(平 18 条例 8・旧第 3 条繰下 ) 

(分科会 ) 

第 6 条  審議会に、分科会を置くことができる。

2 分科会の委員は、審議会の委員のうちから、会長が指名する。  

3 分科会に、分科会長を置き、分科会長は、分科会の委員の互選によ

って定める。  

(平 23 条例 50・追加 ) 

(部会 ) 

第 7 条  審議会に、部会を置くことができる。

2 部会の委員は、審議会の委員のうちから、会長が指名する。  

3 部会に、部会長を置き、部会長は、部会の委員の互選によって定め

る。  

(平 18 条例 8・旧第 5 条繰下、平 23 条例 50・旧第 6 条繰下 ) 

(幹事 ) 

第 8 条  審議会に、幹事を置く。  

2 幹事は、横浜市職員のうちから市長が任命する。  

3 幹事は、会長の命を受け、審議会の所掌事務について委員を補佐す

る。  

(平 18 条例 8・旧第 6 条繰下、平 23 条例 50・旧第 7 条繰下 ) 

(庶務 ) 

第 9 条  審議会の庶務は、健康福祉局において処理する。  

(平 17 条例 117・一部改正、平 18 条例 8・旧第 7 条繰下、平 23 条例

50・旧第 8 条繰下 ) 

(委任 ) 

第 10 条  この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な

事項は、会長が審議会に諮って定める。  

(平 18 条例 8・旧第 8 条繰下、平 23 条例 50・旧第 9 条繰下 ) 

附  則  

(施行期日 ) 
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1 この条例は、平成 8 年 4 月 1 日から施行する。

(経過措置 ) 

2 この条例の施行後最初の審議会の会議は、市長が招集する。

附  則 (平成 17 年 12 月条例第 117 号 )抄  

(施行期日 ) 

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成 18 年 2 月規則第 9 号により同年 4 月 1 日から施行 ) 

附  則 (平成 18 年 2 月条例第 8 号 ) 

(施行期日 ) 

1 この条例は、平成 18 年 4 月 1 日から施行する。

(経過措置 ) 

2 この条例の施行の日 (以下「施行日」という。)において、障害者自

立支援法 (平成 17 年法律第 123 号 )附則第 45 条の規定による改正前

の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (昭和 25 年法律第 123

号 )第 10 条第 3 項の規定により横浜市精神保健福祉審議会の委員 (以

下「委員」という。)に任命されている者は、この条例による改正後

の横浜市精神保健福祉審議会条例第 2 条第 2 項の規定により任命さ

れた委員とみなす。  

3 施行日において、委員に任命されている者に係る任期は、平成 20

年 3 月 31 日までとする。  

附  則 (平成 23 年 12 月条例第 50 号 )抄

(施行期日 ) 

1 この条例は、平成 24 年 4 月 1 日から施行する。

3



横浜市精神保健福祉審議会運営要領 
最近改正 令和２年３月 31 日 健障企 4094 号（局長決裁） 

             
（目的） 
第１条 この要領は、横浜市精神保健福祉審議会条例（平成８年３月横浜市条例第 12 号。 

以下「条例」という。）第９条の規定に基づき、横浜市精神保健福祉審議会（以下「審議

会」という。）の運営に関し必要な事項を定めるものとする。 
 （議事日程） 
第２条 審議会の会長（以下「会長」という。）は、審議会の議事日程を定め、あらかじめ

審議会の委員（以下「委員」という。）に通知するものとする。ただし、急を要する場合

は、この限りでない。 
２ 会長が必要と認めるとき、又は委員からの発議があったときは、会長は、会議に諮り、

討議を行わないで、議事日程を変更することができる。 
 （開会等） 
第３条 審議会の開会、閉会、中止等は、会長がこれを宣告する。 
２ 会長は、開会の宣告後、会議の定足数を確認するものとする。 
３ 会長は、委員の出席数が定数に満たないとき、又は会議中出席者数が定足数を欠けた 

ときは、延会又は休憩を宣告するものとする。 
 （議事の運営） 
第４条 議事の運営は、前回の会議録の承認、報告、説明、質疑、討論及び議決の順序に 

よる。ただし、会長が必要と認める場合は、この限りでない。 
 （発言及び採決） 
第５条 会議において発言しようとする者は、会長を呼び、会長の許可を得た上、簡潔に、

かつ議題に即して発言するものとする。 
２ 会長は、質疑及び討論の終結を宣告しようとするときは、会議に諮り、討議を行わな 

いで、これを決定するものとする。 
３ 会長は、採決するときは、その旨を宣告するものとする。 
 （会議録） 
第６条 審議会は、会議録を作成するときは、次の事項を記録するものとする。 
  ( 1 )  開会及び閉会に関する事項並びに開催年月日時 
  ( 2 )  出席委員及び欠席委員の氏名 
  ( 3 )  議事日程等 
  ( 4 )  議案に関する議事及び議決の状況 
  ( 5 )  議案及び関係資料 
  ( 6 )  その他審議会が必要と認める事項 
２ 前項の場合において、会議録は、審議経過、結論等が明確となるよう作成し、審議会 

の会議において確認を得るものとする。ただし、非公開の会議に係る会議録の確認を得

る場合、又は次回の会議開催まで１か月以上を要する場合は、各委員への持ち回り又は

会長があらかじめ指名した者により、確認を得るものとすることができる。 
 （部会） 

1

01041101
テキストボックス
 資料10



第７条 条例第６条の規定に基づき設置する部会に副部会長を置き、部会の委員の互選に

より定める。 
２ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、

その職務を代行する。 
３ 部会には、会長の指名により部会委員以外のものを出席させ、意見を求めることがで

きる。 
（部会の開催） 

第８条 部会の会議は、必要に応じ、部会長が招集し、その議長となる。 
２ 部会の会議は、部会の委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。 
３ 部会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、部会長の決するところ

による。 
４ 部会の議事内容は、部会長が精神保健福祉課長に報告する。また、精神保健福祉課長

は、部会長から報告を受けた内容を審議会において報告する。 
 （会議の公開） 
第９条 審議会の会議は、公開とする。 
２ 審議会の会議の傍聴を希望する者は、会議の受付で氏名及び住所を記入し、係員の指 

示により、傍聴席に入るものとする。 
３ 傍聴定員は、申し込み先着順とする。 
 （会議資料の配付） 
第 10 条 審議会の会議を公開するときは、会議を傍聴する者（以下「傍聴者」という。） 

に会議資料を配付する。この場合において、傍聴者に配付する会議資料の範囲は、会長

が定める。 
 （秩序の維持） 
第 11 条 傍聴者は、会場の指定された場所に着席するものとする。  
２ 傍聴者は、会場において、写真撮影、録画、録音等を行ってはならない。ただし、会 

長が許可した場合は、この限りでない。 
３ 危険物を持っている者、酒気を帯びている者その他会長が会議の運営に支障がある  

と認める者は、会場に立ち入ってはならない。 
 （会場からの退去） 
第 12 条 会長は、傍聴者が会議の進行を妨害する等、会議の運営に支障となる行為をする 

ときは、当該傍聴者に会議の運営に協力するよう求めるものとする。この場合において、

会長は、当該傍聴者がこれに従わないときは、会場からの退去を命じることができる。 
 （会議の非公開） 
第 13 条 横浜市の保有する情報の公開に関する条例（平成 12 年２月横浜市条例第１号） 

第 31 条ただし書の規定により会議を非公開とするときは、会長は、その旨を宣告するも

のとする。 
２ 会長は、委員の発議により会議を非公開とするときは、各委員の意見を求めるものと 

する。 
３ 会議を非公開とする場合において、会場に傍聴者等がいるときは、会長は、その指定 

する者以外の者及び傍聴者を会場から退去させるものとする。 
 （幹事） 
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第 14 条 条例第７条に定める幹事は、健康福祉局障害福祉保健部長が行う。  
 （庶務） 
第 15 条 審議会の運営に必要な事務は、健康福祉局障害福祉保健部精神保健福祉課におい

て処理する。 
 （委任） 
第 16 条 条例及びこの要領に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議  
会の議決を経て会長が定め、部会の運営に関し必要な事項は、部会の議決を経て部会長

が定める。 
   附 則 
  この要領は、平成８年４月 15 日から施行する。 
   附 則 

この要領は、平成 12 年 11 月 29 日から施行する。 
      附 則 

  この要領は、平成 14 年４月１日から施行する。 
      附 則 
 この要領は、平成 15 年３月 15 日から施行する。 

   附 則 
 この要領は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則 
 この要領は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 
 この要領は、令和２年４月１日から施行する。 
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